






４ 　現代社会学科（2022年度入学生用）
（ １）「教科及び教科の指導法に関する科目」
　中学校一種（社会）・高等学校一種（地理歴史・公民）
次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分
各科目に含めることが必要な事項

授業科目
単　位　数

配当年次
中（社会） 高（地理歴史） 高（公民） 中社 高地歴 高公

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

日本史
・

外国史

日本史

歴史学Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
歴史学Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
日本社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
日本社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
地域社会史 2 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
民俗学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
民俗学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ

外 国 史

歴史学Ⅲ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
歴史学Ⅳ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会史原論 ② ② Ⅰ
アジア社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
アジア社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
ヨーロッパ社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
ヨーロッパ社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
宗教社会史 2 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅲ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅳ 2 2 　ⅡⅢⅣ

地 理 学
（地誌を
含む。）

人文地理
学・自然
地 理 学

地理学概論 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
人文地理学 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
自然地理学 2 ② ⅠⅡⅢⅣ 中学校は一般的包括的内容を含む科目に該当しない
文化人類学 2 2 　ⅡⅢⅣ

地 誌
地域社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ
地誌学Ⅰ �� �� ⅠⅡⅢⅣ
地誌学Ⅱ �� �� ⅠⅡⅢⅣ

「法律学，
政治学」

「 法 律 学
（ 国 際 法
を含む。），
政治学（国
際政治を
含む。）」

わたしたちの社会と法 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
日本国憲法Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
日本国憲法Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
わたしたちの社会と政治 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
行政法 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会法 2 2 　ⅡⅢⅣ

「社会学，
経済学」

「社会学，
経 済 学
（国際経
済 を 含
む。）」

現代社会学基礎 ② ② Ⅰ
社会学原論 ② ② Ⅰ
理論社会学 2 2 　ⅡⅢ
社会集団・組織論 2 2 　ⅡⅢ
家族社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ
ジェンダー論 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会調査論Ⅰ 2 2 ⅠⅡ
社会調査論Ⅱ 2 2 　ⅡⅢ
社会調査論Ⅲ 2 2 　ⅡⅢ
社会統計学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢ
社会統計学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢ
経済学基礎 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
社会教育学 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅲ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅳ 2 2 　ⅡⅢⅣ

「 哲 学，
倫理学，
宗教学」

「 哲 学，
倫理学，
宗教学，
心理学」

哲学基礎 �� �� ⅠⅡⅢⅣ
社会倫理学 �� �� ⅠⅡⅢⅣ
社会心理学 2 　ⅡⅢ
宗教社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ

各教科の指導法（情報通信技術
の活用を含む。）

社会・地歴科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ  
社会・地歴科教育法Ⅱ 2 ② 　Ⅱ  
社会・公民科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ  
社会・公民科教育法Ⅱ 2 ② 　　Ⅲ
社会科指導法演習Ⅰ ② 2 2 　　Ⅲ
社会科指導法演習Ⅱ ② 2 2 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得
単位数（中学校28，高等学校24） 本学における必要最低単位数 34 24 24

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目　△印：選択必修科目
（備考参照）

備考
1．「地誌学Ⅰ」「地誌学Ⅱ」のいずれか選択必修となります。
2．「哲学基礎」「社会倫理学」のいずれか選択必修となります。
3．上記の科目は，「社会科指導法演習Ⅰ」及び「社会科指導法演習Ⅱ」を除いてすべて「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。

教　
　

職

− 140 −− 140 −



（ ２）「教育の基礎的理解に関する科目等」
　中学校一種（社会）・高等学校一種（地理歴史・公民）
次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが
必要な事項

単位数
授業科目

単位数
配当年次

中 高 中 高

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10 10

教育原理 ② ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎 ② ② Ⅰ

教育に関する社会的，制
度的又は経営的事項（学
校と地域との連携及び学
校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程 教育心理学 ② ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論 ② ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法　

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10 8

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ

総合的な学習の時間の指
導法 総合的な学習の時間及び

特別活動の指導法 ② ② 　Ⅱ
特別活動の指導法

教育の方法及び技術 教育方法論（情報通信
技術を活用した教育の
理論及び方法を含む。）

② ② 　　Ⅲ情報通信技術を活用した
教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法 生徒指導及び進路指
導・キャリア教育の理
論と方法

② ② 　　Ⅲ進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談 ② ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5 3

中等教育実習事前事後指導 ① ① 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅰ ④ 4 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅱ 2 　　　Ⅳ

教職実践演習 2 2 教職実践演習（中・高） ② ② 　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 27 23 本学における必要最低単位数 29 25

○印：必修科目　△印：選択必修科目
備考
１ �．「教育実習」については，「中等教育実習Ⅰ」を修得すれば，中一種免・高一種免共通の単位として，また社会・
地理歴史・公民共通の単位として有効です。高一種免のみ取得希望の場合は「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育
実習Ⅱ」のいずれか選択必修となります。
２ �．「中等教育実習事前事後指導」は，「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」と同一年度に履修しなければな
りません。
３ �．「教職実践演習（中・高）」は，原則として「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」の単位を修得済みの者
に限って履修することができます。
４ �．「教職実践演習（中・高）」は，指定クラスに従って受講してください。
５� ．上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。

教　
　

職

− 141 −− 141 −



（ ３）「大学が独自に設定する科目」
　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：中学校 ４単位・高等学

校12単位）は，次の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものとして認められます。

①    （ 1 ）「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数（中学校

28単位・高等学校24単位）を超えて修得した単位数

②    （ 2 ）「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修

得した単位数

③　下表に示す科目の修得単位数

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

授業科目
単位数

配当年次
中 高

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

発達心理学 2 　Ⅱ
青少年問題 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育法規 2 　　ⅢⅣ
道徳教育の理論と方法 2 　Ⅱ
介護等体験の理論 1 　Ⅱ
介護等体験の実践 1 　　Ⅲ
学校経営と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ
学習指導と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ

備考
1．「青少年問題」及び「教育法規」は，他学科開放科目です。
2．「学校経営と学校図書館」及び「学習指導と学校図書館」は，学校図書館司書教諭課程の開講科目です。
3．上記の科目のうち「青少年問題」及び「教育法規」は，「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。

教　
　

職

− 142 −− 142 −



４ 　現代社会学科（2021年度入学生用）
（ １）「教科及び教科の指導法に関する科目」
　中学校一種（社会）・高等学校一種（地理歴史・公民）
次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分
各科目に含めることが必要な事項

授業科目
単　位　数

配当年次
中（社会） 高（地理歴史） 高（公民） 中社 高地歴 高公

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

日本史
・

外国史

日本史

歴史学Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
歴史学Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
日本社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
日本社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
地域社会史 2 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
民俗学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
民俗学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ

外 国 史

歴史学Ⅲ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
歴史学Ⅳ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会史原論 ② ② Ⅰ
アジア社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
アジア社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
ヨーロッパ社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
ヨーロッパ社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
宗教社会史 2 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅲ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅳ 2 2 　ⅡⅢⅣ

地 理 学
（地誌を
含む。）

人文地理
学・自然
地 理 学

地理学概論 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
人文地理学 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
自然地理学 2 ② ⅠⅡⅢⅣ 中学校は一般的包括的内容を含む科目に該当しない
文化人類学 2 2 　ⅡⅢⅣ

地 誌
地域社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ
地誌学Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
地誌学Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ

「法律学，
政治学」

「 法 律 学
（ 国 際 法
を含む。），
政治学（国
際政治を
含む。）」

わたしたちの社会と法 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
日本国憲法Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
日本国憲法Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
わたしたちの社会と政治 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
行政法 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会法 2 2 　ⅡⅢⅣ

「社会学，
経済学」

「社会学，
経 済 学
（国際経
済 を 含
む。）」

現代社会学基礎 ② ② Ⅰ
社会学原論 ② ② Ⅰ
理論社会学 2 2 　ⅡⅢ
社会集団・組織論 2 2 　ⅡⅢ
家族社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ
ジェンダー論 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会調査論Ⅰ 2 2 ⅠⅡ
社会調査論Ⅱ 2 2 　ⅡⅢ
社会調査論Ⅲ 2 2 　ⅡⅢ
社会統計学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢ
社会統計学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢ
経済学基礎 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
社会教育学 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅲ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅳ 2 2 　ⅡⅢⅣ

「 哲 学，
倫理学，
宗教学」

「 哲 学，
倫理学，
宗教学，
心理学」

哲学基礎 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会倫理学 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会心理学 2 　ⅡⅢ
宗教社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ

各教科の指導法（情報機器及び
教材の活用を含む。）

社会・地歴科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ  
社会・地歴科教育法Ⅱ 2 ② 　Ⅱ  
社会・公民科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ  
社会・公民科教育法Ⅱ 2 ② 　　Ⅲ
社会科指導法演習Ⅰ ② 2 2 　　Ⅲ
社会科指導法演習Ⅱ ② 2 2 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得
単位数（中学校28，高等学校24） 本学における必要最低単位数 34 24 24

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目　△印：選択必修科目
（備考参照）

備考
1．「地誌学Ⅰ」「地誌学Ⅱ」のいずれか選択必修となります。
2．「哲学基礎」「社会倫理学」のいずれか選択必修となります。
3．上記の科目は，「社会科指導法演習Ⅰ」及び「社会科指導法演習Ⅱ」を除いてすべて「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。

教　
　

職

− 143 −− 143 −



（ ２）「教育の基礎的理解に関する科目等」
　中学校一種（社会）・高等学校一種（地理歴史・公民）
次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが
必要な事項

単位数
授業科目

単位数
配当年次

中 高 中 高

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10 10

教育原理 ② ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎 ② ② Ⅰ

教育に関する社会的，制
度的又は経営的事項（学
校と地域との連携及び学
校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程 教育心理学 ② ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論 ② ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法　

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10 8

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ

総合的な学習の時間の指
導法 総合的な学習の時間及び

特別活動の指導法 ② ② 　Ⅱ
特別活動の指導法

教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を
含む。）

教育方法論 ② ② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導及び進路指
導・キャリア教育の理
論と方法

② ② 　　Ⅲ進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談 ② ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5 3

中等教育実習事前事後指導 ① ① 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅰ ④ 4 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅱ 2 　　　Ⅳ

教職実践演習 2 2 教職実践演習（中・高） ② ② 　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 27 23 本学における必要最低単位数 29 25

○印：必修科目　△印：選択必修科目
備考
１ �．「教育実習」については，「中等教育実習Ⅰ」を修得すれば，中一種免・高一種免共通の単位として，また社会・
地理歴史・公民共通の単位として有効です。高一種免のみ取得希望の場合は「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育
実習Ⅱ」のいずれか選択必修となります。
２ �．「中等教育実習事前事後指導」は，「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」と同一年度に履修しなければな
りません。
３ �．「教職実践演習（中・高）」は，原則として「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」の単位を修得済みの者
に限って履修することができます。
４ �．「教職実践演習（中・高）」は，指定クラスに従って受講してください。
５� ．上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
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（ ３）「大学が独自に設定する科目」
　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：中学校 ４単位・高等学

校12単位）は，次の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものとして認められます。

①    （ 1 ）「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数（中学校

28単位・高等学校24単位）を超えて修得した単位数

②    （ 2 ）「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修

得した単位数

③　下表に示す科目の修得単位数

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

授業科目
単位数

配当年次
中 高

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

発達心理学 2 　Ⅱ
青少年問題 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育法規 2 　　ⅢⅣ
道徳教育の理論と方法 2 　Ⅱ
介護等体験の理論 1 　Ⅱ
介護等体験の実践 1 　　Ⅲ
学校経営と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ
学習指導と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ

備考
1．「青少年問題」及び「教育法規」は，他学科開放科目です。
2．「学校経営と学校図書館」及び「学習指導と学校図書館」は，学校図書館司書教諭課程の開講科目です。
3．上記の科目のうち「青少年問題」及び「教育法規」は，「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。
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４ 　現代社会学科（2020・2019年度入学生用）
（ １）「教科及び教科の指導法に関する科目」
　中学校一種（社会）・高等学校一種（地理歴史・公民）
次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要科目区分 各科目に含めることが必要な事項 授業科目 単　位　数 配当年次中（社会） 高（地理歴史） 高（公民） 中社 高地歴 高公

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

日本史
・

外国史

日本史

歴史学Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
歴史学Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
日本社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
日本社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
地域社会史 2 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
民俗学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
民俗学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ

外 国 史

歴史学Ⅲ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
歴史学Ⅳ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会史原論 ② ② Ⅰ
アジア社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
アジア社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
ヨーロッパ社会史Ⅰ ② ② 　ⅡⅢⅣ
ヨーロッパ社会史Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
宗教社会史 2 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅲ 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会史特講Ⅳ 2 2 　ⅡⅢⅣ

地 理 学
（地誌を
含む。）

人文地理
学・自然
地 理 学

地理学概論 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
人文地理学 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
自然地理学 2 ② ⅠⅡⅢⅣ 中学校は一般的包括的内容を含む科目に該当しない
文化人類学 2 2 　ⅡⅢⅣ

地 誌
地域社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ
地誌学Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
地誌学Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ

「法律学，
政治学」

「 法 律 学
（ 国 際 法
を含む。），
政治学（国
際政治を
含む。）」

わたしたちの社会と法 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
日本国憲法Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
日本国憲法Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
わたしたちの社会と政治 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
行政法 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会法 2 2 　ⅡⅢⅣ

「社会学，
経済学」

「社会学，
経 済 学
（国際経
済 を 含
む。）」

現代社会学基礎 ② ② Ⅰ
社会学原論 ② ② Ⅰ
理論社会学 2 2 　ⅡⅢ
社会集団・組織論 2 2 　ⅡⅢ
家族社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ
ジェンダー論 2 2 　ⅡⅢⅣ
社会調査論Ⅰ 2 2 ⅠⅡ
社会調査論Ⅱ 2 2 　ⅡⅢ
社会調査論Ⅲ 2 2 　ⅡⅢ
社会統計学Ⅰ 2 2 　ⅡⅢ
社会統計学Ⅱ 2 2 　ⅡⅢ
経済学基礎 ② ② ⅠⅡⅢⅣ
社会教育学 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅰ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅱ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅲ 2 2 　ⅡⅢⅣ
現代社会学特講Ⅳ 2 2 　ⅡⅢⅣ

「 哲 学，
倫理学，
宗教学」

「 哲 学，
倫理学，
宗教学，
心理学」

哲学基礎 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会倫理学Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会倫理学Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
社会心理学 2 　ⅡⅢ
宗教社会学 2 2 　ⅡⅢⅣ

各教科の指導法（情報機器及び
教材の活用を含む。）

社会・地歴科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ  
社会・地歴科教育法Ⅱ 2 ② 　Ⅱ  
社会・公民科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ  
社会・公民科教育法Ⅱ 2 ② 　　Ⅲ
社会科指導法演習Ⅰ ② 2 2 　　Ⅲ
社会科指導法演習Ⅱ ② 2 2 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得
単位数（中学校28，高等学校24） 本学における必要最低単位数 34 24 24

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目　△印：選択必修科目
（備考参照）

備考
1．「地誌学Ⅰ」「地誌学Ⅱ」のいずれか選択必修となります。
2．「哲学基礎」「社会倫理学Ⅰ」「社会倫理学Ⅱ」のいずれか 1科目が選択必修となります。
3．上記の科目は，「社会科指導法演習Ⅰ」及び「社会科指導法演習Ⅱ」を除いてすべて「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。
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（ ２）「教育の基礎的理解に関する科目等」
　中学校一種（社会）・高等学校一種（地理歴史・公民）
次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが
必要な事項

単位数
授業科目

単位数
配当年次

中 高 中 高

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10 10

教育原理 ② ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎 ② ② Ⅰ

教育に関する社会的，制
度的又は経営的事項（学
校と地域との連携及び学
校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程 教育心理学 ② ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論 ② ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法　

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10 8

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ

総合的な学習の時間の指
導法 総合的な学習の時間及び

特別活動の指導法 ② ② 　Ⅱ
特別活動の指導法

教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を
含む。）

教育方法論 ② ② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導及び進路指
導・キャリア教育の理
論と方法

② ② 　　Ⅲ進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談 ② ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5 3

中等教育実習事前事後指導 ① ① 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅰ ④ 4 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅱ 2 　　　Ⅳ

教職実践演習 2 2 教職実践演習（中・高） ② ② 　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 27 23 本学における必要最低単位数 29 25

○印：必修科目　△印：選択必修科目
備考
１ �．「教育実習」については，「中等教育実習Ⅰ」を修得すれば，中一種免・高一種免共通の単位として，また社会・
地理歴史・公民共通の単位として有効です。高一種免のみ取得希望の場合は「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育
実習Ⅱ」のいずれか選択必修となります。
２ �．「中等教育実習事前事後指導」は，「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」と同一年度に履修しなければな
りません。
３ �．「教職実践演習（中・高）」は，原則として「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」の単位を修得済みの者
に限って履修することができます。
４ �．「教職実践演習（中・高）」は，指定クラスに従って受講してください。
５� ．上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
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（ ３）「大学が独自に設定する科目」
　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：中学校 ４単位・高等学

校12単位）は，次の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものとして認められます。

①    （ 1 ）「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数（中学校

28単位・高等学校24単位）を超えて修得した単位数

②    （ 2 ）「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修

得した単位数

③　下表に示す科目の修得単位数

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

授業科目
単位数

配当年次
中 高

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

発達心理学 2 　Ⅱ
青少年問題 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育法規 2 　　ⅢⅣ
道徳教育の理論と方法 2 　Ⅱ
介護等体験の理論 1 　Ⅱ
介護等体験の実践 1 　　Ⅲ
学校経営と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ
学習指導と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ

備考
1．「青少年問題」及び「教育法規」は，他学科開放科目です。
2．「学校経営と学校図書館」及び「学習指導と学校図書館」は，学校図書館司書教諭課程の開講科目です。
3．上記の科目のうち「青少年問題」及び「教育法規」は，「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。
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５ 　人間生活学科（2022年度入学生用）
（ １）「教科及び教科の指導法に関する科目」
①　中学校・高等学校一種（家庭）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分
各科目に含めることが必要な事項 単位数

授業科目
単位数

配当年次
中 高 中 高 中 高

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

家庭経営学
（家族関係学及び家庭経済学を含む。）

１
以
上

１
以
上

生活経営学 ② ② Ⅰ
現代経営学 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
家族関係学 ② ② 　ⅡⅢ
生活経済学 ② ② 　ⅡⅢⅣ
現代経済学 2 2 　　　Ⅳ
消費生活論 2 2 ⅠⅡⅢⅣ

被服学
（被服製作実習を含む。）

１
以
上

１
以
上

被服実習基礎Ⅰ ① ① 　Ⅱ
被服実習基礎Ⅱ ① ① 　Ⅱ
被服実習発展Ⅰ 1 1 　　Ⅲ
被服実習発展Ⅱ 1 1 　　Ⅲ
被服実習発展Ⅲ 1 1 　　ⅢⅣ
被服学Ⅰ ② ② Ⅰ
被服学Ⅱ 2 2 　　ⅢⅣ
衣料学 2 2 　ⅡⅢ

食物学
（栄養学，食品学及び調理実習を含む。）

１
以
上

１
以
上

栄養学 ② ② 　ⅡⅢ
食品学 ② ② 　　ⅢⅣ
調理学 2 2 Ⅰ
調理実習基礎Ⅰ ① ① 　Ⅱ
調理実習基礎Ⅱ ① ① 　Ⅱ
調理実習発展Ⅰ 1 1 　　Ⅲ
調理実習発展Ⅱ 1 1 　　Ⅲ

住居学 住居学
（製図を含む。）

１
以
上

１
以
上

住居計画学Ⅰ ① ① 　　ⅢⅣ 製図を含む
住居計画学Ⅱ ① ① 　　ⅢⅣ 製図を含む
住居学 2 2 　ⅡⅢ

保育学
（実習を含む。）

保育学
（実習及び家庭看護を含む。）

１
以
上

１
以
上

保育学 ② ② 　ⅡⅢ 実習を含む
家庭看護学 ② 　ⅡⅢⅣ

家庭電気・機械
及び情報処理

１
以
上

家庭機械及び家庭電気 ② 　　ⅢⅣ
生活情報処理 ② ⅠⅡⅢⅣ

各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）

８
以
上

４
以
上

家庭科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ
家庭科教育法Ⅱ ② 2 　　Ⅲ
家庭科指導法演習Ⅰ ② ② 　　Ⅲ
家庭科指導法演習Ⅱ ② 2 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得単
位数 28 24 本学における必要最低単位数 28 30

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目
備考
１．特別の事情のない限り，中一種免（家庭）・高一種免（家庭）の両方を取得してください。
２ �．上記の科目は，「家庭科指導法演習Ⅰ」及び「家庭科指導法演習Ⅱ」を除いてすべて「履修科目登録単位の上限」
の対象科目です。
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　　　②　高等学校一種（福祉）
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

社会福祉学
（職業指導を含む。） １以上

社会福祉学Ⅰ ② Ⅰ
社会福祉学Ⅱ ② ⅠⅡ 職業指導を含む
社会保障論Ⅰ ② 　　ⅢⅣ
社会保障論Ⅱ 2 　　ⅢⅣ
地域福祉論Ⅰ 2 　　ⅢⅣ
地域福祉論Ⅱ 2 　　ⅢⅣ
公的扶助論 2 　ⅡⅢⅣ

高齢者福祉，児童福祉及び
障害者福祉 １以上

高齢者福祉論 ② Ⅰ
児童家庭福祉論 ② ⅠⅡ
児童の生活と福祉 2 　ⅡⅢⅣ
障害者福祉論 ② 　Ⅱ

社会福祉援助技術 １以上

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ ② Ⅰ
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ ② 　Ⅱ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2 　Ⅱ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 2 　　Ⅲ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ 2 　　Ⅲ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ 2 　　　Ⅳ

介護理論及び介護技術 １以上 介護理論及び介護技術 ② 　ⅡⅢ
社会福祉総合実習
（社会福祉援助実習及び社会
福祉施設等における介護実習
を含む。）

１以上 社会福祉総合実習 ② 　　Ⅲ

人体構造及び日常生活行動に
関する理解 １以上 こころとからだの理解Ⅰ ② Ⅰ

加齢及び障害に関する理解 １以上 こころとからだの理解Ⅱ ② 　Ⅱ
各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。） 4以上

福祉科教育法Ⅰ ② 　Ⅱ
福祉科教育法Ⅱ ② 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得
単位数 24 本学における必要最低単位数 28

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目
備考
　　上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。
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（ 2）「教育の基礎的理解に関する科目等」
中学校一種（家庭）・高等学校一種（家庭・福祉）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが
必要な事項

単位数
授業科目

単位数
配当年次

中 高 中 高

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10 10

教育原理 ② ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎 ② ② Ⅰ

教育に関する社会的，制
度的又は経営的事項（学
校と地域との連携及び学
校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程 教育心理学 ② ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論 ② ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法　

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10 8

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ

総合的な学習の時間の指
導法 総合的な学習の時間及び

特別活動の指導法 ② ② 　Ⅱ
特別活動の指導法

教育の方法及び技術 教育方法論（情報通信
技術を活用した教育の
理論及び方法を含む。）

② ② 　　Ⅲ情報通信技術を活用した
教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法 生徒指導及び進路指
導・キャリア教育の理
論と方法

② ② 　　Ⅲ進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談 ② ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5 3

中等教育実習事前事後指導 ① ① 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅰ ④ 4 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅱ 2 　　　Ⅳ

教職実践演習 2 2 教職実践演習（中・高） ② ② 　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 27 23 本学における必要最低単位数 29 25

○印：必修科目　△印：選択必修科目
備考
１ �．「教育実習」については，「中等教育実習Ⅰ」を履修すれば，中一種免・高一種免の共通の単位として，また家庭・
福祉の共通の単位として有効です。高一種免のみ取得希望の場合は「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」
のいずれか選択必修となります。
２ �．「中等教育実習事前事後指導」は，「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」と同一年度に履修しなければな
りません。
３ �．「教職実践演習（中・高）」は，原則として「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」の単位を修得済みの者
に限って履修することができます。
４ �．「教職実践演習（中・高）」は，指定クラスに従って受講してください。
５� ．上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
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（ ３）「大学が独自に設定する科目」
　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：中学校 ４単位・高等学

校12単位）は，次の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものとして認められます。

①    （ 1 ）「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数（中学校

28単位・高等学校24単位）を超えて修得した単位数

②    （ 2 ）「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修

得した単位数

③　下表に示す科目の修得単位数

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

授業科目
単位数

配当年次
中 高

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

発達心理学 2 　ⅡⅢⅣ
青少年問題 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育法規 2 　　ⅢⅣ
道徳教育の理論と方法 2 　Ⅱ
介護等体験の理論 1 　Ⅱ
介護等体験の実践 1 　　Ⅲ
学校経営と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ
学習指導と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ

備考
1� ．「青少年問題」及び「教育法規」は，他学科開放科目です。またこの ２科目以外は，「履修科目登録単位の
上限」の対象としない科目です。
2．「学校経営と学校図書館」及び「学習指導と学校図書館」は，学校図書館司書教諭課程の開講科目です。
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５ 　人間生活学科（2021年度入学生用）
（ １）「教科及び教科の指導法に関する科目」
①　中学校・高等学校一種（家庭）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分
各科目に含めることが必要な事項 単位数

授業科目
単位数

配当年次
中 高 中 高 中 高

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

家庭経営学
（家族関係学及び家庭経済学を含む。）

１
以
上

１
以
上

生活経営学 ② ② Ⅰ
現代経営学 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
家族関係学 ② ② 　ⅡⅢ
生活経済学 ② ② 　ⅡⅢⅣ
現代経済学 2 2 　　　Ⅳ
消費生活論 2 2 ⅠⅡⅢⅣ

被服学
（被服製作実習を含む。）

１
以
上

１
以
上

被服実習基礎Ⅰ ① ① 　Ⅱ
被服実習基礎Ⅱ ① ① 　Ⅱ
被服実習発展Ⅰ 1 1 　　Ⅲ
被服実習発展Ⅱ 1 1 　　Ⅲ
被服実習発展Ⅲ 1 1 　　ⅢⅣ
被服学Ⅰ ② ② Ⅰ
被服学Ⅱ 2 2 　　ⅢⅣ
衣料学 2 2 　ⅡⅢ

食物学
（栄養学，食品学及び調理実習を含む。）

１
以
上

１
以
上

栄養学 ② ② 　ⅡⅢ
食品学 ② ② 　　ⅢⅣ
調理学 2 2 Ⅰ
調理実習基礎Ⅰ ① ① 　Ⅱ
調理実習基礎Ⅱ ① ① 　Ⅱ
調理実習発展Ⅰ 1 1 　　Ⅲ
調理実習発展Ⅱ 1 1 　　Ⅲ

住居学 住居学
（製図を含む。）

１
以
上

１
以
上

住居計画学Ⅰ ① ① 　　ⅢⅣ 製図を含む
住居計画学Ⅱ ① ① 　　ⅢⅣ 製図を含む
住居学 2 2 　ⅡⅢ

保育学
（実習を含む。）

保育学
（実習及び家庭看護を含む。）

１
以
上

１
以
上

保育学 ② ② 　ⅡⅢ 実習を含む
家庭看護学 ② 　ⅡⅢⅣ

家庭電気・機械
及び情報処理

１
以
上

家庭機械及び家庭電気 ② 　　ⅢⅣ
生活情報処理 ② ⅠⅡⅢⅣ

各教科の指導法（情報機器及び教材
の活用を含む。）

８
以
上

４
以
上

家庭科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ
家庭科教育法Ⅱ ② 2 　　Ⅲ
家庭科指導法演習Ⅰ ② ② 　　Ⅲ
家庭科指導法演習Ⅱ ② 2 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得単
位数 28 24 本学における必要最低単位数 28 30

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目
備考
１．特別の事情のない限り，中一種免（家庭）・高一種免（家庭）の両方を取得してください。
２ �．上記の科目は，「家庭科指導法演習Ⅰ」及び「家庭科指導法演習Ⅱ」を除いてすべて「履修科目登録単位の上限」
の対象科目です。
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　　　②　高等学校一種（福祉）
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

社会福祉学
（職業指導を含む。） １以上

社会福祉学Ⅰ ② Ⅰ
社会福祉学Ⅱ ② ⅠⅡ 職業指導を含む
社会保障論Ⅰ ② 　　ⅢⅣ
社会保障論Ⅱ 2 　　ⅢⅣ
地域福祉論Ⅰ 2 　　ⅢⅣ
地域福祉論Ⅱ 2 　　ⅢⅣ
公的扶助論 2 　ⅡⅢⅣ

高齢者福祉，児童福祉及び
障害者福祉 １以上

高齢者福祉論 ② Ⅰ
児童家庭福祉論 ② ⅠⅡ
児童の生活と福祉 2 　ⅡⅢⅣ
障害者福祉論 ② 　Ⅱ

社会福祉援助技術 １以上

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ ② Ⅰ
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ ② 　Ⅱ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2 　Ⅱ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 2 　　Ⅲ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ 2 　　Ⅲ
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ 2 　　　Ⅳ

介護理論及び介護技術 １以上 介護理論及び介護技術 ② 　ⅡⅢ
社会福祉総合実習
（社会福祉援助実習及び社会
福祉施設等における介護実習
を含む。）

１以上 社会福祉総合実習 ② 　　Ⅲ

人体構造及び日常生活行動に
関する理解 １以上 こころとからだの理解Ⅰ ② Ⅰ

加齢及び障害に関する理解 １以上 こころとからだの理解Ⅱ ② 　Ⅱ
各教科の指導法（情報機器及び教
材の活用を含む。） 4以上

福祉科教育法Ⅰ ② 　Ⅱ
福祉科教育法Ⅱ ② 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得
単位数 24 本学における必要最低単位数 28

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目
備考
　　上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。
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（ 2）「教育の基礎的理解に関する科目等」
中学校一種（家庭）・高等学校一種（家庭・福祉）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが
必要な事項

単位数
授業科目

単位数
配当年次

中 高 中 高

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10 10

教育原理 ② ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎 ② ② Ⅰ

教育に関する社会的，制
度的又は経営的事項（学
校と地域との連携及び学
校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程 教育心理学 ② ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論 ② ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法　

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10 8

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ

総合的な学習の時間の指
導法 総合的な学習の時間及び

特別活動の指導法 ② ② 　Ⅱ
特別活動の指導法

教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を
含む。）

教育方法論 ② ② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導及び進路指
導・キャリア教育の理
論と方法

② ② 　　Ⅲ進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談 ② ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5 3

中等教育実習事前事後指導 ① ① 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅰ ④ 4 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅱ 2 　　　Ⅳ

教職実践演習 2 2 教職実践演習（中・高） ② ② 　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 27 23 本学における必要最低単位数 29 25

○印：必修科目　△印：選択必修科目
備考
１ �．「教育実習」については，「中等教育実習Ⅰ」を履修すれば，中一種免・高一種免の共通の単位として，また家庭・
福祉の共通の単位として有効です。高一種免のみ取得希望の場合は「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」
のいずれか選択必修となります。
２ �．「中等教育実習事前事後指導」は，「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」と同一年度に履修しなければな
りません。
３ �．「教職実践演習（中・高）」は，原則として「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」の単位を修得済みの者
に限って履修することができます。
４ �．「教職実践演習（中・高）」は，指定クラスに従って受講してください。
５� ．上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
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（ ３）「大学が独自に設定する科目」
　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：中学校 ４単位・高等学

校12単位）は，次の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものとして認められます。

①    （ 1 ）「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数（中学校

28単位・高等学校24単位）を超えて修得した単位数

②    （ 2 ）「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修

得した単位数

③　下表に示す科目の修得単位数

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

授業科目
単位数

配当年次
中 高

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

発達心理学 2 　ⅡⅢⅣ
青少年問題 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育法規 2 　　ⅢⅣ
道徳教育の理論と方法 2 　Ⅱ
介護等体験の理論 1 　Ⅱ
介護等体験の実践 1 　　Ⅲ
学校経営と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ
学習指導と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ

備考
1� ．「青少年問題」及び「教育法規」は，他学科開放科目です。またこの ２科目以外は，「履修科目登録単位の
上限」の対象としない科目です。
2．「学校経営と学校図書館」及び「学習指導と学校図書館」は，学校図書館司書教諭課程の開講科目です。
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５ 　人間生活学科（2020・2019年度入学生用）
（ １）「教科及び教科の指導法に関する科目」
①　中学校・高等学校一種（家庭）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分
各科目に含めることが必要な事項 単位数

授業科目
単位数

配当年次
中 高 中 高 中 高

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

家庭経営学
（家族関係学及び家庭経済学を含む。）

１
以
上

１
以
上

生活経営学 ② ② ⅠⅡ
現代経営学 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
家族関係学 ② ② 　ⅡⅢ
生活経済学 ② ② 　ⅡⅢⅣ
現代経済学 2 2 　ⅡⅢⅣ
消費者商品学 2 2 ⅠⅡⅢⅣ

被服学
（被服製作実習を含む。）

１
以
上

１
以
上

被服構成及び実習Ⅰ ② ② 　Ⅱ
被服構成及び実習Ⅱ 2 2 　　Ⅲ
被服構成及び実習Ⅲ 2 2 　　ⅢⅣ
被服学Ⅰ ② ② ⅠⅡ
被服学Ⅱ 2 2 　　ⅢⅣ
衣料学 2 2 　ⅡⅢ

食物学
（栄養学，食品学及び調理実習を含む。）

１
以
上

１
以
上

栄養学 ② ② 　ⅡⅢ
食品学 ② ② 　　ⅢⅣ
調理学 2 2 ⅠⅡ
調理実習Ⅰ ② ② 　Ⅱ
調理実習Ⅱ 2 2 　　Ⅲ

住居学 住居学
（製図を含む。）

１
以
上

１
以
上

住居計画学 ② ② 　　ⅢⅣ 製図を含む
住居学 2 2 　ⅡⅢ

保育学
（実習を含む。）

保育学
（実習及び家庭看護を含む。）

１
以
上

１
以
上

保育学 ② ② 　ⅡⅢ 実習を含む
家庭看護学 ② 　ⅡⅢⅣ

家庭電気・機械
及び情報処理

１
以
上

家庭機械及び家庭電気 ② 　　ⅢⅣ
生活情報処理 ② ⅠⅡⅢⅣ

各教科の指導法（情報機器及び教材
の活用を含む。）

８
以
上

４
以
上

家庭科教育法Ⅰ ② ② 　Ⅱ
家庭科教育法Ⅱ ② 2 　　Ⅲ
家庭科指導法演習Ⅰ ② ② 　　Ⅲ
家庭科指導法演習Ⅱ ② 2 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得単
位数 28 24 本学における必要最低単位数 28 30

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目
備考
１．特別の事情のない限り，中一種免（家庭）・高一種免（家庭）の両方を取得してください。
２ �．上記の科目は，「家庭科指導法演習Ⅰ」及び「家庭科指導法演習Ⅱ」を除いてすべて「履修科目登録単位の上限」
の対象科目です。
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　　　②　高等学校一種（福祉）
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目区分 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教　

科　

及　

び　

教　

科　

の　

指　

導　

法　

に　

関　

す　

る　

科　

目

教　

科　

に　

関　

す　

る　

専　

門　

的　

事　

項

社会福祉学
（職業指導を含む。） １以上

社会福祉学Ⅰ ② ⅠⅡ
社会福祉学Ⅱ ② ⅠⅡ 職業指導を含む
社会保障論Ⅰ ② 　　ⅢⅣ
社会保障論Ⅱ 2 　　ⅢⅣ
地域福祉論Ⅰ 2 　　ⅢⅣ
地域福祉論Ⅱ 2 　　ⅢⅣ
公的扶助論 2 　ⅡⅢⅣ

高齢者福祉，児童福祉及び
障害者福祉 １以上

高齢者福祉論Ⅰ ② ⅠⅡ
高齢者福祉論Ⅱ 2 　Ⅱ
児童福祉論 ② ⅠⅡ
児童の生活と福祉 2 　ⅡⅢⅣ
障害者福祉論 ② 　Ⅱ

社会福祉援助技術 １以上

社会福祉援助技術論Ⅰ ② Ⅰ
社会福祉援助技術論Ⅱ ② 　Ⅱ
社会福祉援助技術論Ⅲ 2 　Ⅱ
社会福祉援助技術論Ⅳ 2 　　Ⅲ
社会福祉援助技術論Ⅴ 2 　　Ⅲ
社会福祉援助技術論Ⅵ 2 　　　Ⅳ

介護理論及び介護技術 １以上 介護理論及び介護技術 ② 　ⅡⅢ
社会福祉総合実習
（社会福祉援助実習及び社会
福祉施設等における介護実習
を含む。）

１以上 社会福祉総合実習 ② 　　Ⅲ

人体構造及び日常生活行動に
関する理解 １以上 こころとからだの理解Ⅰ ② Ⅰ

加齢及び障害に関する理解 １以上 こころとからだの理解Ⅱ ② 　Ⅱ
各教科の指導法（情報機器及び教
材の活用を含む。） 4以上

福祉科教育法Ⅰ ② 　Ⅱ
福祉科教育法Ⅱ ② 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得
単位数 24 本学における必要最低単位数 28

のある授業科目：一般的包括的内容を含む科目，○印：必修科目
備考
　　上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象科目です。
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（ 2）「教育の基礎的理解に関する科目等」
中学校一種（家庭）・高等学校一種（家庭・福祉）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが
必要な事項

単位数
授業科目

単位数
配当年次

中 高 中 高

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10 10

教育原理 ② ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎 ② ② Ⅰ

教育に関する社会的，制
度的又は経営的事項（学
校と地域との連携及び学
校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程 教育心理学 ② ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論 ② ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法　

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10 8

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ

総合的な学習の時間の指
導法 総合的な学習の時間及び

特別活動の指導法 ② ② 　Ⅱ
特別活動の指導法

教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を
含む。）

教育方法論 ② ② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導及び進路指
導・キャリア教育の理
論と方法

② ② 　　Ⅲ進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談 ② ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5 3

中等教育実習事前事後指導 ① ① 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅰ ④ 4 　　　Ⅳ

中等教育実習Ⅱ 2 　　　Ⅳ
教職実践演習 2 2 教職実践演習（中・高） ② ② 　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 27 23 本学における必要最低単位数 29 25

○印：必修科目　△印：選択必修科目
備考
１ �．「教育実習」については，「中等教育実習Ⅰ」を履修すれば，中一種免・高一種免の共通の単位として，また家庭・
福祉の共通の単位として有効です。高一種免のみ取得希望の場合は「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」
のいずれか選択必修となります。
２ �．「中等教育実習事前事後指導」は，「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」と同一年度に履修しなければな
りません。
３ �．「教職実践演習（中・高）」は，原則として「中等教育実習Ⅰ」又は「中等教育実習Ⅱ」の単位を修得済みの者
に限って履修することができます。
４ �．「教職実践演習（中・高）」は，指定クラスに従って受講してください。
５� ．上記の科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
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（ ３）「大学が独自に設定する科目」
　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：中学校 ４単位・高等学

校12単位）は，次の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものとして認められます。

①    （ 1 ）「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数（中学校

28単位・高等学校24単位）を超えて修得した単位数

①    （ 2 ）「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修

得した単位数

③　下表に示す科目の修得単位数

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

授業科目
単位数

配当年次
中 高

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

発達心理学 2 　ⅡⅢⅣ
青少年問題 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育法規 2 　　ⅢⅣ
道徳教育の理論と方法 2 　Ⅱ
介護等体験の理論 1 　Ⅱ
介護等体験の実践 1 　　Ⅲ
学校経営と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ
学習指導と学校図書館 2 　ⅡⅢⅣ

備考
1� ．「青少年問題」及び「教育法規」は，他学科開放科目です。またこの ２科目以外は，「履修科目登録単位の
上限」の対象としない科目です。
2．「学校経営と学校図書館」及び「学習指導と学校図書館」は，学校図書館司書教諭課程の開講科目です。
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６ 　児童学科（2022年度入学生用）
（ １）幼稚園一種
①　「領域及び保育内容の指導法に関する科目」

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

 （ア）領域に関する専門的事項

 （イ）保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

領
域
に
関
す
る

専
門
的
事
項

健　　　康 子どもと健康 ① 　Ⅱ
人 間 関 係 子どもと人間関係 ① 　　Ⅲ
環　　　境 子どもと環境 ① 　　Ⅲ
言　　　葉 子どもと言葉 ① 　　Ⅲ
表　　　現 子どもと表現 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 6
○印：必修科目

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目区分 授業科目 単位数 配当年次

保育内容の指導法
（�情報機器及び教材の活
用を含む。）

健康の指導法 ② 　Ⅱ
人間関係の指導法 ② 　　Ⅲ
環境の指導法 ② 　Ⅱ
言葉の指導法 ② 　Ⅱ
音楽表現の指導法 ② 　Ⅱ
造形表現の指導法 ② 　　Ⅲ
身体表現の指導法 ② 　Ⅱ
本学における必要最低単位数 14

○印：必修科目
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②　「教育の基礎的理解に関する科目等」
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

③　「大学が独自に設定する科目」
　　　　�　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：幼稚園14単位）は，次

の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものと認められます。

①　「領域及び保育内容の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて

修得した単位数

②　「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得し

た単位数

　　　  ③　下表に示す選択科目の単位数

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10

教育原理＊ ② Ⅰ
教育思想史＊ 2 　　　Ⅳ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎論＊ ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

学校経営論＊ ② 　　ⅢⅣ
教育法規＊ 2 　　ⅢⅣ
家庭教育＊ 2 　　　Ⅳ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程

教育・学校心理学＊ ② 　ⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅰ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
青少年問題＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論＊ ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程の理論と方法 ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を
含む。）

4

指導法の理論と方法 ② 　Ⅱ

幼児理解の理論及び方法

幼児理解及び教育相談の
理論と方法 ② 　Ⅱ カウンセリングを含む教育相談（カウンセリン

グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方
法

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5
初等教育実習事前事後指導＊ ① 　　Ⅲ
初等教育実習＊ ④ 　　Ⅲ

教職実践演習 2 教職実践演習（幼・小）＊ ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低
修得単位数 21 本学における必要最低単位数 23

○印：必修科目　＊：小学校一種免と共通開設
備考
１ �．上記科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
２ �．＊印の付いている科目は，幼一種免・小一種免に共通開設のため，小学校の免許状取得に必要な単位とし
て使用できます。
３ �．「初等教育実習事前事後指導」及び「初等教育実習」は，同一年度に履修しなければなりません。
４ �．「教職実践演習（幼・小）」は，原則として「初等教育実習」の単位を修得済みの者に限って履修すること
ができます。

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　要

授業科目 単位数 配当年次
大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 Ⅰ

教　
　

職
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（ 2）小学校一種
①　「教科及び教科の指導法に関する科目」

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

 （イ）各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通

信
技
術
の
活
用
を
含
む
。）　

国　　　語
（書写を含む。） 国語科指導法 ② 　Ⅱ

社　　　会 社会科指導法 ② 　　Ⅲ
算　　　数 算数科指導法 ② 　Ⅱ
理　　　科 理科指導法 ② 　　Ⅲ
生　　　活 生活科指導法 ② 　Ⅱ
音　　　楽 音楽科指導法 ② 　　Ⅲ
図 画 工 作 図画工作科指導法 ② 　　Ⅲ
家　　　庭 家庭科指導法 ② 　　Ⅲ
体　　　育 体育科指導法 ② 　　Ⅲ
外　国　語 小学校英語科指導法 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 20

○印：必修科目

 （ア）教科に関する専門的事項

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国　　　語
（書写を含む。）

国語Ⅰ ② 　Ⅱ 書写を含む
国語Ⅱ 2 　　　Ⅳ
書道 2 　　ⅢⅣ

社　　　会 社会 2 　Ⅱ
算　　　数 算数 ② 　Ⅱ
理　　　科 理科 2 　Ⅱ
生　　　活 生活 2 Ⅰ

音　　　楽
音楽Ⅰ 2 　Ⅱ
音楽Ⅱ 2 　Ⅱ

図 画 工 作 造形Ⅱ 2 　Ⅱ
家　　　庭 家庭 2 　Ⅱ
体　　　育 体育 2 　Ⅱ
外　国　語 小学校英語 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 10

○印：必修科目

必修 6単位修得を
含めて合計10単位
以上修得

教　
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②　「教育の基礎的理解に関する科目等」
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

③　「大学が独自に設定する科目」
　　　　�　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：小学校 2単位）は，次

の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものと認められます。
①　「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得
した単位数

②　「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得し
た単位数

　　　  ③　下表に示す選択科目の単位数

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10

教育原理＊ ② Ⅰ
教育思想史＊ 2 　　　Ⅳ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎論＊ ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

学校経営論＊ ② 　　ⅢⅣ
教育法規＊ 2 　　ⅢⅣ
家庭教育＊ 2 　　　Ⅳ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程

教育・学校心理学＊ ② 　ⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅰ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
青少年問題＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ

特別の支援を必要とする幼児，
児童及び生徒に対する理解 特別支援教育基礎論＊ ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ
総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の時間の指導法 ② 　　Ⅲ
特別活動の指導法 特別活動の指導法 ② 　　Ⅲ
教育の方法及び技術 教育方法論 ① 　　Ⅲ
情報通信技術を活用した
教育の理論及び方法

情報通信技術を活用した
教育の理論及び方法 ① 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導の理論と方法 ② 　　Ⅲ
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談及び進路指導・
キャリア教育の理論と方
法

② 　　　Ⅳ
進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5 初等教育実習事前事後指導＊ ① 　　Ⅲ
初等教育実習＊ ④ 　　Ⅲ

教職実践演習 2 教職実践演習（幼・小）＊ ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低
修得単位数 27 本学における必要最低単位数 31

○印：必修科目　＊：幼稚園一種免と共通開設
備考
１ �．上記科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
２ �．＊印の付いている科目は，幼一種免・小一種免に共通開設のため，幼稚園の免許状取得に必要な単位とし
て使用できます。
３ �．「初等教育実習事前事後指導」及び「初等教育実習」は，同一年度に履修しなければなりません。
４ �．「教職実践演習（幼・小）」は，原則として「初等教育実習」の単位を修得済みの者に限って履修すること
ができます。

免許法施行規則に定める科目区分
左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
授業科目 単位数 配当年次

大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 Ⅰ

教　
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（ 3）特別支援学校一種
「特別支援教育に関する科目」
  （知的障害者に関する教育の領域）
  （肢体不自由者に関する教育の領域）
  （病弱者に関する教育の領域）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分 単 位 数
左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
授業科目 単位数 配当年次

特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 特別支援教育総論 ② Ⅰ

特別支援
教育領域
に関する
科目

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

16

知的障害児の心理・生理・病理
肢体不自由児の心理・生理・病理
病弱児の心理・生理・病理

②
②
②

　Ⅱ
　Ⅱ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育
肢体不自由児教育
病弱児教育

②
②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ
　　Ⅲ

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目
・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育総論
肢体不自由児教育総論

②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ

免許状に定
められるこ
ととなる特
別支援教育
領域以外の
領域に関す
る科目

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目
・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

5

重複障害児教育総論
視覚障害児教育総論
聴覚障害児教育総論
ＬＤ児等教育総論

①
①
①
②

　　　Ⅳ
　　Ⅲ
　　Ⅲ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，児童又
は生徒についての教育実習 3

特別支援教育実習事前事後指導
特別支援教育実習

①
②

　　　Ⅳ
　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 26 本学における必要最低単位数 26

○印：必修科目

教　
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６ 　児童学科（2021年度入学生用）
（ １）幼稚園一種
①　「領域及び保育内容の指導法に関する科目」

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

 （ア）領域に関する専門的事項

 （イ）保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

領
域
に
関
す
る

専
門
的
事
項

健　　　康 子どもと健康 ① 　Ⅱ
人 間 関 係 子どもと人間関係 ① 　　Ⅲ
環　　　境 子どもと環境 ① 　　Ⅲ
言　　　葉 子どもと言葉 ① 　　Ⅲ
表　　　現 子どもと表現 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 6
○印：必修科目

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目区分 授業科目 単位数 配当年次

保育内容の指導法
（�情報機器及び教材の活
用を含む。）

健康の指導法 ② 　Ⅱ
人間関係の指導法 ② 　　Ⅲ
環境の指導法 ② 　Ⅱ
言葉の指導法 ② 　Ⅱ
音楽表現の指導法 ② 　Ⅱ
造形表現の指導法 ② 　　Ⅲ
身体表現の指導法 ② 　Ⅱ
本学における必要最低単位数 14

○印：必修科目

教　
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②　「教育の基礎的理解に関する科目等」
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

③　「大学が独自に設定する科目」
　　　　�　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：幼稚園14単位）は，次

の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものと認められます。

①　「領域及び保育内容の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて

修得した単位数

②　「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得し

た単位数

　　　  ③　下表に示す選択科目の単位数

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10

教育原理＊ ② Ⅰ
教育思想史＊ 2 　　　Ⅳ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎論＊ ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

学校経営論＊ ② 　　ⅢⅣ
教育法規＊ 2 　　ⅢⅣ
家庭教育＊ 2 　　　Ⅳ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程

教育・学校心理学＊ ② 　ⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅰ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
青少年問題＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論＊ ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程の理論と方法 ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を
含む。）

4

指導法の理論と方法 ② 　Ⅱ

幼児理解の理論及び方法

幼児理解及び教育相談の
理論と方法 ② 　Ⅱ カウンセリングを含む教育相談（カウンセリン

グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方
法

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5
初等教育実習事前事後指導＊ ① 　　Ⅲ
初等教育実習＊ ④ 　　Ⅲ

教職実践演習 2 教職実践演習（幼・小）＊ ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低
修得単位数 21 本学における必要最低単位数 23

○印：必修科目　＊：小学校一種免と共通開設
備考
１ �．上記科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
２ �．＊印の付いている科目は，幼一種免・小一種免に共通開設のため，小学校の免許状取得に必要な単位とし
て使用できます。
３ �．「初等教育実習事前事後指導」及び「初等教育実習」は，同一年度に履修しなければなりません。
４ �．「教職実践演習（幼・小）」は，原則として「初等教育実習」の単位を修得済みの者に限って履修すること
ができます。

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　要

授業科目 単位数 配当年次
大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 Ⅰ

教　
　

職

− 167 −− 167 −



（ 2）小学校一種
①　「教科及び教科の指導法に関する科目」

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

 （イ）各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器

及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。）　

国　　　語
（書写を含む。） 国語科指導法 ② 　Ⅱ

社　　　会 社会科指導法 ② 　　Ⅲ
算　　　数 算数科指導法 ② 　Ⅱ
理　　　科 理科指導法 ② 　　Ⅲ
生　　　活 生活科指導法 ② 　Ⅱ
音　　　楽 音楽科指導法 ② 　　Ⅲ
図 画 工 作 図画工作科指導法 ② 　　Ⅲ
家　　　庭 家庭科指導法 ② 　　Ⅲ
体　　　育 体育科指導法 ② 　　Ⅲ
外　国　語 小学校英語科指導法 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 20

○印：必修科目

 （ア）教科に関する専門的事項

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国　　　語
（書写を含む。）

国語Ⅰ ② 　Ⅱ 書写を含む
国語Ⅱ 2 　　　Ⅳ
書道 2 　　ⅢⅣ

社　　　会 社会 2 　Ⅱ
算　　　数 算数 ② 　Ⅱ
理　　　科 理科 2 　Ⅱ
生　　　活 生活 2 Ⅰ

音　　　楽
音楽Ⅰ 2 　Ⅱ
音楽Ⅱ 2 　Ⅱ

図 画 工 作
造形Ⅰ 2 　Ⅱ
造形Ⅱ 2 　Ⅱ

家　　　庭 家庭 2 　Ⅱ
体　　　育 体育 2 　Ⅱ
外　国　語 小学校英語 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 10

○印：必修科目

必修 6単位修得を
含めて合計10単位
以上修得

教　
　

職

− 168 −− 168 −



②　「教育の基礎的理解に関する科目等」
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

③　「大学が独自に設定する科目」
　　　　�　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：小学校 2単位）は，次

の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものと認められます。
①　「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得
した単位数

②　「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得し
た単位数

　　　  ③　下表に示す選択科目の単位数

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10

教育原理＊ ② Ⅰ
教育思想史＊ 2 　　　Ⅳ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎論＊ ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

学校経営論＊ ② 　　ⅢⅣ
教育法規＊ 2 　　ⅢⅣ
家庭教育＊ 2 　　　Ⅳ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程

教育・学校心理学＊ ② 　ⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅰ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
青少年問題＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ

特別の支援を必要とする幼児，
児童及び生徒に対する理解 特別支援教育基礎論＊ ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ
総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の時間の指導法 ② 　　Ⅲ
特別活動の指導法 特別活動の指導法 ② 　　Ⅲ
教育の方法及び技術（情報機
器及び教材の活用を含む。） 教育方法論 ② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導の理論と方法 ② 　　Ⅲ
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談及び進路指導・
キャリア教育の理論と方
法

② 　　　Ⅳ
進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5
初等教育実習事前事後指導＊ ① 　　Ⅲ
初等教育実習＊ ④ 　　Ⅲ

教職実践演習 2 教職実践演習（幼・小）＊ ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低
修得単位数 27 本学における必要最低単位数 31

○印：必修科目　＊：幼稚園一種免と共通開設
備考
１ �．上記科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
２ �．＊印の付いている科目は，幼一種免・小一種免に共通開設のため，幼稚園の免許状取得に必要な単位とし
て使用できます。
３ �．「初等教育実習事前事後指導」及び「初等教育実習」は，同一年度に履修しなければなりません。
４ �．「教職実践演習（幼・小）」は，原則として「初等教育実習」の単位を修得済みの者に限って履修すること
ができます。

免許法施行規則に定める科目区分
左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
授業科目 単位数 配当年次

大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 Ⅰ

教　
　

職

− 169 −− 169 −



（ 3）特別支援学校一種
「特別支援教育に関する科目」
  （知的障害者に関する教育の領域）
  （肢体不自由者に関する教育の領域）
  （病弱者に関する教育の領域）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分 単 位 数
左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
授業科目 単位数 配当年次

特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 特別支援教育総論 ② Ⅰ

特別支援
教育領域
に関する
科目

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

16

知的障害児の心理・生理・病理
肢体不自由児の心理・生理・病理
病弱児の心理・生理・病理

②
②
②

　Ⅱ
　Ⅱ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育
肢体不自由児教育
病弱児教育

②
②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ
　　Ⅲ

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育総論
肢体不自由児教育総論

②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ

免許状に定
められるこ
ととなる特
別支援教育
領域以外の
領域に関す
る科目

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

5

重複障害児教育総論
視覚障害児教育総論
聴覚障害児教育総論
ＬＤ児等教育総論

①
①
①
②

　　　Ⅳ
　　Ⅲ
　　Ⅲ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，児童又
は生徒についての教育実習 3

特別支援教育実習事前事後指導
特別支援教育実習

①
②

　　　Ⅳ
　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 26 本学における必要最低単位数 26

○印：必修科目

教　
　

職

− 170 −− 170 −



６ 　児童学科（2020・2019年度入学生用）
（ １）幼稚園一種
①　「領域及び保育内容の指導法に関する科目」

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

 （ア）領域に関する専門的事項〔改正施行規則附則第 ７項適用〕

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国　　　語
国語Ⅰ ② 　Ⅱ 書写を含む
国語Ⅱ 2 　　　Ⅳ

算　　　数 算数 ② 　Ⅱ
生　　　活 生活 2 Ⅰ

音　　　楽
音楽Ⅰ 2 　Ⅱ
音楽Ⅱ 2 　Ⅱ

図 画 工 作
造形Ⅰ 2 　Ⅱ
造形Ⅱ 2 　Ⅱ

体　　　育 体育 2 　Ⅱ
本学における必要最低単位数 6

○印：必修科目

 （イ）保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目区分 授業科目 単位数 配当年次

保育内容の指導法
（�情報機器及び教材の活
用を含む。）

健康の指導法 ② 　Ⅱ
人間関係の指導法 ② 　　Ⅲ
環境の指導法 ② 　Ⅱ
言葉の指導法 ② 　Ⅱ
音楽表現の指導法 ② 　Ⅱ
造形表現の指導法 ② 　　Ⅲ
身体表現の指導法 ② 　Ⅱ
本学における必要最低単位数 14

○印：必修科目

必修 4単位修得を
含めて合計 6単位
以上修得

教　
　

職

− 171 −− 171 −



②　「教育の基礎的理解に関する科目等」
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

③　「大学が独自に設定する科目」
　　　　�　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：幼稚園14単位）は，次

の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものと認められます。

①　「領域及び保育内容の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて

修得した単位数

②　「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得し

た単位数

③　下表に示す選択科目の単位数

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10

教育原理＊ ② Ⅰ
教育思想史＊ 2 　　　Ⅳ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎論＊ ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

学校経営論＊ ② 　　ⅢⅣ
教育法規＊ 2 　　ⅢⅣ
家庭教育＊ 2 　　　Ⅳ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程

教育・学校心理学＊ ② 　ⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅰ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
青少年問題＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ

特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育基礎論＊ ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程の理論と方法 ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を
含む。）

4

指導法の理論と方法 ② 　Ⅱ

幼児理解の理論及び方法

幼児理解及び教育相談の
理論と方法 ② 　Ⅱ カウンセリングを含む教育相談（カウンセリン

グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方
法

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5
初等教育実習事前事後指導＊ ① 　　Ⅲ
初等教育実習＊ ④ 　　Ⅲ

教職実践演習 2 教職実践演習（幼・小）＊ ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低
修得単位数 21 本学における必要最低単位数 23

○印：必修科目　＊：小学校一種免と共通開設
備考
１ �．上記科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
２ �．＊印の付いている科目は，幼一種免・小一種免に共通開設のため，小学校の免許状取得に必要な単位とし
て使用できます。
３ �．「初等教育実習事前事後指導」及び「初等教育実習」は，同一年度に履修しなければなりません。
４ �．「教職実践演習（幼・小）」は，原則として「初等教育実習」の単位を修得済みの者に限って履修すること
ができます。

免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　要

授業科目 単位数 配当年次
大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 Ⅰ

教　
　

職

− 172 −− 172 −



（ 2）小学校一種
①　「教科及び教科の指導法に関する科目」

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

 （イ）各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器

及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。）　

国　　　語
（書写を含む。） 国語科指導法 ② 　Ⅱ

社　　　会 社会科指導法 ② 　　Ⅲ
算　　　数 算数科指導法 ② 　Ⅱ
理　　　科 理科指導法 ② 　　Ⅲ
生　　　活 生活科指導法 ② 　Ⅱ
音　　　楽 音楽科指導法 ② 　　Ⅲ
図 画 工 作 図画工作科指導法 ② 　　Ⅲ
家　　　庭 家庭科指導法 ② 　　Ⅲ
体　　　育 体育科指導法 ② 　　Ⅲ
外　国　語 小学校英語科指導法 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 20

○印：必修科目

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科目
区分

各科目に含める
ことが必要な事項 授業科目 単位数 配当年次

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国　　　語
（書写を含む。）

国語Ⅰ ② 　Ⅱ 書写を含む
国語Ⅱ 2 　　　Ⅳ
書道 2 　　ⅢⅣ

社　　　会 社会 2 　Ⅱ
算　　　数 算数 ② 　Ⅱ
理　　　科 理科 2 　Ⅱ
生　　　活 生活 2 Ⅰ

音　　　楽
音楽Ⅰ 2 　Ⅱ
音楽Ⅱ 2 　Ⅱ

図 画 工 作
造形Ⅰ 2 　Ⅱ
造形Ⅱ 2 　Ⅱ

家　　　庭 家庭 2 　Ⅱ
体　　　育 体育 2 　Ⅱ
外　国　語 小学校英語 ② 　　Ⅲ

本学における必要最低単位数 10

○印：必修科目

 （ア）教科に関する専門的事項

必修 6単位修得を
含めて合計10単位
以上修得

教　
　

職

− 173 −− 173 −



②　「教育の基礎的理解に関する科目等」
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

③　「大学が独自に設定する科目」
　　　　�　「大学が独自に設定する科目」（免許法施行規則で定められた最低修得単位数：小学校 2単位）は，次

の①・②・③の修得単位数の合計により，必要単位数を修得したものと認められます。
①　「教科及び教科の指導法に関する科目」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得

した単位数
②　「教育の基礎的理解に関する科目等」の免許法施行規則で定められた最低修得単位数を超えて修得し

た単位数
③　下表に示す選択科目の単位数

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

10

教育原理＊ ② Ⅰ
教育思想史＊ 2 　　　Ⅳ

教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職基礎論＊ ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

学校経営論＊ ② 　　ⅢⅣ
教育法規＊ 2 　　ⅢⅣ
家庭教育＊ 2 　　　Ⅳ

幼児，児童及び生徒の心
身の発達及び学習の過程

教育・学校心理学＊ ② 　ⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅰ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ
青少年問題＊ 2 ⅠⅡⅢⅣ

特別の支援を必要とする幼児，
児童及び生徒に対する理解 特別支援教育基礎論＊ ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成
の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）

教育課程論 ② 　Ⅱ

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

10

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ
総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の時間の指導法 ② 　　Ⅲ
特別活動の指導法 特別活動の指導法 ② 　　Ⅲ
教育の方法及び技術（情報機
器及び教材の活用を含む。） 教育方法論 ② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導の理論と方法 ② 　　Ⅲ
教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

教育相談及び進路指導・
キャリア教育の理論と方
法

② 　　　Ⅳ
進路指導及びキャリア教
育の理論及び方法

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 5
初等教育実習事前事後指導＊ ① 　　Ⅲ
初等教育実習＊ ④ 　　Ⅲ

教職実践演習 2 教職実践演習（幼・小）＊ ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低
修得単位数 27 本学における必要最低単位数 31

○印：必修科目　＊：幼稚園一種免と共通開設
備考
１ �．上記科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象としない科目です。
２ �．＊印の付いている科目は，幼一種免・小一種免に共通開設のため，幼稚園の免許状取得に必要な単位とし
て使用できます。
３ �．「初等教育実習事前事後指導」及び「初等教育実習」は，同一年度に履修しなければなりません。
４ �．「教職実践演習（幼・小）」は，原則として「初等教育実習」の単位を修得済みの者に限って履修すること
ができます。

免許法施行規則に定める科目区分
左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
授業科目 単位数 配当年次

大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 Ⅰ

教　
　

職

− 174 −− 174 −



（ 3）特別支援学校一種
「特別支援教育に関する科目」
  （知的障害者に関する教育の領域）
  （肢体不自由者に関する教育の領域）
  （病弱者に関する教育の領域）

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分 単 位 数
左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
授業科目 単位数 配当年次

特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 特別支援教育総論 ② Ⅰ

特別支援
教育領域
に関する
科目

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

16

知的障害児の心理・生理・病理
肢体不自由児の心理・生理・病理
病弱児の心理・生理・病理

②
②
②

　Ⅱ
　Ⅱ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育
肢体不自由児教育
病弱児教育

②
②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ
　　Ⅲ

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目
・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育総論
肢体不自由児教育総論

②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ

免許状に定
められるこ
ととなる特
別支援教育
領域以外の
領域に関す
る科目

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目
・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

5

重複障害児教育総論
視覚障害児教育総論
聴覚障害児教育総論
ＬＤ児等教育総論

①
①
①
②

　　　Ⅳ
　　Ⅲ
　　Ⅲ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，児童又
は生徒についての教育実習 3

特別支援教育実習事前事後指導
特別支援教育実習

①
②

　　　Ⅳ
　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 26 本学における必要最低単位数 26

○印：必修科目

教　
　

職
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６ 　児童学科（2018年度以前入学生用）
（ １）「教科に関する科目」

　　　①　幼稚園一種
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

　　　②　小学校一種
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科　　目 最低修得

単位数 授業科目 単位数 配当年次

国　　　語

6

国語Ⅰ ② 　Ⅱ 書写を含む
国語Ⅱ 2 　　　Ⅳ

算　　　数 算数 ② 　Ⅱ
生　　　活 生活 2 Ⅰ

音　　　楽
音楽Ⅰ 2 　Ⅱ
音楽Ⅱ 2 　Ⅱ

図 画 工 作
造形Ⅰ 2 　Ⅱ
造形Ⅱ 2 　Ⅱ

体　　　育 体育 2 　Ⅱ
免許法施行規則で
定められた最低修
得単位数

6 本学における必要最低単位数 6

○印：必修科目

免許法施行規則に
定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
科　　目 最低修得

単位数 授業科目 単位数 配当年次

国　　　語
（書写を含む。）

8

国語Ⅰ ② 　Ⅱ 書写を含む
国語Ⅱ 2 　　　Ⅳ
書道 2 　　ⅢⅣ

社　　　会 社会 2 　Ⅱ
算　　　数 算数 ② 　Ⅱ
理　　　科 理科 2 　Ⅱ
生　　　活 生活 2 Ⅰ　

音　　　楽
音楽Ⅰ 2 　Ⅱ
音楽Ⅱ 2 　Ⅱ

図 画 工 作
造形Ⅰ 2 　Ⅱ
造形Ⅱ 2 　Ⅱ

家　　　庭 家庭 2 　Ⅱ
体　　　育 体育 2 　Ⅱ

免許法施行規則で
定められた最低修
得単位数

8 本学における必要最低単位数 8

○印：必修科目

必修 4単位修得を
含めて合計 8単位
以上修得

必修 4単位修得を
含めて合計 6単位
以上修得

教　
　

職
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（ ２）「教職に関する科目」
幼稚園一種・小学校一種

　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　要

科　目 各科目に含める必要事項
最低修得単位数

授業科目
単位数

配当年次
幼 小 幼 小

教職の意
義等に関
する科目

教職の意義及び教員の役割

2 2 教職基礎論 ② ② Ⅰ教員の職務内容（研修，服務及び身分
保障等を含む。）
進路選択に資する各種の機会の提供等

教育の基
礎理論に
関する科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及
び思想

6 6

教育原理 ② ② Ⅰ
教育思想史 2 2 　　　Ⅳ

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び
学習の過程（障害のある幼児，児童及
び生徒の心身の発達及び学習の過程を
含む。）

教育心理学 ② ② 　ⅡⅢⅣ 障害児教育を含む
発達心理学Ⅰ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ 2 2 ⅠⅡⅢⅣ
青少年問題 2 2 ⅠⅡⅢⅣ

教育に関する社会的，制度的又は経営
的事項

学校経営論 ② ② 　　ⅢⅣ
教育法規 2 2 　　ⅢⅣ
家庭教育 2 2 　　　Ⅳ

教育課程
及び指導
法に関す
る科目

教育課程の意義及び編成の方法

22

教育課程論 ② 　Ⅱ

各教科の指導法

国語科指導法 ② 　Ⅱ
社会科指導法 ② 　　Ⅲ
算数科指導法 ② 　Ⅱ
理科指導法 ② 　　Ⅲ
生活科指導法 ② 　Ⅱ
音楽科指導法 ② 　　Ⅲ
図画工作科指導法 ② 　　Ⅲ
家庭科指導法 ② 　　Ⅲ
体育科指導法 ② 　　Ⅲ

道徳の指導法 道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ
特別活動の指導法 特別活動の指導法 ② 　　Ⅲ
教育の方法及び技術（情報機器及び教
材の活用を含む。） 教育方法論 ② 　　Ⅲ

教育課程の意義及び編成の方法

18

教育課程の理論と方法 ② 　Ⅱ

保育内容の指導法

健康の指導法 ② 　Ⅱ
人間関係の指導法 ② 　　Ⅲ
環境の指導法 ② 　Ⅱ
言葉の指導法 ② 　Ⅱ
音楽表現の指導法 ② 　Ⅱ
造形表現の指導法 ② 　　Ⅲ
身体表現の指導法 ② 　Ⅱ

教育の方法及び技術（情報機器及び教
材の活用を含む。） 指導法の理論と方法 ② 　Ⅱ

生徒指導，
教育相談
及び進路
指導等に
関する科
目

生徒指導の理論及び方法

4

生徒指導の理論と方法 ② 　　Ⅲ
進路指導の理論及び方法

教育相談の理論と方法 ② 　　　Ⅳ カウンセリング・進
路指導を含む教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法
幼児理解の理論及び方法

2 幼児理解の理論と方法 ② 　Ⅱ 教育相談・カウンセ
リングを含む教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法

教育実習 5 5
初等教育実習事前事後指導 ① ① 　　Ⅲ
初等教育実習 ④ ④ 　　Ⅲ

教職実践演習 2 2 教職実践演習（幼・小） ② ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低修得単位数 35 41 本学における必要最低単位数 35 45

○印：必修科目
備考
１．上記科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象外となります。
２．「初等教育実習事前事後指導」及び「初等教育実習」は，同一年度に履修しなければなりません。
３ �．「教職実践演習（幼・小）」は，原則として「初等教育実習」の単位を修得済みの者に限って履修することが
できます。

教　
　

職
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（ ３）「教科又は教職に関する科目」
幼稚園一種・小学校一種

　　　　�　「教科又は教職に関する科目」（幼稚園・小学校ともに10単位以上）については，次の①・②・③の履

修単位数の合計により，必要単位数を修得したものと認められます。

　　　  ①　「教科に関する科目」のうち，幼稚園 ６単位，小学校 ８単位を超えて修得した単位数

　　　　　  （「書道」「社会」「理科」「家庭」に関する科目は，小学校のみ認められる。）

　　　  ②　「教職に関する科目」のうち，幼稚園・小学校それぞれの必修科目以外の科目の修得単位数

　　　　　  （「教育思想史」「発達心理学Ⅰ」「発達心理学Ⅱ」「青少年問題」「教育法規」「家庭教育」がこれにあたる。）

　　　  ③　下に示す選択科目の修得単位数

授　業　科　目
単　位　数

配当年次 摘　　　　　　要
幼 小

総合演習Ⅱ 2 2 Ⅰ
総合的学習教育法 2 　　ⅢⅣ
外国語活動教育法 ② 　　Ⅲ
外国語活動実践演習 2 　　　Ⅳ

○印：必修科目

教　
　

職
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（ ４）「特別支援教育に関する科目」
特別支援学校一種

　　　　　　　（知的障害者に関する教育の領域）
　　　　　　　（肢体不自由者に関する教育の領域）
　　　　　　　（病弱者に関する教育の領域）
　　　　�　次表の免許法施行規則に定める科目区分にしたがって，本学における必要最低単位数を修得してください。

免許法施行規則に定める科目区分 単 位 数
左記に対応する本学開設授業科目等

摘　　要
授業科目 単位数 配当年次

特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 特別支援教育総論 ② Ⅰ

特別支援
教育領域
に関する
科目

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目

16

知的障害児の心理・生理・病理
肢体不自由児の心理・生理・病理
病弱児の心理・生理・病理

②
②
②

　Ⅱ
　Ⅱ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育
肢体不自由児教育
病弱児教育

②
②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ
　　Ⅲ

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目
・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

知的障害児教育総論
肢体不自由児教育総論

②
②

　　Ⅲ
　　Ⅲ

免許状に定
められるこ
ととなる特
別支援教育
領域以外の
領域に関す
る科目

・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の心理，生
理及び病理に関する科目
・�心身に障害のある幼児，
児童又は生徒の教育課程
及び指導法に関する科目

5

重複障害児教育総論
視覚障害児教育総論
聴覚障害児教育総論
ＬＤ児等教育総論

①
①
①
②

　　　Ⅳ
　　Ⅲ
　　Ⅲ
　Ⅱ

心身に障害のある幼児，児童又
は生徒についての教育実習 3

特別支援教育実習事前事後指導
特別支援教育実習

①
②

　　　Ⅳ
　　　Ⅳ

免許法施行規則で定められた最
低修得単位数 26 本学における必要最低単位数 26

○印：必修科目
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７ 　食品栄養学科（2022年度入学生用）
　　　栄養教諭一種
　　�　次表の免許法施行規則で定める科目区分にしたがって，「栄養に係る教育に関する科目」及び「教育の基礎

的理解に関する科目等」を本学における必要最低単位数の30単位修得してください。

（ ２）「教育の基礎的理解に関する科目等」

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　　要

科目 科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

栄
養
に
係
る
教
育
に

関
す
る
科
目　
　
　

栄養教諭の役割及び職務内容に関
する事項

4
学校栄養教育論Ⅰ ② 　　Ⅲ幼児，児童及び生徒の栄養に係る

課題に関する事項
食生活に関する歴史的及び文化的
事項
食に関する指導の方法に関する事
項 学校栄養教育論Ⅱ ② 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得単位数 4 本学における必要最低単位数 4

○印：必修科目

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史	
及び思想

8

教育原理 ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役割・職務内	
容（チーム学校運営への対応を含む。） 教職基礎 ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は経
営的事項（学校と地域との連携及び	
学校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心身の発達及	
び学習の過程 教育心理学 ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする幼児，児童	
及び生徒に対する理解 特別支援教育基礎論 ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを含む。） 教育課程論 ② 　Ⅱ

道
徳
、総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容　
　

及
び
生
徒
指
導
、教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳，総合的な学習の時間及び特別	
活動に関する内容

6

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ
総合的な学習の時間及び
特別活動の指導法 ② 　Ⅱ

教育の方法及び技術（情報機器及び
教材の活用を含む。）

教育方法論（情報通信技
術を活用した教育の理論
及び方法を含む。）

② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 ② 　　Ⅲ
教育相談（カウンセリングに関する	
基礎的な知識を含む。）の理論及び方	
法

教育相談 ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

栄養教育実習 2
栄養教育実習事前事後指導 ① 　　　Ⅳ
栄養教育実習 ① 　　　Ⅳ

教職実践演習 2 教職実践演習（栄養教諭） ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低修得単位数 18 本学における必要最低単位数 26

○印：必修科目

（ １）「栄養に係る教育に関する科目」
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７ 　食品栄養学科（2021・2020・2019年度入学生用）
　　　栄養教諭一種
　　�　次表の免許法施行規則で定める科目区分にしたがって，「栄養に係る教育に関する科目」及び「教育の基礎

的理解に関する科目等」を本学における必要最低単位数の30単位修得してください。

（ ２）「教育の基礎的理解に関する科目等」

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　　要

科目 科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

栄
養
に
係
る
教
育
に

関
す
る
科
目　
　
　

栄養教諭の役割及び職務内容に関
する事項

4
学校栄養教育論Ⅰ ② 　　Ⅲ幼児，児童及び生徒の栄養に係る

課題に関する事項
食生活に関する歴史的及び文化的
事項
食に関する指導の方法に関する事
項 学校栄養教育論Ⅱ ② 　　Ⅲ

免許法施行規則で定められた最低修得単位数 4 本学における必要最低単位数 4

○印：必修科目

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開設授業科目等
摘　　　　要

科目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授業科目 単位数 配当年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史	
及び思想

8

教育原理 ② 　Ⅱ

教職の意義及び教員の役割・職務内	
容（チーム学校運営への対応を含む。） 教職基礎 ② Ⅰ

教育に関する社会的，制度的又は経
営的事項（学校と地域との連携及び	
学校安全への対応を含む。）

学校経営論 ② 　　Ⅲ

幼児，児童及び生徒の心身の発達及	
び学習の過程 教育心理学 ② 　Ⅱ

特別の支援を必要とする幼児，児童	
及び生徒に対する理解 特別支援教育基礎論 ② Ⅰ

教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを含む。） 教育課程論 ② 　Ⅱ

道
徳
、総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容

及
び
生
徒
指
導
、教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳，総合的な学習の時間及び特別	
活動に関する内容

6

道徳教育の理論と方法 ② 　Ⅱ
総合的な学習の時間及び
特別活動の指導法 ② 　Ⅱ

教育の方法及び技術（情報機器及び	
教材の活用を含む。） 教育方法論 ② 　　Ⅲ

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 ② 　　Ⅲ
教育相談（カウンセリングに関する	
基礎的な知識を含む。）の理論及び方	
法

教育相談 ② 　　Ⅲ

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

栄養教育実習 2
栄養教育実習事前事後指導 ① 　　　Ⅳ
栄養教育実習 ① 　　　Ⅳ

教職実践演習 2 教職実践演習（栄養教諭） ② 　　　Ⅳ
免許法施行規則で定められた最低修得単位数 18 本学における必要最低単位数 26

○印：必修科目

（ １）「栄養に係る教育に関する科目」
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Ⅴ　教育実習について

　１　実習生の資格・実習の実施手続き等
　　中学校・高等学校一種（英語英文学科・日本語日本文学科・現代社会学科・人間生活学科）
　　⑴　実習生の資格（原則として次の要件を満たしていること）
　　　ア　教員を志す者
　　　イ　心身ともに健康で，実習校の教育方針に従って教育実習に専念できる者
　　　ウ�　 ３ 年次終了時点で，全学共通科目及び学科の専攻科目において卒業に必要な単位の ３分の ２以上を修得

済みであるとともに，「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数理，データ活用及び人工知
能に関する科目又は情報機器の操作」の単位を修得済みの者

　　　エ�　「教科及び教職に関する科目」（2018年度以前入学生は，「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」）
のうち， ３年次までに設けられている必修科目をすべて修得済みの者

　　⑵　教育実習における実習教科
　　　�　各学科で取得できる教科に応じて，それぞれ，英語，国語，書道，社会，地理歴史，公民，家庭，福祉で

実習を行います。
　　　�　なお，二つ以上の免許教科を取得する場合でも，一つの教科で実習すれば，「中等教育実習Ⅰ」又は「中

等教育実習Ⅱ」の単位として認められます。
　　⑶　教育実習校・実習期間
　　　ア�　「中等教育実習Ⅰ」は， ４年次に，中学校（中等教育学校前期課程）又は高等学校（中等教育学校後期

課程）において， ３週間実施します。
　　　　�　なお，中学校・高等学校両方の免許状を取得する場合でも，中・高いずれかの学校において実習すれば，

共通の単位として認められます。
　　　イ　「中等教育実習Ⅱ」は， ４年次に，高等学校（中等教育学校後期課程）において， ２週間実施します。
　　小学校・幼稚園・特別支援学校一種（児童学科）
　　⑴　実習生の資格（原則として次の要件を満たしていること）
　　　ア　教員を志す者
　　　イ�　健康診断を受診し， 4種の抗体検査について必要な条件を満たし，実習を続けるために必要な健康管理

に努めることができる者
　　　ウ　実習校・園の教育方針に従って教育実習に専念できる者
　　　エ�　事前事後指導に主体的に出席し，課題や書類等の提出期限を守り，他の実習生と協働して実習に取り組

む者
　　　オ�　礼儀やマナーに気を配り，守秘義務を守るなど一社会人としての自覚をもち，責任をもって実習にあた

ることができる者
　　　カ　 ２年次終了時点で，卒業に必要な単位の ２分の １以上を修得済みの者
　　　キ�　小学校・幼稚園の教育実習は，基礎資格としての「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」

及び「領域及び保育内容の指導法に関する科目」「教科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理
解に関する科目等」（2018年度以前入学生は，「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」）で，配当
年次がⅠ，Ⅱと示されている必修科目の単位を ２年次終了までに修得済みの者。なお，「教育の基礎的理
解に関する科目等」（2018年度以前入学生は，「教職に関する科目」）のうち ３年次第 １期に開講されてい
る科目の単位の修得状況も考慮します。

　　　ク�　特別支援学校の教育実習については，児童学科に在学し，小学校又は幼稚園の教育実習が修了している
者で，「特別支援教育に関する科目」の配当年次がⅠ，Ⅱ，Ⅲと示されている科目の単位を ３年次終了ま
でに修得済みの者

　　　　　　※�実習生の資格を有しているかどうか疑義がある場合は，学科として協議し実習に参加できるかどう
かを決定します。
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　　⑵　教育実習校・実習期間
　　　ア　小学校・幼稚園は ３年次に ４週間実施し，特別支援学校は ４年次に ２週間実施します。
　　　イ　実施年度の ４月以降に大学指定の教育実習校及び実習期間を発表します。

　　栄養教諭一種（食品栄養学科）
　　⑴　実習生の資格（原則として次の要件を満たしていること）
　　　ア　教員を志す者
　　　イ　心身ともに健康で，実習校の教育方針に従って教育実習に専念できる者
　　　ウ�　 ３ 年次終了時点で，全学共通科目及び食品栄養学科専攻科目において卒業に必要な単位の ３分の ２以上

を修得済みであるとともに，「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」及び「数理，データ活
用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」の単位をすべて修得済みの者

　　　エ�　「栄養に係る教育及び教職に関する科目」のうち， ３年次までに設けられている必修科目の単位をすべ
て ３年次終了までに修得済みの者

　　⑵　教育実習校・実習期間
　　　ア　小学校において， ４年次に １週間実施します。
　　　イ　実施年度の ４月以降に大学指定の教育実習校及び実習期間を発表します。

　２　教育実習の取りやめ
　　　実習校の決定後は，病気等やむを得ない事情のほかは，実習を中止したり変更したりすることはできません。

　３　教育実習期間中の欠席
　　⑴　実習期間中は大学の授業を欠席することになるので，前もって所定の欠席届を提出してください。
　　⑵�　実習期間中の実習校における欠席は，原則として認められません。やむを得ない事由（本人の病気，家族

の不幸等）による場合は，速やかに実習校及び本学教育実習担当者に届け出るとともに，本学教育実習担当
者の指示に従ってください。

　４　事故への対応
　　�　万一事故が起こった場合は，実習先の職員の指示に従って適切な処置を行うとともに，至急，担当者，学務

部教務係及び学務部学生係に連絡してください。なお，賠償責任保険については，入学時に加入している学生
教育研究賠償責任保険が適用されます。保険に関する事務取扱部署は，学務部学生係です。

　５　交通手段
　　�　バイク・自家用車を利用してはなりません。やむを得ない事情がある場合は，本学教育実習担当者に相談の

上，実習校の許可を得てください。

　６　身だしなみ
　　�　教育実習生としてふさわしい品位のある身だしなみをしてください。化学物質過敏症で困っている児童・生

徒が在校・在園していることがありますので，香料（香水，整髪料など）の使用は自粛してください。

　７　健康診断証明書
　　�　実習年度当初に本学が実施する健康診断（身体測定・視力検査・胸部レントゲン検査・内科検診・尿検査・

聴力検査）を必ず受診してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された健康診断書を学
務部保健センターに提出してください。なお，証明書の取扱いについては，学務部保健センターから発行され
たものを実習先にお送りする場合がありますが，「ノートルダム清心女子大学個人情報の保護に関する規則」
に基づき，学務部教務係において厳重に取扱います。

　　　健康診断証明書の発行については，本学教育実習担当者の指示に従ってください。
　　�　栄養教諭一種（食品栄養学科）免許状取得希望の教育実習生は，健康診断証明書とは別に無菌証明書（実習

１週間前の腸内細菌検査結果が陰性であること）を必要とします。
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　８　学校感染症
　　�　入学年度当初に本学が実施する麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体検査を受け，陰性の場合はワクチ

ンを接種してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された抗体検査結果通知書を学務部

保健センターに提出してください。

　９　教育実習前の提出書類
　　　次表の書類を指示された期日までに，本学教育実習担当者の指示に従って提出してください。

　10　教育実習の記録物の提出
　　　教育実習終了後，実習生は，「教育実習日誌」を本学教育実習担当者の指示どおりに提出してください。

　　英語英文学科・日本語日本文学科・現代社会学科・人間生活学科

提　　出　　書　　類 提　　 出 　　日 提　　出　　部　　数

教育実習校希望調査票
２年第 ２期の指定した日

Ｎサポで実施
３年第 １期の指定した日

教育実習生環境調査書
３年第 １期の指定した日 1（写真貼付）

４年第 １期の指定した日 1（写真貼付）

誓約書 ４年第 １期の指定した日 １（実習校あて）

※教育実習の形態によって，別途書類の提出を求めることがあります。

　　食品栄養学科

提　　出　　書　　類 提　　 出 　　日 提　　出　　部　　数

教育実習生環境調査書
３年第 １期の指定した日 １（写真貼付）

４年第 １期の指定した日 １（写真貼付）

　　児童学科

提　出　書　類
提　　　　 出 　　　　日

提　出　部　数
幼稚園・小学校 特別支援学校

教育実習履修届 ２年第 ２期の指定した日 ３年第 ２期の指定した日 １

教育実習生環境調査書 ３年第 １期の指定した日 ４年第 １期の指定した日

幼　 稚 　園　 1（写真貼付）

小　 学 　校　 2（写真貼付）

特別支援学校　 1（写真貼付）

教　
　

職

− 184 −− 184 −



Ⅵ　介護等の体験について

　【初等教職課程（児童学科）】

　�　初等教職課程の学生で介護等の体験を希望する者は， ３年次第 ２期から数回にわたって開催される説明会等に

必ず出席しなければなりません。指定された提出書類等を期日までに提出し， ４年次に体験を実施します。

　【中等教職課程（英語英文学科・日本語日本文学科・現代社会学科・人間生活学科）】

　�　中等教職課程の学生で介護等の体験を希望する者は，２年次第 ２期に「介護等体験の理論」を，３年次第 １期に

「介護等体験の実践」を履修してください。指定された提出書類等を期日までに提出し，３年次に体験を実施します。

　　なお，「介護等体験の実践」を履修できるのは，「介護等体験の理論」の単位を修得済みの者に限ります。

　１　介護等の体験期間・体験場所
　　�　体験期間は，特別支援学校においては原則として連続した二日間，社会福祉施設においては原則として連続

した五日間です。

　　　体験場所は，原則として岡山県内とします。

　２　介護等の体験費
　　�　定められた期日までに介護等の体験費を納入してください。なお，一旦納入した介護等の体験費は，一切返

還できません。

　　�　社会福祉施設に支払う体験費は，大学から直接送金します。ただし，体験先から実費を別途請求された場合

は本人の負担となります。

　３　介護等の体験申込み手続き
　　�　岡山県の特別支援学校及び社会福祉施設の介護等の体験の申込み手続きは，年度当初に行われる説明会にお

いて一括して行います。岡山県以外の申込み手続きについては，学務部教務係の指示に従い，別途の手続きを

行わなければなりません。なお，いずれの場合も，介護等の体験の申込みはすべて大学を通して行われます。

　４　健康診断証明書
　　�　介護等の体験を行う学生は，体験先に健康診断証明書を提出しなければなりません。したがって，介護等の

体験をする年度当初に本学が実施する健康診断（身体測定・視力検査・胸部レントゲン検査・内科検診・尿検

査・聴力検査）を必ず受診してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された健康診断書

を学務部保健センターに提出してください。

　　　健康診断証明書の発行申請については，介護等の体験担当者の指示に従ってください。

　　　なお，健康診断とは別に，検便検査が必要となります。検査料は体験費に含まれます。

　５　学校感染症
　　�　入学年次に実施した抗体検査結果に基づき，ワクチン接種が必要な場合は学務部保健センターから個別に通

知していますので，その指示に従ってください。

　６　介護等の体験に関する提出書類

提　　出　　書　　類 提　　 出 　　日 提　出　部　数

介護等の体験
申込み書類

特別支援学校 体験前年度又は体験年度
の指定した日

１

社会福祉施設 １

介護等の体験実施届（児童学科のみ） 体験前年度の指定した日 １

環境調査書（児童学科のみ） 体験年度の指定した日 １

＊上記のほかに提出書類を指示される場合があります。
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　７　介護等の体験の取りやめ
　　　病気等やむを得ない事情のほかは，介護等の体験を中止したり変更したりすることはできません。

　８　介護等の体験期間中の欠席
　　⑴�　介護等の体験期間中は大学の授業を欠席することになりますので，前もって所定の欠席届を提出してくだ

さい。

　　⑵�　体験先における欠席は，原則として認められません。やむを得ない事由（本人の病気，家族の不幸等）に

よる場合は，速やかに体験先及び学務部教務係に届け出るとともに，介護等の体験担当者の指示に従ってく

ださい。

　９　事故への対応
　　�　万一事故が起こった場合は，体験先の指示に従って適切な処置を行うとともに，至急介護等の体験担当者，

学務部教務係及び学務部学生係に連絡してください。なお，賠償責任保険については，入学時に加入している

学生教育研究賠償責任保険が適用されます。保険に関する事務取扱部署は，学務部学生係です。

　10　交通手段
　　�　体験先への移動に自家用車等を利用することはできません。やむを得ない事情がある場合は，介護等の体験

担当者及び体験先に相談してください。

　11　身だしなみ
　　　介護等の体験にふさわしい身だしなみをしてください。また，体験先の指示に従ってください。

　12　介護等の体験証明書について
　　⑴�　介護等の体験証明書（所定用紙は介護等の体験説明会等で配付）は，介護等の体験初日（または，体験先

から指定された日）に持参してください。

　　⑵　この証明書は，最終日に特別支援学校及び社会福祉施設から受け取ってください。

　　⑶�　証明書は，受領後，事前に配付される記入見本と照合し，記載内容に不備がないことを必ず確認した後，

各自で保管してください。なお，証明書は再発行されませんので，汚損したり，紛失したりしないように大

切に扱ってください。

　　⑷�　証明書は，教育職員免許状の授与申請時（ ４年次11月）に，学務部教務係の指示に従って，期日までに提

出してください。

　　⑸�　人間生活学科で「社会福祉総合実習」を履修する人並びに児童学科で「保育実習Ⅰ」及び「特別支援教育

実習」を履修する人は，介護等の体験証明書が必要となります。実習の初日（又は実習先から指定された日）

に所定の用紙を実習先に提出し，実習最終日に実習先から介護等の体験証明書を受け取ってください。
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Ⅶ　教職課程履修手続きについて

　１　教職課程履修の登録
　　�　教職課程履修希望者は，次表に示す学期の履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，履修

希望免許状の種類を登録してください。

　２　履修費・実習費・介護等の体験費の納入
　　�　教職課程を履修しようとする者は，次表に示す定められた期日までに，履修費，実習費及び介護等の体験費を

納入してください。

　３　教職課程履修の取りやめ
　　�　やむを得ない理由により教職課程の履修を取りやめようとする者は，担当教員に相談のうえ「教職課程履修

取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

学　　　　科 学　　　　期

英語英文学科・日本語日本文学科・現代社会学科
人間生活学科・食品栄養学科 １年次第 ２期「教職基礎」を履修登録する時点

児童学科 １年次第 ２期「教育原理」を履修登録する時点

学科 免許状の種類
又は実習教科 納　　　入　　　時　　　期 納入額

（2022年度額）

履
　
　
修
　
　
費

英 外国語（英語）「教職基礎」を履修登録する時点（ １年次10月） 50,000

日
国 語 「教職基礎」を履修登録する時点（ １年次10月） 50,000
書 道 「書道科教育法Ⅰ」を履修登録する時点（ ３年次 ４月） 44,000

現
社 会
地 理 歴 史
公 民

「教職基礎」を履修登録する時点（ １年次10月） 50,000

人
家 庭 １教科め　「教職基礎」を履修登録する時点（１年次10月）	

２ 教科め　該当教科の「教科教育法Ⅰ」（「家庭科教育法Ⅰ」
あるいは「福祉科教育法Ⅰ」）を履修登録する時点（ ２年次10月）

50,000

福 祉 44,000

児
幼 稚 園
小 学 校 「教育原理」を履修登録する時点（ １年次10月） 50,000

特別支援学校 ３年次 ４月 44,000
食 栄 養 教 諭 「教職基礎」を履修登録する時点（ １年次10月） 50,000

実
　
　
習
　
　
費

英 外国語（英語）「中等教育実習Ⅰ」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 38,000
日 国語又は書道 「中等教育実習Ⅰ」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 38,000

現
社会地歴又は公民 「中等教育実習Ⅰ」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 38,000
地歴又は公民のみ 「中等教育実習Ⅱ」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 38,000

人
家庭又は福祉 「中等教育実習Ⅰ」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 38,000
福 祉 の み 「中等教育実習Ⅱ」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 38,000
福 祉 「社会福祉総合実習」を履修登録する時点（ ３年次 ４月） 32,000

児
幼 稚 園
小 学 校 「初等教育実習」を履修登録する時点（ ３年次 ４月） 40,000

特別支援学校 「特別支援教育実習」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 34,000
食 栄 養 教 諭 「栄養教育実習」を履修登録する時点（ ４年次 ４月） 28,000

介護等の
体 験 費

全
（食を除く）

小 学 校
中 学 校 介護等の体験を行う年度（ ４月） 12,000

備考
１．履修費等は定められた期日までに納入してください。
２ ．一旦納入した履修費及び実習費等は，一切返還できません。
３．上記実習費の他に，実習先で必要な費用については，別途指示します。
４．編入生等で書道，地理歴史・公民，福祉，特別支援学校のみを履修する場合，履修費は50,000円となります。
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Ⅷ　教員採用について

　１　教員採用試験の時期及び手続き
　　⑴　公立学校・園

　　　�　小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の採用試験（公立学校教員採用候補者選考試験）は，受験地に

よって異なりますが，例年 ７月上旬から下旬に一次試験が， ８月から ９月に二次試験（三次試験）が実施さ

れます。

　　　�　幼稚園の採用試験は，県・市・町によって違いがありますが，おおむね ７月中旬または ９月中旬に一次試

験が， ８月下旬から10月下旬に二次試験（三次試験）が行われます。いずれも日程が重ならなければ，複数

の都道府県市町を受験することができます。

　　　　岡山県以外の受験については，各自で要項を取り寄せ，願書を提出してください。

　　⑵　私立学校・園

　　　　私立学校・園の教員の採用は，次のいずれかの方法によって行われます。

　　　①　学校単独の採用試験の場合

　　　　�　本学に求人がある場合，新聞等の広告による場合，私学協会から登録者に案内が直接郵送されてくる場

合等があります。

　　　　�　学内の掲示や，学校教職員公募サイト，新聞の求人欄をこまめにチェックしておく必要があります。ただ

し，現実問題として，私立学校で「公募」というのは非常に狭き門であることは覚悟しておくべきでしょう。

　　　　�　いずれにしても私立学校・園の募集選考は，学校・園ごとに方法も時期も異なっていますので，各自で

早めに希望校に問い合わせることが大切です。

　　　②　登録者名簿方式の場合

　　　　�　岡山県内の私立中学校・高等学校の場合は，「岡山県私学協会」に履歴書等を送付して登録（委託）す

ることが必要です。登録者の中から採用予定校があらかじめ人選した者に採用選考の通知をして，各学校

ごとに採用試験が行われます。

　　　　　なお，登録（委託）しても，場合によっては連絡のないこともありますので，お含みおきください。

　　　　　 ６月から履歴書の委託受付が始まりますので，掲示に注意するとともに，各自で出願してください。

　　　③　適性検査方式の場合

　　　　�　東京都，静岡県，愛知県，兵庫県，広島県の私立中学校・高等学校の場合は，それぞれの「私学協会」

が ７月上旬に私学共通の適性検査を実施しています。なお，適性検査には，クレペリン検査，Ｙ－Ｇ検査

等のみでなく，筆記試験（教科専門，一般教養など）が含まれることがあります。各私立学校はこの検査

の受検者から人選し，面接のうえ採用を決定することになります。

　　　　�　 ５ ～ ６ 月には適性検査の受検申込みをしなければなりませんので，掲示に注意するとともに，各自で該

当する私学協会に問い合わせてください。

　　　④　縁故または出身者採用の場合

　　　　�　各学校・園に欠員が生じた時，本学に求人申込書が送られてきます。カトリック校，本学出身者の在籍

校などが中心ですが，校種は多様であり，募集時期もそれぞれ異なっています。また，私立学校は，その

建学理念や特色について理解を求めることが多いので，出願する前によく調べておくことが必要です。

　　　　　募集があれば，学務部教職支援センターに掲示しますので，その指示に従ってください。

　　　⑤　私学を受験する際の推薦状について

　　　　�　私学を受験する際に学長，学部長または学科長の推薦状を求められることがあります。必要な場合は事

前に教職課程担当者または学務部教職支援センターまで申し出てください。
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　２　講師等の採用について（常勤又は非常勤）
　�　教員採用試験に不合格でも，次年度の採用を期しながら講師として教壇に立ちたいという場合には，希望する

地区の教育委員会又は教育事務所に，改めて履歴書を提出しなければなりません。

　�　10月から11月に希望する都道府県・政令指定都市の教育委員会（岡山県の場合は，岡山県教育庁教職員課や教

育事務所，又は岡山市教育委員会教職員課）に講師登録をして面接を受けてください。採否が決定するのは ３月

中旬から ３月下旬です。

　�　岡山県と岡山市教育委員会については10月〜11月に学内でガイダンスを開き，講師希望者の学内登録をします

ので，教職支援センターの掲示に注意しておいてください。

　�　講師の採用については，自治体によって，問い合わせ先や書類提出時期等が異なりますので，各自で早めに調

査することが必要です。なお，一般的には講師採用については，教員採用試験受験の有無は問われません。また，

年度途中から採用されるケースもたくさんあります。

　　講師登録にあたっては，教職課程担当者ともよく連絡を取ってください。

Ⅸ　免許状の申請手続きについて

　　教育職員免許状は，都道府県教育委員会から授与されます。

　�　卒業見込み及び免許状取得見込みの ４年生については，本学学務部教務係が，免許状授与申請の事務を代行し

ています。一括申請に関しては， ４年次の10月下旬ごろに書類を配付しますので，対象者は学務部教務係の掲示

をよく見て手続きを行ってください。その際，介護等の体験証明書は，原本を提出し，必ずコピーを手元に残し

ておいてください。

　�　所定の手続きを終え，免許状取得の条件を充たせば，卒業証書・学位記授与式の当日に教育職員免許状が授与

されます。学務部教務係から手渡されますので必ず受け取ってください。

　　免許状は紛失しないように大切に保管してください。

　�　なお，本学で定める履修方法によらない場合は，各自で都道府県教育委員会に申請手続きをすることになりま

す。この場合，申請の方法については学務部教務係で指示を受けてください。

教　
　

職

− 189 −− 189 −



Ｂ　学校図書館司書教諭課程履修の手引

　�　「学校図書館法」第 ５条によって，小学校・中学校・高等学校等の学校図書館には，「学校図書館司書教諭」

を置くことが義務づけられています。「学校図書館」の運営においては，児童又は生徒に対する教育指導的活動

も行われますから，「司書」ではなく，教育職員免許状を有している「教諭」であることが求められているのです。

12学級以上のすべての学校に配置が義務づけられていますので，この資格を持った教諭の養成が求められていま

す。教職を志す人は，できるだけこの資格も取得しておくようにお勧めします。

　�　なお，学校教育においては，「学校図書館司書教諭」の仕事のみに従事するということはありません。各教科・

科目の指導や生徒指導等に携わりながら，この仕事も兼務するということになります。

　�　また，公共図書館において専門的職務に携わる「司書」の資格とは全く異なるものですから，注意してくださ

い（「司書」の資格については，pp.200～201を参照）。

　１　資格の登録
　　�　学校図書館司書教諭資格取得希望者は，上表の ５科目のうちいずれかを初めて履修登録する履修登録期間中

に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，学校図書館司書教諭の資格を登録してください。

　２　履修費の納入
　　�　学校図書館司書教諭課程履修費（26,000円）は，上表の ５科目のうちいずれかを初めて履修登録する学期の，

履修登録終了時までに納入してください。

　　　なお，一旦納入した履修費は，一切返還できません。

　３　学校図書館司書教諭課程履修の取りやめ
　　�　やむを得ない理由により学校図書館司書教諭課程の履修を取りやめようとする者は，担当教員に相談のうえ

「学校図書館司書教諭課程履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

Ⅱ　学校図書館司書教諭課程履修手続

Ⅰ　学校図書館司書教諭の資格を取得するには

　 １ �　教職課程を履修して，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校のうちのいずれかの教員免許状を取得す

ること。

　 ２　学校図書館司書教諭課程で開講されている ５科目（各 ２単位）すべてを履修すること。

　 ３ �　上記 １及び ２を満たせば，他大学その他の教育機関において開催される「学校図書館司書教諭講習会」の受

講が免除されます。卒業して約 １年後に「学校図書館司書教諭講習修了証書」が文部科学省から交付されます。

科目名 授業科目 単位数 配当年次
週時間

１期 ２期

学
校
図
書
館
司
書
教

諭
に
関
す
る
科
目

学校経営と学校図書館 ② 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2

学校図書館メディアの構成 ② 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2

学習指導と学校図書館 ② 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2

読 書 と 豊 か な 人 間 性 ② 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2

情 報 メ デ ィ ア の 活 用 ② 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2
備考
　　上記の科目はすべて，「履修科目登録単位の上限」の対象外科目です。
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Ｃ　社会教育主事課程履修の手引

1年生用
（2022年度入学生用）

１　社会教育主事課程履修にあたって
教育基本法では，2006年の改正により「第 １章教育の目的及び理念」に「第 ３条生涯学習の理念」を位置づけ

て，これからの日本社会において，学校教育のみならず，社会教育を含めた生涯学習が重要であることを謳って

います。様々な場所・方法で様々な学びをすることができる今日，社会教育に対する期待はますます大きなもの

になっています。

このような社会情勢から，大学で社会教育に関する学習を行う利点は，社会教育専門職員（社会教育主事，司

書，学芸員）の資格取得に限るものではありません。2008年に閣議決定された「教育振興基本計画」でも示され

たように，今日求められているのは，「社会全体で教育の向上に取り組む」ことです。そのために，国や都道府県，

市町村は，学校や社会教育施設（公民館，図書館，博物館など）を地域の学習拠点として整備していく一方で，「学

校支援地域本部」など地域ぐるみで学校を支援する組織を全国につくるなどの施策を進めており，どのような立

場に立とうと，すべての国民が社会教育の知識・技能を得て広く教育に関わっていくことが期待されています。

社会教育専門職員を目指す人は無論のこと，特に，教員をはじめ社会福祉士・保育士・管理栄養士などの資格を

取得しようとする人や，国や地方，国際を問わず行政に携わる公務員を目指す人，さらに，企業やNGOなどで

社会貢献を行う職員になろうと考えている人は，社会教育に関する専門的知識・技能を習得することは時代の要

請にかなった望ましいことだと言えるでしょう。

２　社会教育主事の基礎資格・任用資格，および社会教育士称号について
社会教育主事は，「社会教育法」に定められた専門的教職員であり，その資格は，国家資格です。都道府県や

市町村の教育委員会に置かれて，社会教育活動に対する専門的な助言を行います。公民館に置かれる場合もあり

ます。本学の学生は，法令で定められた科目を履修することにより，社会教育主事になるための「基礎資格」を

得ることができ，卒業時に「社会教育主事課程修了証書」が交付されます。卒業後，法令で定められた社会教育

関係職（官公署，学校，社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書，学芸員その他社会教育主事補の

職と同等以上の職など）に 1年以上就くことにより，「社会教育主事となりうる資格」（任用資格）を得ることが

できます。その上で，都道府県・市町村教育委員会から「社会教育主事」として発令（採用・配置等）されれば，

社会教育主事の職務に就くことができます。

社会教育・生涯学習へのニーズの広がりに合わせて，2020年度からは，社会教育主事の「基礎資格」を得た段

階で，「社会教育士」と称することができるようになりました（履歴書・名刺等に明示することが可能です）。文

部科学省によれば，「社会教育士」には「NPOや企業等の多様な主体と連携・協働して，社会教育施設における

活動のみならず，環境や福祉，まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて，人づくりや

地域づくりに携わる役割」が期待されます。文部科学省は全国の教育委員会に対して，社会教育士称号が教員採

用選考時にプラスに評価されるよう求めていますし，実際，考慮されるようになっています。
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３　開講科目
社会教育主事任用資格を得るために開講される科目は，下表のとおりです（単位数の○印：必修科目）。

４　履修の手続き
　⑴　資格の登録と履修費の納入

社会教育主事課程履修希望者は，上表の開講科目のうち「社会教育に関する科目」群（「生涯学習概論Ⅰ」「生
涯学習概論Ⅱ」「生涯学習支援論Ⅰ」「生涯学習支援論Ⅱ」「社会教育経営論Ⅰ」「社会教育経営論Ⅱ」「社会教
育実践演習」「地域創生論」）のうちいずれかの科目を初めて履修登録する際に，Web上のシステム（Ｎサポ）
により，社会教育主事任用資格を登録してください。同時に，社会教育主事課程履修費（３5,000円）を履修登
録期間終了時までに納入してください。一旦納入した履修費は一切返還できません。
なお資格登録・履修費納入をせずに「社会教育に関する科目」群の科目（「地域創生論」含む）を履修する
ことはできません。

　⑵　学芸員・司書課程との関係
「社会教育に関する科目」群の科目を履修する前に，「博物館概論」「博物館経営論」「図書館概論」「図書館
施設論」のいずれかの科目を履修する場合，次表に従って，履修手続きを行ってください。

法令上の科目 単位数 本学における開講科目，および科目群 単位数 配当年次 備　　考

必　

修　

科　

目

生涯学習概論 4
生涯学習概論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ
生涯学習概論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ

生涯学習支援論 4
生涯学習支援論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ
生涯学習支援論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② 　Ⅱ

社会教育経営論 4
社会教育経営論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② 　　Ⅲ
社会教育経営論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② 　　Ⅲ

社会教育実習 1
社会教育実践演習※1 社会教育に関する科目 ④ 　　ⅢⅣ

社会教育演習
3社会教育実習 ― ― ― ―

社会教育課題研究 ― ― ― ―

選　
　
　

択　
　
　

科　
　
　

目

社会教育特講 8

地域創生論 社会教育に関する科目 ２ ⅠⅡⅢⅣ
博物館概論 博物館に関する科目 ２ Ⅰ
博物館経営論 博物館に関する科目 ２ 　Ⅱ
図書館概論 図書館に関する科目 ２ Ⅰ
図書館施設論 図書館に関する科目 ２ 　　Ⅲ
ジェンダー論 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
地域社会学 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
地域社会史 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
社会集団・組織論 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢ
現代社会学特講Ⅲ 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅰ 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅱ 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
教育思想史 児童学科学科科目 ２ 　　　Ⅳ
住環境学 人間生活学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
生活経営学 人間生活学科学科科目 ２ Ⅰ
女性学 人間生活学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
近代文学特講Ⅰ 日本語日本文学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
人材育成論 全学共通科目・自立力育成科目 ２ ⅠⅡⅢⅣ
わたしたちの社会とボランティア 全学共通科目・自立力育成科目 ２ ⅠⅡⅢⅣ

資格取得のための必要最低単位数 24 本学における資格取得のための必要最低単位数 24
 （注）※ 1「社会教育実践演習（ 4単位）」は，「社会教育実習（ 1単位）」及び「社会教育演習（ 3単位）」に対応した科目です。

８ 単位以上
選択必修
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６　課程履修の取りやめ
やむを得ない理由により社会教育主事課程の履修を取りやめようとする者は，社会教育主事課程担当教員に相

談のうえ「社会教育主事課程履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

５　社会教育主事課程に関する連絡
Ｎサポ，および学務部教務係掲示板で行います。Ｎサポのリマインダーメールの登録を忘れず行ってください。

また 4月の課程オリエンテーション時に開講科目等の確認を行いますので，履修者・履修希望者は毎年，必ず参

加してください。

　⑶　社会教育主事課程実習費の納入
社会教育主事課程履修者は， ３年次第 １期「社会教育実践演習」の履修登録までに社会教育主事課程実習費

（5,000円）を納入してください。なお，一旦納入した実習費は，一切返還できません。

取得希望資格 履　　修　　手　　続

社会教育主事任用資格のみ	
取得希望

「博物館概論」，「博物館経営論」，「図書館概論」又は「図書館施設論」を履
修登録する時点で，社会教育主事課程履修費を納入し，Web上のシステム（Ｎ
サポ）により，社会教育主事任用資格を登録してください。

社会教育主事任用資格及び	
学芸員資格の両方を取得希望

「博物館概論」又は「博物館経営論」を履修登録する時点で，学芸員課程履
修費を納入し，学芸員課程履修手続をしてください。社会教育主事課程につ
いての履修手続は，「社会教育に関する科目」を履修登録する時点で行って
ください。

社会教育主事任用資格及び	
司書資格の両方を取得希望

司書課程履修手続は，司書課程履修の手引きにしたがって司書課程履修費を
納入し，司書課程履修手続をしてください。社会教育主事課程についての履
修手続は，「社会教育に関する科目」を履修登録する時点で行ってください。
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Ｃ　社会教育主事課程履修の手引

2・ 3年生用
（2021・2020年度入学生用）

１　社会教育主事課程履修にあたって
教育基本法では，2006年の改正により「第 １章教育の目的及び理念」に「第 ３条生涯学習の理念」を位置づけ

て，これからの日本社会において，学校教育のみならず，社会教育を含めた生涯学習が重要であることを謳って

います。様々な場所・方法で様々な学びをすることができる今日，社会教育に対する期待はますます大きなもの

になっています。

このような社会情勢から，大学で社会教育に関する学習を行う利点は，社会教育専門職員（社会教育主事，司

書，学芸員）の資格取得に限るものではありません。2008年に閣議決定された「教育振興基本計画」でも示され

たように，今日求められているのは，「社会全体で教育の向上に取り組む」ことです。そのために，国や都道府県，

市町村は，学校や社会教育施設（公民館，図書館，博物館など）を地域の学習拠点として整備していく一方で，「学

校支援地域本部」など地域ぐるみで学校を支援する組織を全国につくるなどの施策を進めており，どのような立

場に立とうと，すべての国民が社会教育の知識・技能を得て広く教育に関わっていくことが期待されています。

社会教育専門職員を目指す人は無論のこと，特に，教員をはじめ社会福祉士・保育士・管理栄養士などの資格を

取得しようとする人や，国や地方，国際を問わず行政に携わる公務員を目指す人，さらに，企業やNGOなどで

社会貢献を行う職員になろうと考えている人は，社会教育に関する専門的知識・技能を習得することは時代の要

請にかなった望ましいことだと言えるでしょう。

２　社会教育主事の基礎資格・任用資格，および社会教育士称号について
社会教育主事は，「社会教育法」に定められた専門的教職員であり，その資格は，国家資格です。都道府県や

市町村の教育委員会に置かれて，社会教育活動に対する専門的な助言を行います。公民館に置かれる場合もあり

ます。本学の学生は，法令で定められた科目を履修することにより，社会教育主事になるための「基礎資格」を

得ることができ，卒業時に「社会教育主事課程修了証書」が交付されます。卒業後，法令で定められた社会教育

関係職（官公署，学校，社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書，学芸員その他社会教育主事補の

職と同等以上の職など）に 1年以上就くことにより，「社会教育主事となりうる資格」（任用資格）を得ることが

できます。その上で，都道府県・市町村教育委員会から「社会教育主事」として発令（採用・配置等）されれば，

社会教育主事の職務に就くことができます。

社会教育・生涯学習へのニーズの広がりに合わせて，2020年度からは，社会教育主事の「基礎資格」を得た段

階で，「社会教育士」と称することができるようになりました（履歴書・名刺等に明示することが可能です）。文

部科学省によれば，「社会教育士」には「NPOや企業等の多様な主体と連携・協働して，社会教育施設における

活動のみならず，環境や福祉，まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて，人づくりや

地域づくりに携わる役割」が期待されます。文部科学省は全国の教育委員会に対して，社会教育士称号が教員採

用選考時にプラスに評価されるよう求めていますし，実際，考慮されるようになっています。
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３　開講科目
社会教育主事任用資格を得るために開講される科目は，下表のとおりです（単位数の○印：必修科目）。

４　履修の手続き
　⑴　資格の登録と履修費の納入

社会教育主事課程履修希望者は，上表の開講科目のうち「社会教育に関する科目」群（「生涯学習概論Ⅰ」「生
涯学習概論Ⅱ」「生涯学習支援論Ⅰ」「生涯学習支援論Ⅱ」「社会教育経営論Ⅰ」「社会教育経営論Ⅱ」「社会教
育実践演習」「地域創生論」）のうちいずれかの科目を初めて履修登録する際に，Web上のシステム（Ｎサポ）
により，社会教育主事任用資格を登録してください。同時に，社会教育主事課程履修費（35,000円）を履修登
録期間終了時までに納入してください。一旦納入した履修費は一切返還できません。
なお資格登録・履修費納入をせずに「社会教育に関する科目」群の科目（「地域創生論」含む）を履修する
ことはできません。

　⑵　学芸員・司書課程との関係
「社会教育に関する科目」群の科目を履修する前に，「博物館概論」「博物館経営論」「図書館概論」「図書館
施設論」のいずれかの科目を履修する場合，次表に従って，履修手続きを行ってください。

法令上の科目 単位数 本学における開講科目，および科目群 単位数 配当年次 備　　考

必　

修　

科　

目

生涯学習概論 4
生涯学習概論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ
生涯学習概論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ

生涯学習支援論 4
生涯学習支援論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ
生涯学習支援論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② 　Ⅱ

社会教育経営論 4
社会教育経営論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② 　　Ⅲ
社会教育経営論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② 　　Ⅲ

社会教育実習 1
社会教育実践演習※1 社会教育に関する科目 ④ 　　ⅢⅣ

社会教育演習
3社会教育実習 ― ― ― ―

社会教育課題研究 ― ― ― ―

選　
　
　

択　
　
　

科　
　
　

目

社会教育特講 8

地域創生論 社会教育に関する科目 ２ ⅠⅡⅢⅣ
博物館概論 博物館に関する科目 ２ Ⅰ
博物館経営論 博物館に関する科目 ２ 　Ⅱ
図書館概論 図書館に関する科目 ２ Ⅰ
図書館施設論 図書館に関する科目 ２ 　　Ⅲ
社会教育学 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
ジェンダー論 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
地域社会学 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
地域社会史 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
社会集団・組織論 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢ
考古学Ⅰ 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅱ 現代社会学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
教育思想史 児童学科学科科目 ２ 　　　Ⅳ
住環境学 人間生活学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
生活経営学 人間生活学科学科科目 ２ Ⅰ
女性学 人間生活学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
女性学Ⅱ 人間生活学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
近代文学特講Ⅰ 日本語日本文学科学科科目 ２ 　ⅡⅢⅣ
人材育成論 全学共通科目・自立力育成科目 ２ ⅠⅡⅢⅣ
わたしたちの社会とボランティア 全学共通科目・自立力育成科目 ２ ⅠⅡⅢⅣ

資格取得のための必要最低単位数 24 本学における資格取得のための必要最低単位数 24
 （注）※ 1「社会教育実践演習（ 4単位）」は，「社会教育実習（ 1単位）」及び「社会教育演習（ 3単位）」に対応した科目です。

８ 単位以上
選択必修
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６　課程履修の取りやめ
やむを得ない理由により社会教育主事課程の履修を取りやめようとする者は，社会教育主事課程担当教員に相 

談のうえ「社会教育主事課程履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

５　社会教育主事課程に関する連絡
Ｎサポ，および学務部教務係掲示板で行います。Ｎサポのリマインダーメールの登録を忘れず行ってください。

また 4月の課程オリエンテーション時に開講科目等の確認を行いますので，履修者・履修希望者は毎年，必ず参

加してください。

　⑶　社会教育主事課程実習費の納入
社会教育主事課程履修者は， ３年次第 １期「社会教育実践演習」の履修登録までに社会教育主事課程実習費

（5,000円）を納入してください。なお，一旦納入した実習費は，一切返還できません。

取得希望資格 履　　修　　手　　続

社会教育主事任用資格のみ取
得希望

「博物館概論」，「博物館経営論」，「図書館概論」又は「図書館施設論」を履
修登録する時点で，社会教育主事課程履修費を納入し，Web上のシステム（Ｎ
サポ）により，社会教育主事任用資格を登録してください。

社会教育主事任用資格及び学
芸員資格の両方を取得希望

「博物館概論」又は「博物館経営論」を履修登録する時点で，学芸員課程履 
修費を納入し，学芸員課程履修手続をしてください。社会教育主事課程につ
いての履修手続は，「社会教育に関する科目」を履修登録する時点で行って
ください。

社会教育主事任用資格及び司
書資格の両方を取得希望

司書課程履修手続は，司書課程履修の手引きにしたがって司書課程履修費を
納入し，司書課程履修手続をしてください。社会教育主事課程についての履
修手続は，「社会教育に関する科目」を履修登録する時点で行ってください。
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Ｃ　社会教育主事課程履修の手引

４年生用
（2019年度以前入学生用）

１　社会教育主事課程履修にあたって
教育基本法では，2006年の改正により「第 １章教育の目的及び理念」に「第 ３条生涯学習の理念」を位置づけ

て，これからの日本社会において，学校教育のみならず，社会教育を含めた生涯学習が重要であることを謳って

います。様々な場所・方法で様々な学びをすることができる今日，社会教育に対する期待はますます大きなもの

になっています。

このような社会情勢から，大学で社会教育に関する学習を行う利点は，社会教育専門職員（社会教育主事，司

書，学芸員）の資格取得に限るものではありません。2008年に閣議決定された「教育振興基本計画」でも示され

たように，今日求められているのは，「社会全体で教育の向上に取り組む」ことです。そのために，国や都道府県，

市町村は，学校や社会教育施設（公民館，図書館，博物館など）を地域の学習拠点として整備していく一方で，「学

校支援地域本部」など地域ぐるみで学校を支援する組織を全国につくるなどの施策を進めており，どのような立

場に立とうと，すべての国民が社会教育の知識・技能を得て広く教育に関わっていくことが期待されています。

社会教育専門職員を目指す人は無論のこと，特に，教員をはじめ社会福祉士・保育士・管理栄養士などの資格を

取得しようとする人や，国や地方，国際を問わず行政に携わる公務員を目指す人，さらに，企業やNGOなどで

社会貢献を行う職員になろうと考えている人は，社会教育に関する専門的知識・技能を習得することは時代の要

請にかなった望ましいことだと言えるでしょう。

２　社会教育主事の基礎資格・任用資格，および社会教育士称号について
社会教育主事は，「社会教育法」に定められた専門的教職員であり，その資格は，国家資格です。都道府県や

市町村の教育委員会に置かれて，社会教育活動に対する専門的な助言を行います。公民館に置かれる場合もあり

ます。本学の学生は，法令で定められた科目を履修することにより，社会教育主事になるための「基礎資格」を

得ることができ，卒業時に「社会教育主事課程修了証書」が交付されます。卒業後，法令で定められた社会教育

関係職（官公署，学校，社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書，学芸員その他社会教育主事補の

職と同等以上の職など）に １年以上就くことにより，「社会教育主事となりうる資格」（任用資格）を得ることが

できます。その上で，都道府県・市町村教育委員会から「社会教育主事」として発令（採用・配置等）されれば，

社会教育主事の職務に就くことができます。

社会教育・生涯学習へのニーズの広がりに合わせて，2020年度からは，社会教育主事の「基礎資格」を得た段

階で，「社会教育士」と称することができるようになりました（履歴書・名刺等に明示することが可能です）。文

部科学省によれば，「社会教育士」には「NPOや企業等の多様な主体と連携・協働して，社会教育施設における

活動のみならず，環境や福祉，まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて，人づくりや

地域づくりに携わる役割」が期待されます。文部科学省は全国の教育委員会に対して，社会教育士称号が教員採

用選考時にプラスに評価されるよう求めていますし，実際，考慮されるようになっています。

2019年度以前の入学生であっても，基礎資格を得ると共に，次頁の開講科目のうち，「新科目（新課程の科目）」

欄の「生涯学習支援論Ⅰ」「生涯学習支援論Ⅱ」「社会教育経営論Ⅰ」「社会教育経営論Ⅱ」の ４  科目すべての

単位を追加で修得すると「社会教育士」と称することができます。
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３　開講科目及び履修上の注意
　新課程履修者・旧課程履修者の区別と判断

社会教育主事任用資格の取得に必要な科目は，規程の改正により，2020年度から下表のように変更されてい

ます。本学では，2020年度以降は新科目（新課程の科目）のみ開講しています。

2019年度以前の入学生で，旧科目（旧課程の科目）を既に 1科目以上単位修得している場合は，旧課程履修

者とみなされますので，旧科目（旧課程の科目）の単位未修得科目に対応する「新科目（新課程の科目）」の

単位を修得してください。旧科目（旧課程の科目）の単位を修得したものとみなされます（社会教育主事講習

等規程附則 6項により）。

なお，2019年度以前の入学生で，2019年度までに 1科目も旧科目（旧課程の科目）の単位を修得していない

場合は，新課程履修者とみなされますので，2020年度以降，新科目（新課程の科目）の単位を修得してくださ

い。

新旧科目（新旧課程の科目）の対応表
旧科目（旧課程の科目） 新科目（新課程の科目）

法令上の科目
（2020年 3 月31日までの旧科目） 本学における開講科目 単位数 法令上の科目

（2020年 4 月 1 日以降の新科目） 本学における開講科目，および科目群 単位数 配当年次

必　

修　

科　

目

生涯学習概論 4
生涯学習概論Ⅰ ②

生涯学習概論 4
生涯学習概論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ

生涯学習概論Ⅱ ② 生涯学習概論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ

― − ― − 生涯学習支援論 4
生涯学習支援論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② Ⅰ
生涯学習支援論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② 　Ⅱ

社会教育計画 4 社会教育計画 ④ 社会教育経営論 4
社会教育経営論Ⅰ 社会教育に関する科目 ② 　　Ⅲ
社会教育経営論Ⅱ 社会教育に関する科目 ② 　　Ⅲ

― − ― − 社会教育実習 1
社会教育実践演習※1 社会教育に関する科目 ④ 　　ⅢⅣ

社会教育演習
4

社会教育演習 4 社会教育演習
3社会教育実習 ― − 社会教育実習 ― ― − ―

社会教育課題研究 社会教育課題研究 4 社会教育課題研究 ― ― − ―

選　
　
　

択　
　
　

科　
　
　

目

社会教育特講Ⅰ※2

（現代社会と社会教育）

12

住環境学 2

社会教育特講 8

住環境学 人間生活学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ
社会教育学 2 社会教育学 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ

人材育成論 2 人材育成論 全学共通科目・自立力
育成科目 2 ⅠⅡⅢⅣ

女性学Ⅱ 2 女性学Ⅱ 人間生活学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ
ジェンダー論 2 ジェンダー論 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ

― − 地域創生論 社会教育に関する科目 2 ⅠⅡⅢⅣ
地域社会学 2 地域社会学 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ
地域社会史 2 地域社会史 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ

― − 生活経営学 人間生活学科学科科目 2 Ⅰ

社会教育特講Ⅱ※2

（社会教育活動・事業・
施設）

社会教育施設論 2 ― ― − ―
博物館概論 2 博物館概論 博物館に関する科目 2 Ⅰ
博物館経営論 2 博物館経営論 博物館に関する科目 2 　Ⅱ
図書館概論 2 図書館概論 図書館に関する科目 2 Ⅰ
図書館施設論 2 図書館施設論 図書館に関する科目 2 　　Ⅲ
わたしたちの社会とボランティア 2 わたしたちの社会とボランティア 全学共通科目・自立力育成科目 2 ⅠⅡⅢⅣ

社会教育特講Ⅲ※2

（その他必要な科目）

社会集団・組織論 2 社会集団・組織論 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢ
教育思想史 2 教育思想史 児童学科学科科目 2 　　　Ⅳ
身体コミュニケーション※3 2 ― ― − ―
近代文学特講Ⅰ 2 近代文学特講Ⅰ 日本語日本文学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ
民俗学Ⅰ 2 ― ― − ―
民俗学Ⅱ 2 ― ― − ―
考古学Ⅰ 2 考古学Ⅰ 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ
考古学Ⅱ 2 考古学Ⅱ 現代社会学科学科科目 2 　ⅡⅢⅣ

資格取得のための
必要最低単位数 24 本学における資格取得の

ための必要最低単位数 24 資格取得のための
必要最低単位数 24 本学における資格取得のための必要最低単位数 24

○印：必修科目
 （注）※ 1「社会教育実践演習（ 4単位）」は，「社会教育実習（ 1単位）」及び「社会教育演習（ 3単位）」に対応した科目です。
　　　※ ２「社会教育特講Ⅰ」，「社会教育特講Ⅱ」，「社会教育特講Ⅲ」については，それぞれ枠内から 1科目以上選択して履修してください。
　　　※ ３「身体コミュニケーション」は，2018年度以前入学生適用の科目です。
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４　履修の手続き
　⑴　資格の登録と履修費の納入

社会教育主事課程履修希望者は，上表の開講科目のうち「社会教育に関する科目」群の科目のいずれか（新

課程履修者は「生涯学習概論Ⅰ」「生涯学習概論Ⅱ」「生涯学習支援論Ⅰ」「生涯学習支援論Ⅱ」「社会教育経営

論Ⅰ」「社会教育経営論Ⅱ」「社会教育実践演習」「地域創生論」，また旧課程履修者は「生涯学習概論Ⅰ」「生

涯学習概論Ⅱ」「社会教育計画」「社会教育演習」「社会教育課題研究」「社会教育施設論」）を初めて履修登録

する際に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，社会教育主事任用資格を登録してください。同時に，社会

教育主事課程履修費（35,000円）を履修登録期間終了時までに納入してください。一旦納入した履修費は一切

返還できません。

なお資格登録・履修費納入をせずに「社会教育に関する科目」群の科目（「地域創生論」含む）を履修する

ことはできません。

　⑵　学芸員・司書課程との関係
「社会教育に関する科目」群の科目を履修する前に，「博物館概論」「博物館経営論」「図書館概論」「図書館

施設論」のいずれかの科目を履修する場合，下表に従って，履修手続きを行ってください。

６　課程履修の取りやめ
やむを得ない理由により社会教育主事課程の履修を取りやめようとする者は，社会教育主事課程担当教員に相 

談のうえ「社会教育主事課程履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

５　社会教育主事課程に関する連絡
Ｎサポ，および学務部教務係掲示板で行います。Ｎサポのリマインダーメールの登録を忘れず行ってください。

また 4月の課程オリエンテーション時に開講科目等の確認を行いますので，履修者・履修希望者は毎年，必ず参

加してください。

　⑶　社会教育主事課程実習費の納入
「社会教育実践演習」（実習含む）を履修する必要がある人（新課程履修者。および旧課程履修者で2019年度

以前に「社会教育演習」又は「社会教育課題研究」を履修しなかった人）は， 3年次第 1期「社会教育実践演

習」の履修登録までに社会教育主事課程実習費（5,000円）を納入してください。なお，一旦納入した実習費は，

一切返還できません。

取得希望資格 履　　修　　手　　続

社会教育主事任用資格のみ	
取得希望

「博物館概論」，「博物館経営論」，「図書館概論」又は「図書館施設論」を履
修登録する時点で，社会教育主事課程履修費を納入し，Web上のシステム（Ｎ
サポ）により，社会教育主事任用資格を登録してください。

社会教育主事任用資格及び	
学芸員資格の両方を取得希望

「博物館概論」又は「博物館経営論」を履修登録する時点で，学芸員課程履 
修費を納入し，学芸員課程履修手続をしてください。社会教育主事課程につ
いての履修手続は，「社会教育に関する科目」を履修登録する時点で行って
ください。

社会教育主事任用資格及び	
司書資格の両方を取得希望

司書課程履修手続は，司書課程履修の手引きにしたがって司書課程履修費を
納入し，司書課程履修手続をしてください。社会教育主事課程についての履
修手続は，「社会教育に関する科目」を履修登録する時点で行ってください。
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Ｄ　司書課程履修の手引

「司書」とは，図書館法に基づいて図書館におかれる専門的職務にたずさわる職員をいいます。具体的には「司

書資格を有し，公務員として採用され，公共図書館で働く専門職員」を指します。司書資格は，公共図書館（都道

府県立図書館，市町村立図書館）だけでなく大学図書館，専門図書館やその他の図書館の資格としても有用です。

情報社会における図書館では，利用者が求める資料や情報を的確に提供できるよう，コミュニケーションがとれ，

また収集した資料・情報を積極的に発信し，行政や地域社会に貢献できる司書が求められています。

本学では，これらの要請に応えるため，図書館に関する一般的知識をはじめ，専門的知識・技術の修得に重点を

おき，さらにコンピュータをはじめとする最新の情報処理にも十分な知識と技術を修得できるようカリキュラムを

編成しています。

また，司書課程を履修することにより，多様な情報メディアの利用や図書館の活用方法にも精通し，日々の学習

はいうまでもなく，今後の社会生活の中でも大いに役立つはずです。

１　学士の学位を有すること。

２�　下表に開講されている科目のうち，必修科目13科目22単位，選択科目 ２科目 ４単位以上，合計15科目26単位

以上履修すること。

３　上記 １及び ２を満たせば，卒業時に「修了証書」が交付されます。

１　司書資格を取得するには

２　開講科目（「図書館法施行規則」による）及び履修上の注意
司書資格を得るために開講される科目は，次表のとおりです。配当年次に従って履修してください。

法令上の科目 単位数 本学における開講科目 単位数 配当年次 備　　考

必　
　

修　
　

科　
　

目

生涯学習概論 2 生涯学習概論Ⅰ ② Ⅰ 社会教育に関する科目
図書館概論 2 図書館概論 ② Ⅰ

図書館に
関する科目

図書館制度・経営論 2 図書館制度・経営論 ② 　　Ⅲ
図書館情報技術論 2 図書館情報技術論 ② 　Ⅱ
図書館サービス概論 2 図書館サービス概論 ② 　Ⅱ
情報サービス論 2 情報サービス論 ② 　　Ⅲ
児童サービス論 2 児童サービス論 ② Ⅰ

情報サービス演習 2 情報サービス演習Ⅰ ① 　　Ⅲ
情報サービス演習Ⅱ ① 　　Ⅲ

図書館情報資源概論 2 図書館情報資源概論 ② Ⅰ
情報資源組織論 2 情報資源組織論 ② 　Ⅱ

情報資源組織演習 2 情報資源組織演習Ⅰ ① 　Ⅱ
情報資源組織演習Ⅱ ① 　Ⅱ

選
択
科
目

図書館基礎特論 1
図書館サービス特論 1 図書館サービス特論 2 　　Ⅲ
図書館情報資源特論 1
図書・図書館史 1 図書・図書館史 2 Ⅰ
図書館施設論 1 図書館施設論 2 　　Ⅲ
図書館総合演習 1
図書館実習 1

資格取得のための必要最低単位数 24 本学における資格取得のための必要最低単位数 26
� ○印：必修科目
備考
１．すべて，「履修科目登録単位の上限」の対象外となります。
２．演習科目は，関連する基礎科目の履修後，履修することが望ましい。
３．�「情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ」「情報資源組織演習Ⅰ・Ⅱ」は，各 ２クラス（計80名）での開講です。希望人数が80
名を超える場合は，上級生を優先して抽選を行います。履修登録前に履修希望調査をmanaba folioで実施します。

４．司書課程履修者は， １年次に「情報メディア演習」を履修することが望ましい。
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３　履修手続

　⑴　司書資格の登録
　司書資格取得希望者は，前頁表の開講科目のうち「図書館に関する科目」15科目のいずれかを初めて履修登

録する履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，司書資格を登録してください。ただし，司書

資格のみ取得希望者で「図書館に関する科目」よりも前に「生涯学習概論Ⅰ」を履修する場合は，「生涯学習概

論Ⅰ」を履修する時点で司書資格を登録してください。

　⑵　履修費の納入
　司書課程履修費（40,000円）は，前頁表の開講科目のうち「図書館に関する科目」15科目のいずれかを初めて

履修登録する学期の履修登録終了時までに納入してください。ただし，司書資格のみ取得希望者で「図書館に

関する科目」よりも前に「生涯学習概論Ⅰ」を履修する場合は，「生涯学習概論Ⅰ」を履修する時点で司書課程

履修費を納入してください。

　なお，一旦納入した履修費は一切返還できません。

　⑶　司書課程履修の取りやめ
　やむを得ない事由により，司書課程の履修を取りやめようとする者は，司書課程主任に相談のうえ，「司書

課程履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

　⑷　司書課程に関する連絡，周知については，manaba folio及び学務部教務係・Ｎサポの掲示板で行いますの
で注意してください。
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Ｅ　学芸員課程履修の手引

１　学芸員について
「学芸員」とは，博物館（美術館，資料館，科学館，動植物園，水族館，天文台なども含む）において，文部

科学省による博物館法に規定される資料の収集，保管，展示及び調査研究，その他これと関連する事業について

専門的事項を司る職員のことです。「学芸員」になるためには「学芸員資格」を有する必要があり，博物館法施

行規則によって定められた養成科目の単位を修得しなければなりません。

なお，取得した学芸員資格は多岐にわたる分野の博物館施設で有用ですが，本学では，歴史博物館・美術館・

郷土館・文学館といった人文系の学芸員を養成することを主目的にしています。

２ 　履修上の心構え
学芸員は資料の取扱いや展示技術などの基礎的技能とともに，館によって各分野における研究員としての専門

性が求められます。その専門性を高めるには，まずは学部学科での勉学が大切です。課程での学びと日頃の学習

を結びつけながら，知識や技術の習得に努めてください。

なお，学芸員課程で学ぶ内容は，幅広い分野の学習に有益なものですが，課程履修により時間割に制約が生じ，

卒業に必要な科目の選択の幅を狭めることもあります。学芸員課程履修にあたっては，自分の適性と将来計画，

学習計画についてよく考え，安易な気持ちではなく，相当の意志と意欲をもって臨んでください。

３ 　履修手続
⑴　新規履修者説明会への出席

履修登録は学部 １年次から申請することができます。新規に
3 3 3

履修登録をするには， ４月に行われる学芸員課

程の新規
3 3

履修者説明会に出席しなければなりません。

説明会では，課程の履修方法や各科目の履修時における注意事項などのガイダンスを行いますので，新規に
3 3 3

学芸員課程の履修を希望し，かつ次頁の表の開講科目 ９科目のうちいずれかを初めて
3 3 3

履修登録する予定の者は，

必ず
3 3

出席してください。

やむを得ず欠席する場合は，その旨を博物館学準備室（ノートルダムホール東棟 ２階）まで申し出てくださ

い。

⑵　Web登録

学芸員資格取得希望者は，次頁の表の開講科目 ９科目のうちいずれかを初めて履修登録する学期の，定めら

れた履修登録期間内に，Web上のシステム（Ｎサポ）による希望資格登録及び科目履修登録を行ってください。

⑶　履修費の納入

学芸員課程履修費（30,000円）は，新規に学芸員課程の履修を希望し，かつ次頁の表の開講科目 ９科目のう

ちいずれかを初めて履修登録する学期の，履修登録終了時までに納入してください。ただし，社会教育主事課

程の選択科目において「博物館概論」「博物館経営論」を履修する場合は，学芸員課程履修費の納入は必要あ

りません。なお，一旦納入された履修費は一切返還できません。

４ 　学芸員課程履修の取りやめ
やむを得ない事由により，学芸員課程の履修を取りやめようとする者は，学芸員課程主任に相談の上，「学芸

員課程履修取下げ届」を提出してください。書類の受け取り先及び提出先は，博物館学準備室です。
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５ �　学芸員課程に関する連絡，周知については，学芸員課程の掲示板で行いますので注意して見るように
してください。

６ 　学芸員資格を取得するには
学芸員の資格を得るには，「博物館法」第 ５条第 １項第 １号により下記の条件を備える必要があります。

　 １．学士の学位を取得すること（卒業すること）。

　 ２．必修科目（ ９科目19単位）を全て修得すること。

上記 １及び ２を満たせば，卒業時に「修了証書」が交付されます。

◆学芸員資格を取得するにあたっての注意◆

⑴　「生涯学習概論Ⅰ」「博物館概論」をまず履修することが望ましい。

⑵　開講される科目は，すべて「履修科目登録単位の上限」の対象外です。

７ 　博物館実習について
博物館実習は受け入れ側の博物館等と本学との綿密な計画のもとに実施されるものですので，所定の手続きや

指導事項及び書類の提出期限を厳守してください。

◆「博物館実習」履修時の注意点◆

　⑴　実習履修者申込書の提出について
次年度に「博物館実習」の履修を希望する者（館外実務（館務）実習館を自分で探し受け入れの確約を得て

いる者，または確約を得る見通しがある者は除く）は，「博物館実務（館務）実習履修者申込書」を必ず提出

しなければなりません。たとえば，2023年度に履修予定の場合，2022年度中に申込書を提出する必要がありま

す。申込書の締め切りは例年 １月中旬ですので，12月中旬以降の掲示（学芸員課程の掲示板）に注意してくだ

さい。

　⑵　「博物館実習」の履修について
最も望ましいのは，これまでの集大成として「博物館実習」を履修することですが，少なくとも「生涯学習

概論Ⅰ」「博物館概論」「博物館経営論」「博物館資料論」を修得した後に履修することが望ましい。

　⑶　実務（館務）実習について
学内で行う通年の授業の他に，学外で行う実務（館務）実習（ ８日間程度）に参加しなければなりません。

この日時等，詳しい内容については最初の講義時間内に説明します。また， ３， ４年生で博物館実習を予定す

る者は，前年の秋頃に館務実習に関する連絡事項がありますので掲示に十分注意してください。

　⑷　学外施設見学について
「博物館実習」に限らず他科目も同様に，外部の博物館を利用して見学研修を行うことがあります。この場合，

交通費や入館料等は自己負担となります（年間で約1,000円）。

学芸員資格取得のための開講科目（「博物館法施行規則」による）　� 2012年度改正
博物館法施行規則に定める科目 単位 本学における授業科目 単位 配当年次 備　　　考

必　

修　

科　

目

生涯学習概論 2 生涯学習概論Ⅰ 2 Ⅰ 「社会教育に関する科目」
博物館概論 2 博物館概論 2 Ⅰ
博物館経営論 2 博物館経営論 2 　Ⅱ
博物館資料論 2 博物館資料論 2 　Ⅱ
博物館資料保存論 2 博物館資料保存論 2 　Ⅱ
博物館展示論 2 博物館展示論 2 　Ⅱ
博物館教育論 2 博物館教育論 2 　Ⅱ
博物館情報・メディア論 2 博物館情報・メディア論 2 　Ⅱ
博物館実習 3 博物館実習 3 　　Ⅲ

合　計 19 19
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Ｆ　日本語教員養成課程履修の手引

１　日本語教員養成課程について
日本語教員養成課程は，日本語教員の養成を目的とする課程です。
日本語教員とは，日本語を外国語あるいは第二言語として学ぼうとする外国人等に対して「外国語としての日
本語」を教える教員を指します。近年，日本への外国人の流入増加にともない，各方面で日本語教育が必要とさ
れています。特に最近では，小学校・中学校において日本語指導を必要とする外国人児童生徒が増加しています。
また，外国人の技能実習制度や外国人労働者の受け入れ拡大に伴い，地域社会における「生活者としての外国人」
のための日本語教育の需要や，企業等の相談員として日本語教育にたずさわる者の需要が増加することが見込ま
れます。
日本語を第一言語とする児童生徒を対象に行われる「国語教育」の教員と異なり，日本語の知識・能力のほか
に，日本文化や異文化の事情についても学ぶ必要があります。日本語教員養成課程においては，日本語教授法を
はじめ日本語を教えるために必要な日本語学，文法論など，実践に即した独自のカリキュラムで質の高い日本語
教員を養成しています。
現在のところ，法に基づく日本語教員の免許制度は行われていませんが，日本語教員養成課程を修了すること
により，日本語教育施設の教員の資格が与えられます。

２ 　開講科目
本学における開講科目と所定の単位数は，下表のとおりです。

日本語教員養成課程において履修できる科目

区分 最低修得
単 位 数 本学における開講科目 単位数 配当年次

社会・文化・地域 4

社会学
わたしたちの社会と経済
わたしたちの社会と政治
日本文化史Ⅰ※

日本文化史Ⅱ

全学共通科目・教養科目
全学共通科目・自立力育成科目Ａ群
全学共通科目・自立力育成科目Ａ群
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目

2
2
2
2
2

ⅠⅡⅢⅣ
ⅠⅡⅢⅣ
ⅠⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ

言語と社会 4

ことばと社会

異文化理解Ⅰ
異文化理解Ⅱ
日本語学特講Ⅰ
日本語学特講Ⅱ※

対照言語学Ⅰ
対照言語学Ⅱ

（2019年度以前入学生）全学共通科目・教養科目
（2020年度以降入学生）全学共通科目・自立力育成科目Ａ群
英語英文学科学科科目
英語英文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目

2

2
2
2
2
2
2

ⅠⅡⅢⅣ

　ⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ

言語と心理 4
心理学Ⅰ（心理学概論）
心理学Ⅲ（健康・医療心理学）
言語心理学
心理学特講Ⅰ

全学共通科目・教養科目
全学共通科目・教養科目
児童学科学科科目
児童学科学科科目

2
2
2
2

ⅠⅡⅢⅣ
ⅠⅡⅢⅣ
　ⅡⅢⅣ
　Ⅱ

言語と教育 11
日本語教授法Ⅰ
日本語教授法Ⅱ
日本語教授法Ⅲ
日本語教育実習

日本語教員養成課程科目
日本語教員養成課程科目
日本語教員養成課程科目
日本語教員養成課程科目

④
④
②
①

　Ⅱ
　　Ⅲ
　　　Ⅳ
　　　Ⅳ

言　語 12

日本語学概論Ⅰ
日本語学概論Ⅱ
日本語音声学Ⅰ
日本語音声学Ⅱ
日本語文法論Ⅰ
日本語文法論Ⅱ

日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目
日本語日本文学科学科科目

②
②
②
②
②
②

Ⅰ
Ⅰ
　Ⅱ
　Ⅱ
Ⅰ
Ⅰ

合　　計 35

※2021年度は開講されません。（詳細は2021年度開講科目一覧の開講主体のページで確認してください。）　� ○印：必修科目
備考
　上記の科目のうち，「日本語教授法Ⅰ」「日本語教授法Ⅱ」「日本語教授法Ⅲ」「日本語教育実習」を除いた科目
が「履修科目登録単位の上限」の対象科目となります。

日 

本 

語

− 204 −− 204 −



３ 　履修手続
「日本語教員養成課程」を履修するためには，次に掲げる手続きをしなければなりません。

⑴　説明会への出席

本課程の履修を考えている １年生は，全学科 １年生対象のオリエンテーションに出席してください。日本語

教員養成課程の概要や， １年次のうちに履修しておくことが望ましい科目の説明を行います。

また，全学科 ２年生の履修希望者を対象に， ４月のオリエンテーション期間中に「日本語教授法Ⅰ」の履修

に関する説明会を開きます。履修希望者はこの説明会で，「日本語教授法Ⅰ　履修希望届」を提出してもらい

ます。この「履修希望届」提出者の中から履修者を選考します（一学年の定員は30名）。したがって，希望者

は必ずこの説明会に出席しなければなりません。

なお，「日本語教授法Ⅰ」を履修するにあたっては，「 ４　履修上の注意事項⑴」の条件を充たしている必要

があります。

⑵　履修登録・希望資格登録・履修費の納入

「日本語教授法Ⅰ」の履修を認められた者は，履修登録期間内に，Ｎサポによる希望資格登録及び「日本語

教授法Ⅰ」の履修登録を行ってください。

「日本語教授法Ⅰ」の履修を認められた方は，履修登録終了時までに履修費（26,000円）を納入してください。

なお，一旦納入された履修費は一切返還しません。

４ 　履修上の注意事項
⑴　「日本語教授法Ⅰ」を履修登録するためには，原則として １年次に「日本語学概論Ⅰ・Ⅱ」を既に修得して

いなければなりません。

⑵　実習等の関係で，本課程の履修希望者が多い場合には履修制限を行うことがあります（一学年の定員は30名）。

履修制限を行う場合は，「日本語教授法Ⅰ」履修登録時までの成績により履修者を決定するので，条件を充

たすよう早い時期からの努力が望まれます。

⑶　「日本語教育実習」を履修登録するためには，「日本語学概論Ⅰ・Ⅱ」「日本語文法論Ⅰ・Ⅱ」「日本語教授

法Ⅰ・Ⅱ」を含め，前頁表の「日本語教員養成課程において履修できる科目」を，原則として20単位以上修得

していなければなりません。また，「日本語教授法Ⅲ」を同年度に履修登録することが条件となります。

⑷　前頁表には，卒業要件に該当しない科目も含まれています。「履修規程」及び「開講科目一覧」等で確認し

てください。また，実習を伴うため，その負担を考慮するとともに，強い目的意識を持つことが大切です。

⑸　やむを得ない理由により日本語教員養成課程の履修を取りやめようとする場合は，「日本語教員養成課程履

修取下げ届」を日本語教員養成課程主任宛に提出してください。

５ 　「日本語教育実習」について
⑴　原則として，天主教輔仁大学（台湾）において実習を行いますが，諸事情により国内で実習を行うこともあ

ります。

⑵　実習に必要な費用については別途指示します。
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Ｇ　社会調査協会「社会調査士」資格履修の手引

１　社会調査協会「社会調査士」資格取得について
社会調査に関する基礎的な知識・技能，相応の応用力と調査倫理を身につけた人材に対し，一般社団法人社会

調査協会より「社会調査士」資格が与えられます。資格取得のためには，社会調査協会が認定した大学（機関）

で標準カリキュラムに対応した科目を履修し，単位認定を受けることが必要です。

本学現代社会学科は，2004年に，社会調査協会より科目設置校の認定を受けました。これにより，現代社会学

科において，同協会が認定する「社会調査士」資格を取得できることとなりました。また，現代社会学科は，

2010年度から同協会の「教育組織会員」となっています。

３　資格取得申請手続
⑴　資格の登録
社会調査協会「社会調査士」資格取得希望者は，３年次第 １期の履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎ

サポ）により，社会調査士資格を登録するとともに，証明書自動発行機から発行した申請書を学務部教務係に

提出してください。この資格登録をしなければ，必要な科目をすべて履修しても資格は与えられませんので注

意してください（ ４年次に追加登録することは可能です）。

⑵　社会調査協会「社会調査士（キャンディデイト）」資格の認定審査申請（希望者のみ）
前項⑴の手続きを行った者は，下記の申請要件を満たしたうえで， ３年次に，社会調査協会に対して「社会

調査士（キャンディデイト）」資格の認定審査を申請することができます。申請の手順については， ３年次 ４

月に行うオリエンテーションで説明します。申請時に資格認定審査手数料として14,300円が必要です。

【資格認定審査申請要件】

①　在籍期間が ２年を超えること。

②　申請時までに，標準カリキュラム科目を ３科目以上単位取得していること。

③　②の単位取得済み科目と今年度履修中の科目の合計が ５科目以上であること。

なお，社会調査協会「社会調査士」の正規資格は学部卒業を要件とします。「社会調査士（キャンディデイト）」

資格を得た者が正規資格を取得するためには，卒業時に次項⑶の資格変更手続きをする必要があります。

⑶　社会調査協会「社会調査士」資格の認定審査申請
前項⑴の手続きを行い，所定の単位を履修した者は，社会調査協会に対して「社会調査士」資格の認定審査

を申請することができます。申請方法についての説明会を ４年次に行いますので必ず出席してください。申請

時に資格認定審査手数料として16,500円が必要です（「社会調査士（キャンディデイト）」資格を取得している

者は，資格変更手数料の5,500円が必要です）。社会調査協会で認定可否決定後，各申請者個人宛に認定証が交

付（郵送）されます。

２　社会調査協会「社会調査士」該当科目表
以下のＡ～Ｇに対応する授業科目単位を取得し，大学の学部を卒業した者に資格が認定されます。

標準カリキュラム 授業科目名 配当年次 単位数
Ａ　社会調査の基本的事項に関する科目 社会調査論Ⅰ ⅠⅡ 2
Ｂ　調査設計と実施方法に関する科目 社会調査論Ⅱ 　ⅡⅢ 2
Ｃ　基本的な資料とデータの分析に関する科目 社会統計学Ⅰ 　ⅡⅢ 2
Ｄ　社会調査に必要な統計学に関する科目 社会統計学Ⅱ 　ⅡⅢ 2
Ｅ　多変量解析の方法に関する科目
Ｆ　質的な調査と分析の方法に関する科目 社会調査論Ⅲ 　ⅡⅢ 2
Ｇ　社会調査を実際に経験し学習する科目 社会調査実習 　　Ⅲ 4

（注）ＥとＦはどちらかを選択。
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⑷　社会調査協会「社会調査士」資格取得の取りやめ
やむを得ない理由により社会調査協会「社会調査士」資格の取得を取りやめようとする者は，担当教員に相

談のうえ，「社会調査士履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。
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２　社会福祉士試験受験資格取得について
社会福祉士とは，社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第28条の登録を受け，「社会福祉士の

名称を用いて，専門的知識及び技術をもって，身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により

日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ，助言，指導，福祉サービスを提供する者又は医師

その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする

者」で，いわゆる社会福祉業務に携わる専門家をいいます。

本学は，平成13年に，社会福祉士試験受験資格取得に必要とする指定科目の履修が可能な大学として認定され

ています。人間生活学科において指定科目を履修することにより，国家試験受験資格が得られます。

Ｈ　社会福祉士課程履修の手引

1・ 2年生用
（2022・2021年度入学生用）

１　本学で開講している社会福祉士試験受験資格に関する授業科目
社会福祉士及び介護福祉法 左記に対応する本学開設授業科目等 備考科　目　名 授 業 科 目 単 位 数 配当年次 開 講 期

医学概論 医学Ⅰ（人体の構造と機能及び疾病） ② ⅠⅡⅢⅣ １期
心理学と心理的支援 心理学と心理的支援 ② 　Ⅱ　　 ２期
社会学と社会システム 社会学と社会システム ② 　Ⅱ　　 １期

社会福祉の原理と政策 社会福祉学Ⅰ ② Ⅰ　　　 １期
社会福祉学Ⅱ ② ⅠⅡ　　 ２期

社会福祉調査の基礎 社会福祉調査の基礎 ② 　　ⅢⅣ １期
ソーシャルワークの基盤と専門職 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ ② Ⅰ　　　 ２期
ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ ② 　Ⅱ　　 １期

ソーシャルワークの理論と方法 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ ② 　Ⅱ　　 ２期
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ ② 　　Ⅲ　 １期

ソーシャルワークの理論と方法（専門） ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ ② 　　Ⅲ　 ２期
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ ② 　　　Ⅳ 1期

地域福祉と包括的支援体制 地域福祉論Ⅰ ② 　　ⅢⅣ １期
地域福祉論Ⅱ ② 　　ⅢⅣ ２期

福祉サービスの組織と経営 社会福祉経営 ② 　　　Ⅳ 1期

社会保障 社会保障論Ⅰ ② 　　ⅢⅣ １期
社会保障論Ⅱ ② 　　ⅢⅣ ２期

高齢者福祉 高齢者福祉論 ② Ⅰ　　　 ２期
障害者福祉 障害者福祉論 ② 　Ⅱ　　 ２期
児童・家庭福祉 児童家庭福祉論 ② ⅠⅡ　　 ２期
貧困に対する支援 公的扶助論 ② 　ⅡⅢⅣ ２期
保健医療と福祉 保健医療と福祉 ② 　　ⅢⅣ １期
権利擁護を支える法制度 権利擁護を支える法制度 ② 　　ⅢⅣ １期
刑事司法と福祉 刑事司法と福祉 ② 　　ⅢⅣ 2期
ソーシャルワーク演習 ソーシャルワーク演習 ② 　Ⅱ　　 １期

ソーシャルワーク演習（専門）

ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ ② 　Ⅱ　　 ２期
ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ ② 　　Ⅲ　 １期
ソーシャルワーク演習（専門）Ⅲ ② 　　Ⅲ　 １期
ソーシャルワーク演習（専門）Ⅳ ② 　　Ⅲ　 ２期

ソーシャルワーク実習指導 ソーシャルワーク実習指導 ③ 　Ⅱ～Ⅲ ※
ソーシャルワーク実習 ソーシャルワーク実習 ⑥ 　Ⅱ～Ⅲ ※

○印：必修科目
※ 2年 2期から 3年 2期までを原則とする
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３　履修手続
⑴　社会福祉士課程履修希望届の提出

社会福祉士課程履修希望者（以下，社会福祉士希望者という。）は，１年次第 ２期に行われる説明会に出席し，

「社会福祉士課程履修希望届」を担当教員に提出してください。

⑵　資格の登録

社会福祉士希望者は， ２年次第 １期の履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，社会福祉

士の資格登録をしてください。

⑶　履修費の納入

社会福祉士希望者は， ２年次第 １期の「ソーシャルワーク演習」履修登録終了時までに履修費（30,000円）

を納入してください。なお，一旦納入した履修費は，一切返還できません。

⑷　実習費の納入

社会福祉士希望者は， 2年次第 2期「ソーシャルワーク実習」の履修登録終了時までに社会福祉士実習費

（80,000円）を納入してください。なお，一旦納入した実習費は，一切返還できません。

⑸　社会福祉士課程履修の取りやめ

社会福祉士課程の履修を取りやめようとする者は，担当教員に相談のうえ「社会福祉士課程履修取下げ届」

を学務部教務係に提出してください。

４　ソーシャルワーク実習について
社会福祉士試験受験資格取得には，学内での学習をもとに，ソーシャルワーク実践現場において，技術や方法，

倫理・価値・知識を実践的に学ぶための実習（240時間以上）が課せられています。

⑴　実習の展開

ア　本学ではキリスト教の精神を理解し，それを具現できる社会福祉士の養成を目指していることから，社会

福祉士希望者は， ２年次に「キリスト教学XⅡ」「介護理論及び介護技術」を履修することが望ましい（シラ

バス参照）。

イ　「ソーシャルワーク実習」を，社会福祉施設などにおいて， 2年次に60時間， ３年次に180時間行います。

⑵　実習生の資格（原則として次の要件を満たしていること。）

ア　社会福祉士を志す者

イ　実習先の指導方法に従って実習に専念できる者

ウ　社会福祉士試験受験資格取得にかかわる授業科目のうち， ２年次までに設けられている必修科目をすべて

修得済みまたは履修中であるとともに， ２年次終了時点で卒業に必要な単位の ２分の １以上を修得済みの者

５　その他
⑴　健康診断証明書等の提出

実習年度当初に本学が実施する健康診断を必ず受診してください。受診できなかった場合は，医療機関にお

いて発行された健康診断書を学務部保健センターに提出してください。

健康診断証明書の発行申請については，担当教員の指示に従ってください。

⑵　学校感染症

入学年度当初に本学が実施する麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体検査を受け，陰性の場合はワクチ

ンを接種してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された抗体検査結果通知書を学務部

保健センターに提出してください。
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２　社会福祉士試験受験資格取得について
社会福祉士とは，社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第28条の登録を受け，「社会福祉士の

名称を用いて，専門的知識及び技術をもって，身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により

日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ，助言，指導，福祉サービスを提供する者又は医師

その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする

者」で，いわゆる社会福祉業務に携わる専門家をいいます。

Ｈ　社会福祉士課程履修の手引

3・ 4年生用
（2020年度以前入学生用）

１　本学で開講している社会福祉士試験受験資格に関する授業科目
社会福祉士及び介護福祉士法 左記に対応する本学開設授業科目等

備考科目名 国家試
験科目 備考 授業科目 時間 単位数 配当年次 開講期

人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法（180Ｈ）
人体の構造と機能及び疾病 ○

１科目選択

医学Ⅰ（人体の構造と機能及び疾病） 30 2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ １期 Ａ
＊１

心理学理論と心理的支援 ○ 心理学Ⅰ（心理学概論） 30 2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ １期 Ｂ

社会理論と社会システム ○ 地域社会学 30 2 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ １期  �Ｃ家族社会学 30 2 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ ２期

現代社会と福祉 ○ 社会福祉学Ⅰ 30 ② Ⅰ Ⅱ １期
社会福祉学Ⅱ 30 ② Ⅰ Ⅱ 2期

社会調査の基礎 ○ 社会調査の基礎 30 ② 　 　 Ⅲ Ⅳ ２期
統合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術（180Ｈ）

相談援助の基盤と専門職 ○ 社会福祉援助技術論Ⅰ 30 ② Ⅰ ２期
社会福祉援助技術論Ⅱ 30 ② 　 Ⅱ １期

相談援助の理論と方法 ○

社会福祉援助技術論Ⅲ 30 ② 　 Ⅱ ２期
社会福祉援助技術論Ⅳ 30 ② 　 　 Ⅲ １期
社会福祉援助技術論Ⅴ 30 ② 　 　 Ⅲ ２期
社会福祉援助技術論Ⅵ 30 ② 　 　 　 Ⅳ １期

地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術（120Ｈ）

地域福祉の理論と方法 ○ 地域福祉論Ⅰ 30 ② 　 　 Ⅲ Ⅳ １期
地域福祉論Ⅱ 30 ② 　 　 Ⅲ Ⅳ ２期

福祉行財政と福祉計画 ○ 福祉行財政と福祉計画 30 ② 　 　 Ⅲ ２期
福祉サービスの組織と経営 ○ 社会福祉経営 30 ② 　 　 　 Ⅳ １期

サービスに関する知識（300Ｈ）

社会保障 ○ 社会保障論Ⅰ 30 ② 　 　 Ⅲ Ⅳ １期
社会保障論Ⅱ 30 ② 　 　 Ⅲ Ⅳ ２期

高齢者に対する支援と介護保険制度 ○ 高齢者福祉論Ⅰ 30 ② Ⅰ Ⅱ ２期
高齢者福祉論Ⅱ 30 ② 　 Ⅱ １期

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 ○ 障害者福祉論 30 ② 　 Ⅱ ２期
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 ○ 児童福祉論 30 ② Ⅰ Ⅱ ２期
低所得者に対する支援と生活保護制度 ○ 公的扶助論 30 ② 　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ ２期
保健医療サービス ○ 保健医療サービス 30 ② 　 　 Ⅲ Ⅳ １期
就労支援サービス ○

１科目選択

就労支援サービス 15 1 　 　 Ⅲ Ⅳ ２期 Ｄ
＊２権利擁護と成年後見制度 ○ 民法Ⅰ 30 2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ １期  �Ｅ民法Ⅱ 30 2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ２期

更生保護制度 ○ 更生保護制度 15 1 　 　 Ⅲ Ⅳ １期 Ｆ
実習・演習（420Ｈ）

相談援助演習

社会福祉演習Ⅰ 30 ② 　 Ⅱ １期
社会福祉演習Ⅱ 30 ② 　 Ⅱ ２期
社会福祉演習Ⅲ 30 ② 　 　 Ⅲ １期
社会福祉演習Ⅳ 30 ② 　 　 Ⅲ １期
社会福祉演習Ⅴ 30 ② 　 　 Ⅲ ２期

相談援助実習指導 相談援助実習指導 90 ③ 　 Ⅱ～Ⅲ ＊３

相談援助実習 相談援助実習 180 ④ 　 　 Ⅲ ＊４

○印：必修科目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ １　Ａ～Ｃのうち １つ以上選択し，Ｃについては ２科目とも履修すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ ２　Ｄ～Ｆのうち １つ以上選択し，Ｅについては ２科目とも履修すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ ３　 ２年 ２期から ３年 ２期までを原則とする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ ４　通年集中
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本学は，平成13年に，社会福祉士試験受験資格取得に必要とする指定科目の履修が可能な大学として認定され
ています。人間生活学科において指定科目を履修することにより，国家試験受験資格が得られます。

３　履修手続
⑴　社会福祉士課程履修希望届の提出

社会福祉士課程履修希望者（以下，社会福祉士希望者という。）は，１年次第 ２期に行われる説明会に出席し，
「社会福祉士課程履修希望届」を担当教員に提出してください。
⑵　資格の登録

社会福祉士希望者は， ２年次第 １期の履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，社会福祉
士の資格登録をしてください。
⑶　履修費の納入

社会福祉士希望者は， ２年次第 １期の「社会福祉演習Ⅰ」履修登録終了時までに履修費（30,000円）を納入
してください。なお，一旦納入した履修費は，一切返還できません。
⑷　実習費の納入

社会福祉士希望者は， ３年次第 １期「相談援助実習」の履修登録までに社会福祉士実習費（64,000円）を納
入してください。なお，一旦納入した実習費は，一切返還できません。
⑸　社会福祉士課程履修の取りやめ

やむを得ない理由により社会福祉士課程の履修を取りやめようとする者は，担当教員に相談のうえ「社会福
祉士課程履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

４　相談援助実習について
社会福祉士試験受験資格取得には，学内で学んだソーシャルワーカーとしての基礎知識をもとに，福祉実践現
場において，技術や方法，倫理・価値を学ぶための配属実習（180時間以上）が課せられています。
⑴　実習の展開
ア　本学ではキリスト教の精神を理解し，それを具現できる社会福祉士の養成を目指していることから，社会
福祉士希望者は， ２年次に「キリスト教学XⅡ」「介護理論及び介護技術」を履修することが望ましい（シラ
バス参照）。
イ　「相談援助実習」を，社会福祉施設などにおいて， ３年次の夏季休業期間を中心に ４週間（180時間）行
います。

⑵　実習生の資格（原則として次の要件を満たしていること。）
ア　社会福祉士を志す者
イ　実習先の指導方法に従って実習に専念できる者
ウ　社会福祉士試験受験資格取得にかかわる授業科目のうち， ２年次までに設けられている必修科目をすべて
修得済みまたは履修中であるとともに， ２年次終了時点で卒業に必要な単位の ２分の １以上を修得済みの者

５　その他
⑴　健康診断証明書等の提出

実習年度当初に本学が実施する健康診断を必ず受診してください。受診できなかった場合は，医療機関にお
いて発行された健康診断書を学務部保健センターに提出してください。
健康診断証明書の発行申請については，担当教員の指示に従ってください。

⑵　学校感染症
入学年度当初に本学が実施する麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体検査を受け，陰性の場合はワクチ
ンを接種してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された抗体検査結果通知書を学務部
保健センターに提出してください。
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Ｉ　保育士課程履修の手引
1年生用

（2022年度入学生用）
１　保育士
⑴　保育士課程の定員は児童学科のうち100名です。履修希望者が100名を越える場合は， １年次の成績の上位

100名とします。

⑵　保育士の資格を得ようとする者は，本学が児童福祉法施行規則に基づいて設定する，次の［教養科目］［必

修科目］［選択必修科目］のそれぞれの単位数を修得しなければなりません。

①　厚生労働省告示による［教養科目］

教養科目については，全学共通科目の外国語科目 ２単位以上，健康科目（心と体の健康論 ２単位，体育実

技 １単位）及びこれら以外の科目 ６単位以上の計11単位以上を，全学共通科目の履修方法により修得してく

ださい。

②　厚生労働省告示による［必修科目］

厚生労働省告示第198号別表第 １にしたがって，本学における必要最低修得単位数を修得してください。
厚生労働省告示第198号別表第 １による教科目等 左記に対応する本学開設授業科目等

備　　　考
系列 教　　科　　目 単位数 授　業　科　目 単位数 配当年次

保
育
の
本
質
・
目
的
に

関
す
る
科
目　
　
　
　

保育原理� （講義） 2 保育原理 ② Ⅰ
教育原理� （講義） 2 教育原理 ② Ⅰ
子ども家庭福祉� （講義） 2 児童福祉学 ② Ⅰ
社会福祉� （講義） 2 社会福祉学 ② 　ⅡⅢⅣ
子ども家庭支援論� （講義） 2 子ども家庭支援論 ② 　　ⅢⅣ
社会的養護Ⅰ� （講義） 2 社会的養護Ⅰ ② 　Ⅱ
保育者論� （講義） 2 保育者論 ② Ⅰ

保
育
の
対
象
の　
　

理
解
に
関
す
る
科
目

保育の心理学� （講義） 2 発達心理学Ⅱ ② ⅠⅡⅢⅣ
子ども家庭支援の心理学�（講義） 2 福祉心理学 ② 　　ⅢⅣ
子どもの理解と援助�（演習） 1 子どもの理解と援助 ① 　　Ⅲ
子どもの保健� （講義） 2 小児医学 ② 　Ⅱ
子どもの食と栄養� （演習） 2 子どもの食と栄養 ② 　Ⅱ

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保育の計画と評価� （講義） 2 教育課程の理論と方法 ② 　Ⅱ
保育内容総論� （演習） 1 保育内容総論 ① 　Ⅱ

保育内容演習� （演習） 5
音楽表現の指導法 ② 　Ⅱ
造形表現の指導法 ② 　　Ⅲ
身体表現の指導法 ② 　Ⅱ

保育内容の理解と方法�（演習） 4

健康の指導法 ② 　Ⅱ
人間関係の指導法 ② 　　Ⅲ
環境の指導法 ② 　Ⅱ
言葉の指導法 ② 　Ⅱ

乳児保育Ⅰ� （講義） 2 乳児保育Ⅰ ② Ⅰ
乳児保育Ⅱ� （演習） 1 乳児保育Ⅱ ① 　Ⅱ
子どもの健康と安全�（演習） 1 子どもの保健演習 ① 　　　Ⅳ
障害児保育� （演習） 2 障害児保育 ② 　　　Ⅳ
社会的養護Ⅱ� （演習） 1 社会的養護Ⅱ ① 　　Ⅲ
子育て支援� （演習） 1 子育て支援 ① 　　ⅢⅣ

保
育

実
習

保育実習Ⅰ� （実習） 4 保育実習Ⅰ ④ 　Ⅱ～Ⅲ
保育実習指導Ⅰ� （演習） 2 保育実習指導Ⅰ ② 　Ⅱ～Ⅲ

総
合

演
習 保育実践演習� （演習） 2 総合演習Ⅱ ② Ⅰ

必要最低単位数 51 本学における必要最低修得単位数 56
○印：必修科目
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③　厚生労働省告示による［選択必修科目］

選択必修科目については，次表の厚生労働省告示第198号別表第 ２にしたがって，本学における必要最低

単位数を修得してください。

２　履修手続
⑴　保育士課程オリエンテーションへの出席

保育士資格の取得を考えている場合は， 1年次から 4年次まで各学年で開催される保育士課程オリエンテー

ションに出席し，履修方法をよく理解しておいてください。何らかの事情で欠席せざるを得なかった場合は，

早急に保育士課程担当教員に相談し，指示を受けてください。

⑵　保育士課程履修届の提出

保育士課程履修希望者は， 1年次第 2期の所定の時期に，保育士課程履修届を提出してください。提出先は

保育士課程担当教員です。詳細については，上記オリエンテーション等で指示があります。

⑶　資格の登録

保育士資格取得希望者は， ２年次第 １期履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，保育士

資格を登録してください。

⑷　履修費の納入

保育士課程を履修しようとする者は， ２年次第 １期の履修登録終了時までに履修費（44,000円）を納入して

ください。一旦納入した履修費は一切返還できません。

厚生労働省告示第198号別表第 ２による教科目等 左記に対応する本学開設授業科目等
備　　考

系列及び教科目 単位数 授　業　科　目 授業形態 単位数 配当年次

保育の本質・目的に関する
科目

6

モンテッソーリ教育理論 講義 2 　　Ⅲ

６単位以上選択履修

幼児理解及び教育相談の
理論と方法 講義 2 　Ⅱ

保育の対象の理解に関する
科目

発達心理学Ⅰ 講義 2 ⅠⅡⅢⅣ

教育・学校心理学 講義 2 　ⅡⅢⅣ

児童臨床心理学（心理学
的支援法） 講義 2 　Ⅱ

子どもの観察研究法 講義・演習 2 　　Ⅲ

保育の内容・方法に関する
科目

指導法の理論と方法 講義 2 　Ⅱ

音楽Ⅰ 演習 2 　Ⅱ

絵画Ⅰ 実技 1 　Ⅱ

児童文学 講義 2 　ⅡⅢⅣ

児童文化論Ⅱ 講義 2 Ⅰ

家庭教育 講義 2 　　　Ⅳ

LD児等教育総論 講義 2 　Ⅱ

保
育
実
習

保育実習Ⅱ
又は　� （実習）
保育実習Ⅲ

3

保育実習Ⅱ 実習 2 　　　Ⅳ 保育実習Ⅱ及び保
育実習指導Ⅱ又は
保育実習Ⅲ及び保
育実習指導Ⅲから
３単位選択必修

保育実習Ⅲ 実習 2 　　　Ⅳ

保育実習指導Ⅱ
又は　� （演習）
保育実習指導Ⅲ

保育実習指導Ⅱ 演習 1 　　　Ⅳ

保育実習指導Ⅲ 演習 1 　　　Ⅳ

必要最低単位数 9 本学における必要最低修得単位数 9
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⑸　実習費の納入
保育士課程を履修しようとする者は， ２年次第 ２期「保育実習Ⅰ」， ４年次第 １期「保育実習Ⅱ」又は「保
育実習Ⅲ」の履修登録終了時までに，それぞれ指定された実習費（保育実習Ⅰ：45,000円，保育実習Ⅱ又は保
育実習Ⅲ：25,000円）を納入しなければなりません。一旦納入した実習費は一切返還できません。
⑹　保育士登録の申請については ４年次に詳しい説明を行います。
⑺　保育士課程履修の取りやめ

やむを得ない理由により保育士課程の履修を取りやめようとする者は，担当教員に相談のうえ「保育士課程
履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

３　保育実習について
⑴　実習生の資格（原則として次の要件を満たしていること）
ア　保育士を志す者
イ　健康診断を受診し， 4種の抗体検査について必要な条件を満たし，実習を続けるために必要な健康管理に
努めることができる者
ウ　実習園・施設の方針に従って保育実習に専念できる者
エ　実習指導に主体的に出席し，課題や書類等の提出期限を守り，他の実習生と協働して実習に取り組む者
オ　礼儀やマナーに気を配り，守秘義務を守るなど一社会人としての自覚をもち，責任をもって実習にあたる
ことができる者
カ�　「保育実習Ⅰ」（保育所実習）は，２年次第 １期終了までに「保育原理」「児童福祉学」「保育内容総論」「乳
児保育Ⅰ」「総合演習Ⅱ」の科目の単位を修得済みの者
　　※�実習生の資格を有しているかどうか疑義がある場合は，学科として協議し実習に参加できるかどうかを

決定する。
⑵　保育実習園・施設及び期間
ア　「保育実習Ⅰ」は， ２年次11月に，保育所において10日間，並びに ３年次 ６月に，居住型児童福祉施設等
及び障害児通所施設等において10日間，計20日間実施します。
イ　「保育実習Ⅱ・Ⅲ」は， ４年次に保育所，児童福祉施設（保育所以外）又はその他社会福祉施設のいずれ
かにおいて，10日間実施します。

⑶　健康診断証明書等の提出
実習年度当初に本学が実施する健康診断（身体測定・視力検査・胸部レントゲン検査・内科検診・尿検査・
聴力検査）を必ず受診してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された健康診断書を学
務部保健センターに提出してください。
健康診断証明書の発行申請については，本学保育実習担当者の指示に従ってください。

⑷　学校感染症
入学年度当初に本学が実施する麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体検査を受け，陰性の場合はワクチ
ンを接種してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された抗体検査結果通知書を学務部
保健センターに提出してください。
⑸　保育実習期間中の欠席
ア　実習期間中は大学の授業を欠席することになるので，前もって所定の欠席届を提出してください。
イ　実習期間中の実習園・施設における欠席は，原則として認められません。やむを得ない事由（本人の病気，
家族の不幸等）による場合は，速やかに実習園・施設及び本学保育実習担当者に届け出るとともに，本学保
育実習担当者の指示に従ってください。
ウ　実習園・施設の決定後は，病気等やむを得ない事情のほかは，実習を中止したり変更することはできません。
⑹　事故への対応

万一事故が起こった場合は，実習先の職員の指示に従って適切な処置を行うとともに，至急，担当者，学務
部教務係及び学務部学生係に連絡してください。なお，賠償責任保険については，入学時に加入している学生
教育研究賠償責任保険が適用されます。保険に関する事務取扱部署は，学務部学生係です。
⑺　交通手段

バイク・自家用車を利用してはなりません。やむを得ない事情がある場合は，本学保育実習担当者に相談の
うえ，実習園・施設の許可を得てください。
⑻　身だしなみ

保育実習生としてふさわしい品位のある身だしなみをしてください。
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Ｉ　保育士課程履修の手引
２・ 3・ 4年生用

（2021・2020・2019年度入学生用）
１　保育士
⑴　保育士課程の定員は児童学科のうち100名です。履修希望者が100名を越える場合は， １年次の成績の上位

100名とします。

⑵　保育士の資格を得ようとする者は，本学が児童福祉法施行規則に基づいて設定する，次の［教養科目］［必

修科目］［選択必修科目］のそれぞれの単位数を修得しなければなりません。

①　厚生労働省告示による［教養科目］

教養科目については，全学共通科目の外国語科目 ２単位以上，健康科目（心と体の健康論 ２単位，体育実

技 １単位）及びこれら以外の科目 ６単位以上の計11単位以上を，全学共通科目の履修方法により修得してく

ださい。

②　厚生労働省告示による［必修科目］

厚生労働省告示第198号別表第 １にしたがって，本学における必要最低修得単位数を修得してください。

厚生労働省告示第198号別表第 １による教科目等 左記に対応する本学開設授業科目等
備　　　考

系列 教　　科　　目 単位数 授　業　科　目 単位数 配当年次

保
育
の
本
質
・
目
的
に

関
す
る
科
目　
　
　
　

保育原理� （講義） 2 保育原理 ② Ⅰ
教育原理� （講義） 2 教育原理 ② Ⅰ
子ども家庭福祉� （講義） 2 児童福祉学 ② Ⅰ
社会福祉� （講義） 2 社会福祉学 ② 　ⅡⅢⅣ
子ども家庭支援論� （講義） 2 子ども家庭支援論 ② 　　ⅢⅣ
社会的養護Ⅰ� （講義） 2 社会的養護Ⅰ ② 　Ⅱ
保育者論� （講義） 2 保育者論 ② Ⅰ

保
育
の
対
象
の　
　

理
解
に
関
す
る
科
目

保育の心理学� （講義） 2 発達心理学Ⅱ ② ⅠⅡⅢⅣ
子ども家庭支援の心理学�（講義） 2 福祉心理学 ② 　　ⅢⅣ
子どもの理解と援助�（演習） 1 子どもの理解と援助 ① 　　Ⅲ
子どもの保健� （講義） 2 小児医学 ② 　Ⅱ
子どもの食と栄養� （演習） 2 子どもの食と栄養 ② 　Ⅱ

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保育の計画と評価� （講義） 2 教育課程の理論と方法 ② 　Ⅱ
保育内容総論� （演習） 1 保育内容総論 ① 　Ⅱ

保育内容演習� （演習） 5
音楽表現の指導法 ② 　Ⅱ
造形表現の指導法 ② 　　Ⅲ
身体表現の指導法 ② 　Ⅱ

保育内容の理解と方法�（演習） 4
音楽Ⅰ ② 　Ⅱ
造形Ⅰ ② Ⅰ
体育 ② 　Ⅱ

乳児保育Ⅰ� （講義） 2 乳児保育Ⅰ ② Ⅰ
乳児保育Ⅱ� （演習） 1 乳児保育Ⅱ ① 　Ⅱ
子どもの健康と安全�（演習） 1 子どもの保健演習 ① 　　　Ⅳ
障害児保育� （演習） 2 障害児保育 ② 　　　Ⅳ
社会的養護Ⅱ� （演習） 1 社会的養護Ⅱ ① 　　Ⅲ
子育て支援� （演習） 1 子育て支援 ① 　　ⅢⅣ

保
育

実
習

保育実習Ⅰ� （実習） 4 保育実習Ⅰ ④ 　Ⅱ～Ⅲ
保育実習指導Ⅰ� （演習） 2 保育実習指導Ⅰ ② 　Ⅱ～Ⅲ

総
合

演
習 保育実践演習� （演習） 2 総合演習Ⅱ ② Ⅰ

必要最低単位数 51 本学における必要最低修得単位数 54
○印：必修科目
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③　厚生労働省告示による［選択必修科目］

選択必修科目については，次表の厚生労働省告示第198号別表第 ２にしたがって，本学における必要最低

単位数を修得してください。

２　履修手続
⑴　資格の登録

保育士資格取得希望者は， ２年次第 １期履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，保育士

資格を登録してください。

⑵　履修費の納入

保育士課程を履修しようとする者は， ２年次第 １期の履修登録終了時までに履修費（44,000円）を納入して

ください。一旦納入した履修費は一切返還できません。

⑶　実習費の納入

保育士課程を履修しようとする者は， ２年次第 ２期「保育実習Ⅰ」， ４年次第 １期「保育実習Ⅱ」又は「保

育実習Ⅲ」の履修登録終了時までに，それぞれ指定された実習費（保育実習Ⅰ：45,000円，保育実習Ⅱ又は保

育実習Ⅲ：25,000円）を納入しなければなりません。一旦納入した実習費は一切返還できません。

厚生労働省告示第198号別表第 ２による教科目等 左記に対応する本学開設授業科目等
備　　考

系列及び教科目 単位数 授　業　科　目 授業形態 単位数 配当年次

保育の本質・目的に関する
科目

6

モンテッソーリ教育理論 講義 2 　　Ⅲ

６単位以上選択履修

幼児理解及び教育相談の
理論と方法 講義 2 　Ⅱ

保育の対象の理解に関する
科目

発達心理学Ⅰ 講義 2 ⅠⅡⅢⅣ

教育・学校心理学 講義 2 　ⅡⅢⅣ

児童臨床心理学（心理学
的支援法） 講義 2 　Ⅱ

子どもの観察研究法 講義・演習 2 　　Ⅲ

保育の内容・方法に関する
科目

指導法の理論と方法 講義 2 　Ⅱ

健康の指導法 講義・演習 2 　Ⅱ

人間関係の指導法 講義・演習 2 　　Ⅲ

環境の指導法 講義・演習 2 　Ⅱ

言葉の指導法 講義・演習 2 　Ⅱ

音楽Ⅱ 演習 2 　Ⅱ

絵画Ⅰ 実技 1 　Ⅱ

児童文学 講義 2 　ⅡⅢⅣ

児童文化論Ⅱ 講義 2 Ⅰ

家庭教育 講義 2 　　　Ⅳ

LD児等教育総論 講義 2 　Ⅱ

保
育
実
習

保育実習Ⅱ
又は　� （実習）
保育実習Ⅲ

3

保育実習Ⅱ 実習 2 　　　Ⅳ 保育実習Ⅱ及び保
育実習指導Ⅱ又は
保育実習Ⅲ及び保
育実習指導Ⅲから
３単位選択必修

保育実習Ⅲ 実習 2 　　　Ⅳ

保育実習指導Ⅱ
又は　� （演習）
保育実習指導Ⅲ

保育実習指導Ⅱ 演習 1 　　　Ⅳ

保育実習指導Ⅲ 演習 1 　　　Ⅳ

必要最低単位数 9 本学における必要最低修得単位数 9
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⑷　保育士登録の申請については ４年次に詳しい説明を行います。
⑸　保育士課程履修の取りやめ

やむを得ない理由により保育士課程の履修を取りやめようとする者は，担当教員に相談のうえ「保育士課程
履修取下げ届」を学務部教務係に提出してください。

３　保育実習について
⑴　実習生の資格（原則として次の要件を満たしていること）
ア　保育士を志す者
イ　健康診断を受診し， 4種の抗体検査について必要な条件を満たし，実習を続けるために必要な健康管理に
努めることができる者
ウ　実習園・施設の方針に従って保育実習に専念できる者
エ　実習指導に主体的に出席し，課題や書類等の提出期限を守り，他の実習生と協働して実習に取り組む者
オ　礼儀やマナーに気を配り，守秘義務を守るなど一社会人としての自覚をもち，責任をもって実習にあたる
ことができる者
カ�　「保育実習Ⅰ」（保育所実習）は，２年次第 １期終了までに「保育原理」「児童福祉学」「保育内容総論」「乳
児保育Ⅰ」「総合演習Ⅱ」の科目の単位を修得済みの者
　　※�実習生の資格を有しているかどうか疑義がある場合は，学科として協議し実習に参加できるかどうかを

決定する。
⑵　保育実習園・施設及び期間
ア　「保育実習Ⅰ」は， ２年次11月に，保育所において10日間，並びに ３年次 ６月に，居住型児童福祉施設等
及び障害児通所施設等において10日間，計20日間実施します。
イ　「保育実習Ⅱ・Ⅲ」は， ４年次に保育所，児童福祉施設（保育所以外）又はその他社会福祉施設のいずれ
かにおいて，10日間実施します。

⑶　健康診断証明書等の提出
実習年度当初に本学が実施する健康診断（身体測定・視力検査・胸部レントゲン検査・内科検診・尿検査・
聴力検査）を必ず受診してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された健康診断書を学
務部保健センターに提出してください。
健康診断証明書の発行申請については，本学保育実習担当者の指示に従ってください。

⑷　学校感染症
入学年度当初に本学が実施する麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体検査を受け，陰性の場合はワクチ
ンを接種してください。受診できなかった場合は，医療機関において発行された抗体検査結果通知書を学務部
保健センターに提出してください。
⑸　保育実習期間中の欠席
ア　実習期間中は大学の授業を欠席することになるので，前もって所定の欠席届を提出してください。
イ　実習期間中の実習園・施設における欠席は，原則として認められません。やむを得ない事由（本人の病気，
家族の不幸等）による場合は，速やかに実習園・施設及び本学保育実習担当者に届け出るとともに，本学保
育実習担当者の指示に従ってください。
ウ　実習園・施設の決定後は，病気等やむを得ない事情のほかは，実習を中止したり変更することはできません。
⑹　事故への対応

万一事故が起こった場合は，実習先の職員の指示に従って適切な処置を行うとともに，至急，担当者，学務
部教務係及び学務部学生係に連絡してください。なお，賠償責任保険については，入学時に加入している学生
教育研究賠償責任保険が適用されます。保険に関する事務取扱部署は，学務部学生係です。
⑺　交通手段

バイク・自家用車を利用してはなりません。やむを得ない事情がある場合は，本学保育実習担当者に相談の
うえ，実習園・施設の許可を得てください。
⑻　身だしなみ

保育実習生としてふさわしい品位のある身だしなみをしてください。
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Ｊ　モンテッソーリ教育コースの手引

１　目的　モンテッソーリ教育の理論と実際についての研究と実践を行います。

２ 　内容　このコースは，本学児童学科に開設するもので，科目，単位数及びその授業科目は次のとおりです。

⑴　上記の単位を修得した者は，モンテッソーリ教育免許が与えられます。なお，この免許は本学独

自のもので，日本モンテッソーリ協会認定の免許ではありません。

⑵　モンテッソーリ教育コースの補充として講習会を開催することがありますが，それらは単位には

加えられません。

３ 　資格　⑴　学士の学位を有する者
　　　　　　⑵　学士の学位取得見込の者（本学児童学科在学生）

※原則として学士の学位取得者及び学士の学位取得見込者ですが，短期大学卒業者の場合は，本学の

編入学試験に合格すると受講の資格が得られます。

４ 　定員　若　干　名

５ 　受講手続
⑴　受　　付：�３ 年 ２ 期の履修登録期間中に，Web上のシステム（Ｎサポ）により，モンテッソー

リ教育免許を登録してください。また，履修登録までに履修費・実習費を納入してく

ださい。一旦納入した履修費・実習費は一切返還できません。

⑵　費　　用：①　履修費（22,000円）及び実習費（21,000円）合計43,000円

� ――（ ３年 ２期の履修登録までに納入）

　　　　　　　②　実習費（21,000円）――（ ４年 １期の履修登録までに納入）

科　　　　　目 単位数 配当年次 授　業　科　目 備　　考

モンテッソーリ特別研究 ⑥ 　 　 Ⅲ～Ⅳ 卒業論文

小 児 医 学 ② 　 Ⅱ 小児医学

児 童 心 理 学 ② Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 発達心理学Ⅰ

発 達 心 理 学 ② Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 発達心理学Ⅱ

初 等 教 育 原 理 ②
Ⅰ 教育原理 　 どちらか １科目

　 選択必修Ⅰ 保育原理

モンテッソーリ教育理論 ② 　 　 Ⅲ モンテッソーリ教育理論

モンテッソーリ教育実習 ④
　 　 Ⅲ モンテッソーリ教育実習Ⅰ

　 　 　 Ⅳ モンテッソーリ教育実習Ⅱ

合　　　　　計 ⑳
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Ｋ　日本心理学会「認定心理士」課程履修の手引

１ 　日本心理学会「認定心理士」資格取得課程について
現在あらゆる職種で，総合的で専門的な知識を習得した「認定心理士」の必要性は増加しつつあります。この

傾向は今後益々強まることが予測されます。

本学児童学科では，本学科で学習したことを，種々の職業に生かせるように，日本心理学会「認定心理士」資

格を，取得することが可能になっています。この資格は，日本心理学会が心理学の専門家としての職務を遂行す

るのに必要な標準的基礎学力と技能を修得していると認定した人に対して与えられるものです。

本資格取得者の就職先は，心理判定員，児童相談員，社会福祉主事などの福祉心理，福祉相談などの公的業務

を中心とした，心理学，社会学，教育学に関連する職種，職業が考えられます。

２ 　資格取得の条件
本学の児童学科で開講されている科目の内，以下の次頁に記載の所定の心理学関連の科目を36単位以上履修す

ることで，日本心理学会の「認定心理士」資格を取得することが出来ます。

本資格を取得するには，基本的には次の条件を充たすことが必要です。

⑴　大学在学中に日本心理学会が求める表 １の「基礎科目」（Ａ）領域から ４ 単位以上，（Ｂ）（Ｃ）領域は合わ

せて ８ 単位以上，合計12単位以上を履修していること。各領域の ３単位中， ２単位は「基本主題」に属する単

位であること。

⑵　「選択必修科目」（Ｄ）～（Ｈ）の ５ 領域のうち ３領域以上で，各領域 ４単位以上，合計16単位以上を充たし，

残りの単位は（Ａ）～（Ｉ）の任意の科目で充当すること。各領域の ３単位中， ２単位は「基本主題」に属す

る単位であること。

⑶　心理学関連の卒業論文 ４単位。

⑷　上記の条件を充足し，総合計36単位以上の心理学関連科目を履修することが「認定心理士」資格取得条件で

す。
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認定心理士　領域該当科目表

2019年度以降入学生用
必要単位数：36単位

１．基礎科目

２．選択科目

３．その他の科目

（Ｄ）学習心理学・
　　  知覚心理学

心理学特講Ⅰ 基本 2 　Ⅱ
（学習心理学）
言語心理学 基本 2 　Ⅱ

（Ｅ）生理心理学・
　　  比較心理学

基礎心理学特講 基本 2 　　Ⅲ
（生理心理学）

（Ｆ）教育心理学・
　　  発達心理学

発達心理学Ⅰ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育・学校心理学 基本 2 　ⅡⅢⅣ 2017年度以前入学生は「教育心理学」
子どもの理解と援助 基本 1 　　Ⅲ
子どもの観察研究法 基本 1 　　Ⅲ

（Ｇ）臨床心理学・
　　  人格心理学

心理学Ⅱ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ 認定単位数に注意・2017年度以前入学生は「心理学Ⅱ」
（臨床心理学概論）
児童臨床心理学 基本 2 　Ⅱ
（心理学的支援法）
福祉心理学 基本 2 　　ⅢⅣ
知的障害児の心理・生理・病理 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
肢体不自由児の心理・生理・病理 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
病弱児の心理・生理・病理 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
教育相談及び進路指導・
キャリア教育の理論と方法

副次 1 　　　Ⅳ 認定単位数に注意

小児精神医学概論 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
小児精神医学各論 副次 1 　　　Ⅳ 認定単位数に注意

（Ｈ）社会心理学・
　　  産業心理学

社会心理学 基本 2 　　ⅢⅣ
心理学Ⅲ 副次 1 ⅠⅡⅢⅣ 認定単位数に注意・2017年度以前入学生は「心理学Ⅲ」
（健康・医療心理学）

　＊選択科目（Ｄ）－（Ｈ）の ５領域のうち ３領域以上で，各領域 ４単位以上，合計16単位以上履修する。
　＊各領域の ３単位中， ２単位は「基本主題」に属する単位でなければならない。

（Ｉ）心理学関連
　　  科目・卒業論
　　  文・卒業研究

児童学演習Ⅰ 2 　　Ⅲ
児童学演習Ⅱ 2 　　Ⅲ
卒業論文 4 　　　Ⅳ 認定単位数に注意

　＊児童学演習Ⅰ・Ⅱは心理学研究室の演習に限ります。
　＊残り ８単位は，基礎科目，選択必修科目，その他の科目で充当すること。

認定の領域 科　目　名 主題 単位 年次 備　　　　　　考
（Ａ）心理学概論 心理学概論 基本 2 Ⅰ

心理学Ⅰ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ 2017年度以前入学生は「心理学Ⅰ」
（心理学概論）

（Ｂ）心理学研究法 心理学特講Ⅱ 基本 2 　ⅡⅢ
（研究法）
心理教育統計 基本 2 　Ⅱ

（Ｃ）心理学実験・
　　  実習

心理学実験演習Ⅰ 基本 2 　Ⅱ
心理学実験演習Ⅱ 基本 2 　Ⅱ

　＊基礎科目（Ａ）領域は ４単位以上，（Ｂ）（Ｃ）領域は合わせて ８単位以上，合計12単位以上履修する。
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認定心理士　領域該当科目表

2018年度以前入学生用
必要単位数：36単位

１．基礎科目

２．選択科目

３．その他の科目

　

（Ｄ）学習心理学・
　　  知覚心理学

心理学特講Ⅰ 基本 2 　Ⅱ
（学習心理学）
言語心理学 基本 2 　Ⅱ

（Ｅ）生理心理学・
　　  比較心理学

基礎心理学特講 基本 2 　　Ⅲ
（生理心理学）

（Ｆ）教育心理学・
　　  発達心理学

発達心理学Ⅰ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ
発達心理学Ⅱ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ
教育・学校心理学 基本 2 　ⅡⅢⅣ 2017年度以前入学生は「教育心理学」
保育の心理学演習 基本 1 　　Ⅲ
子どもの観察研究法 基本 1 　　Ⅲ

（Ｇ）臨床心理学・
　　  人格心理学

心理学Ⅱ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ 認定単位数に注意・2017年度以前入学生は「心理学Ⅱ」
（臨床心理学概論）
子どもをめぐる精神保健 基本 2 　Ⅱ
児童臨床心理学Ⅰ 基本 2 　Ⅱ
児童臨床心理学Ⅱ 基本 2 　　ⅢⅣ
知的障害児の心理・生理・病理 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
肢体不自由児の心理・生理・病理 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
病弱児の心理・生理・病理 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
教育相談の理論と方法 副次 1 　　　Ⅳ 認定単位数に注意
小児精神医学概論 副次 1 　Ⅱ 認定単位数に注意
小児精神医学各論 副次 1 　　　Ⅳ 認定単位数に注意

（Ｈ）社会心理学・
　　  産業心理学

社会心理学 基本 2 　　ⅢⅣ
心理学Ⅲ 副次 1 ⅠⅡⅢⅣ 認定単位数に注意・2017年度以前入学生は「心理学Ⅲ」
（健康・医療心理学）

　＊選択科目（Ｄ）－（Ｈ）の ５領域のうち ３領域以上で，各領域 ４単位以上，合計16単位以上履修する。
　＊各領域の ３単位中， ２単位は「基本主題」に属する単位でなければならない。

（Ｉ）心理学関連
　　  科目・卒業論
　　  文・卒業研究

児童学演習Ⅰ 2 　　Ⅲ
児童学演習Ⅱ 2 　　Ⅲ
卒業論文 4 　　　Ⅳ 認定単位数に注意

＊児童学演習Ⅰ・Ⅱは心理学研究室の演習に限ります。
＊残り ８単位は，基礎科目，選択必修科目，その他の科目で充当すること。

認定の領域 科　目　名 主題 単位 年次 備　　　　　　考
（Ａ）心理学概論 心理学概論 基本 2 Ⅰ

心理学Ⅰ 基本 2 ⅠⅡⅢⅣ 2017年度以前入学生は「心理学Ⅰ」
（心理学概論）

（Ｂ）心理学研究法 心理学特講Ⅱ 基本 2 　ⅡⅢ
（研究法）
心理教育統計 基本 2 　Ⅱ

（Ｃ）心理学実験・
　　  実習

心理学実験演習Ⅰ 基本 2 　Ⅱ
心理学実験演習Ⅱ 基本 2 　Ⅱ

　＊基礎科目（Ａ）領域は ４単位以上，（Ｂ）（Ｃ）領域は合わせて ８単位以上，合計12単位以上履修する。
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３ 　資格取得の履修上での留意点
⑴　表 １の「その他の科目」以外の各領域は，「基本主題」と「副次主題」に分類されています。「基本主題」の

科目の単位数は，大学での完結単位数と同じですが，「副次主題」の科目の単位数は，大学での完結単位数と

は関係なく，どれも １単位と換算されます。

⑵　卒業論文は，心理学に関連したテーマであることが求められます。また，卒業論文の単位数は， ４単位に換

算されます。

４ 　資格取得申請手続
既述の条件を充たし，標記資格認定を希望する際には，日本心理学会所定の①資格認定申請書，②履歴書，③

修得単位表と，④卒業大学の卒業証明書を揃え，審査料10,000円を添えて認定委員会に申請します。④について

は，申請者が大学在学中に申請条件を充たした場合，卒業見込書を添付することで，これに替えることが出来ま

す。その際は，認定された者には「仮認定証」が交付されることになります。そして卒業後に卒業証明書を送付

することで，正式の認定証が再度交付されます。

なお，いずれの場合も合格通知を受理した時点で，認定料30,000円を納入することが求められます。それによっ

て認定心理士名簿に氏名が登録されると共に，認定証が交付されて認定心理士の資格が取得されることになりま

す。

本資格に関する詳細な質問は，児童学科の湯澤研究室で尋ねてください。

なお，本学から一括申請しますので卒業年次の ２月か ３月に説明会を開きます。より詳しい情報はインターネッ

トの日本心理学会ホームページで確認してください。
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Ｌ　管理栄養士課程履修の手引

１　管理栄養士課程について
管理栄養士課程は，栄養士法に基づく栄養士及び管理栄養士の養成を目的とする課程です。

栄養士とは，都道府県知事の免許を受けて，栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者を

いいます。管理栄養士とは，厚生労働大臣の免許を受けて，管理栄養士の名称を用いて，傷病者に対する療養の

ため必要な栄養の指導，個人の身体の状況，栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持

増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況，

栄養状態，利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な

指導等を行うことを業とする者をいいます。

食品栄養学科は，管理栄養士養成施設として厚生労働大臣から指定を受けていますので，食品栄養学科の科目

を履修することにより卒業と同時に栄養士免許が取得できます。さらに，管理栄養士国家試験受験資格を得るこ

とができます。

２ 　開講科目
管理栄養士課程に関する開講科目及び所定の単位数は，食品栄養学科の開講科目及び単位数によります。

３ 　履修費及び実習費の納入
管理栄養士課程を履修する者は，管理栄養士履修費及び管理栄養士実習費を定められた期日までに納入しなけ

ればなりません。いったん納入された履修費は，いっさい返還しません。

４ 　臨地実習について
学則別表Ⅲの ３に定められた授業科目の臨地実習の履修にあたっては，「ノートルダム清心女子大学管理栄養

士課程臨地実習履修要領」に従います。

５ 　栄養士免許申請について
栄養士免許は，厚生労働大臣が指定した栄養士養成施設を卒業後に都道府県知事から受けます。申請に関して

は， ４年次にガイダンスを行いますので，対象者は食品栄養学科の掲示，Ｎサポ等の通知をよく確認してくださ

い。

６ 　管理栄養士国家試験
管理栄養士免許を取得するには，厚生労働大臣が行う管理栄養士国家試験に合格しなければなりません。平成

17年 ４ 月 １ 日以降は新制度による国家試験が実施されています。試験科目は社会・環境と健康，人体の構造と機

能及び疾病の成り立ち，食べ物と健康，基礎栄養学，応用栄養学，栄養教育論，臨床栄養学，公衆栄養学，給食

経営管理論です。

食品栄養学科卒業見込みの ４年生を対象に管理栄養士国家試験ガイダンスを開催しますので，食品栄養学科の

掲示をよく見て受験の準備をしてください。
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管理栄養士必修科目

1 ・ ２ ・ 3 ・ 4 年生用
（2022・2021・2020・2019年度入学生用）

○印：必修科目　△印：選択必修科目

管理栄養士学校指定規則の規定 左記に対する本学開設授業科目等
備　　　考教育内容 単位数 授業科目 単位数 配当年次講義又は演習 実験又は実習 講義又は演習 実験又は実習

専　

門　

基　

礎　

分　

野

社会・環境と健康 6

10

専　

攻　

科　

目

公衆衛生学 ② 　Ⅱ
社会福祉概論 ② 　Ⅱ
健康情報管理論 ② 　Ⅱ
健康情報管理論実習 ① 　Ⅱ

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち 14

解剖生理学Ⅰ ② Ⅰ
解剖生理学Ⅱ ② Ⅰ
解剖生理学Ⅲ ② 　Ⅱ
解剖生理学実験Ⅰ ① 　Ⅱ
解剖生理学実験Ⅱ ① 　Ⅱ
生化学Ⅰ ② Ⅰ
生化学Ⅱ ② Ⅰ
生化学実験 ① 　Ⅱ
病理学 ② 　Ⅱ
臨床医学Ⅰ ② 　Ⅱ
臨床医学Ⅱ ② 　　Ⅲ
臨床情報管理実習 ① 　Ⅱ
微生物学 ② 　Ⅱ
生体防御論 ② 　　Ⅲ
生体防御論実験 ① 　　Ⅲ

食べ物と健康 8

食品学Ⅰ ② Ⅰ
食品学Ⅱ ② Ⅰ
食品学実験 ① Ⅰ
食品衛生学Ⅰ ② 　Ⅱ
食品衛生学Ⅱ ② 　Ⅱ
食品衛生学実験 ① 　Ⅱ
調理学 ② Ⅰ
調理学実習Ⅰ ① Ⅰ
調理学実習Ⅱ ① Ⅰ

専　

門　

分　

野

基礎栄養学 2

8

基礎栄養学 ② Ⅰ
基礎栄養学実習 ① 　Ⅱ

応用栄養学 6

応用栄養学Ⅰ ② 　Ⅱ
応用栄養学Ⅱ ② 　Ⅱ
応用栄養学Ⅲ ② 　　Ⅲ
応用栄養学実習 ① 　　Ⅲ

栄養教育論 6

栄養教育論Ⅰ ② 　Ⅱ
栄養教育論Ⅱ ② 　　Ⅲ
栄養教育論Ⅲ ② 　　　Ⅳ
栄養教育論実習 ① 　　Ⅲ

臨床栄養学 8

臨床栄養学Ⅰ ② 　　Ⅲ
臨床栄養学Ⅱ ② 　　Ⅲ
臨床栄養学Ⅲ ② 　　　Ⅳ
臨床栄養学Ⅳ ② 　　　Ⅳ
臨床栄養学実習Ⅰ ① 　　Ⅲ
臨床栄養学実習Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨床栄養学実習Ⅲ ① 　　　Ⅳ

公衆栄養学 4
公衆栄養学Ⅰ ② 　Ⅱ
公衆栄養学Ⅱ ② 　　Ⅲ
公衆栄養学実習 ① 　　Ⅲ

給食経営管理論 4

給食経営管理論Ⅰ ② 　Ⅱ
給食経営管理論Ⅱ ② 　Ⅱ
給食経営管理論実習Ⅰ ① 　Ⅱ
給食経営管理論実習Ⅱ ① 　　Ⅲ

総合演習 2

栄養学総合演習 ① 　　　Ⅳ
臨地実習事前事後指導Ⅰ ① 　　Ⅲ～Ⅳ
臨地実習事前事後指導Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨地実習事前事後指導Ⅲ 1 　　Ⅲ
臨地実習事前事後指導Ⅳ 1 　　Ⅲ

臨地実習 － 4

臨地実習Ⅰ ② 　　Ⅲ～Ⅳ
臨地実習Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨地実習Ⅲ 1 　　Ⅲ
臨地実習Ⅳ 1 　　Ⅲ
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管理栄養士必修科目

（2018年度入学生用）

○印：必修科目　△印：選択必修科目

管理栄養士学校指定規則の規定 左記に対する本学開設授業科目等
備　　　考教育内容 単位数 授業科目 単位数 配当年次講義又は演習 実験又は実習 講義又は演習 実験又は実習

専　

門　

基　

礎　

分　

野

社会・環境と健康 6

10

専　

攻　

科　

目

公衆衛生学 ② 　Ⅱ
社会福祉概論 ② 　Ⅱ
健康情報管理論 ② 　Ⅱ
健康情報管理論実習 ① 　Ⅱ

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち 14

解剖生理学Ⅰ ② Ⅰ
解剖生理学Ⅱ ② Ⅰ
解剖生理学Ⅲ ② Ⅰ
解剖生理学実験Ⅰ ① 　Ⅱ
解剖生理学実験Ⅱ ① 　Ⅱ
生化学Ⅰ ② Ⅰ
生化学Ⅱ ② Ⅰ
生化学実験 ① 　Ⅱ
病理学 ② 　Ⅱ
臨床医学Ⅰ ② 　Ⅱ
臨床医学Ⅱ ② 　　Ⅲ
臨床情報管理実習 ① 　Ⅱ
微生物学 ② 　Ⅱ
生体防御論 ② 　　Ⅲ
生体防御論実験 ① 　　Ⅲ

食べ物と健康 8

食品学Ⅰ ② Ⅰ
食品学Ⅱ ② Ⅰ
食品学実験 ① Ⅰ
食品衛生学Ⅰ ② 　Ⅱ
食品衛生学Ⅱ ② 　Ⅱ
食品衛生学実験 ① 　Ⅱ
調理学 ② Ⅰ
調理学実習Ⅰ ① Ⅰ
調理学実習Ⅱ ① Ⅰ

専　

門　

分　

野

基礎栄養学 2

8

基礎栄養学 ② Ⅰ
基礎栄養学実習 ① 　Ⅱ

応用栄養学 6

応用栄養学Ⅰ ② 　Ⅱ
応用栄養学Ⅱ ② 　Ⅱ
応用栄養学Ⅲ ② 　　Ⅲ
応用栄養学実習 ① 　　Ⅲ

栄養教育論 6

栄養教育論Ⅰ ② 　Ⅱ
栄養教育論Ⅱ ② 　　Ⅲ
栄養教育論Ⅲ ② 　　　Ⅳ
栄養教育論実習 ① 　　Ⅲ

臨床栄養学 8

臨床栄養学Ⅰ ② 　　Ⅲ
臨床栄養学Ⅱ ② 　　Ⅲ
臨床栄養学Ⅲ ② 　　　Ⅳ
臨床栄養学Ⅳ ② 　　　Ⅳ
臨床栄養学実習Ⅰ ① 　　Ⅲ
臨床栄養学実習Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨床栄養学実習Ⅲ ① 　　　Ⅳ

公衆栄養学 4
公衆栄養学Ⅰ ② 　Ⅱ
公衆栄養学Ⅱ ② 　　Ⅲ
公衆栄養学実習 ① 　　Ⅲ

給食経営管理論 4

給食経営管理論Ⅰ ② 　Ⅱ
給食経営管理論Ⅱ ② 　Ⅱ
給食経営管理論実習Ⅰ ① 　Ⅱ
給食経営管理論実習Ⅱ ① 　　Ⅲ

総合演習 2

栄養学総合演習 ① 　　　Ⅳ
臨地実習事前事後指導Ⅰ ① 　　Ⅲ
臨地実習事前事後指導Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨地実習事前事後指導Ⅲ 1 　　Ⅲ
臨地実習事前事後指導Ⅳ 1 　　Ⅲ

臨地実習 － 4

臨地実習Ⅰ ② 　　Ⅲ～Ⅳ
臨地実習Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨地実習Ⅲ 1 　　Ⅲ
臨地実習Ⅳ 1 　　Ⅲ

管
理
栄
養
士

− 225 −− 225 −



管理栄養士必修科目

（2016年度入学生用）

○印：必修科目　△印：選択必修科目

管理栄養士学校指定規則の規定 左記に対する本学開設授業科目等
備　　　考教育内容 単位数 授業科目 単位数 配当年次講義又は演習 実験又は実習 講義又は演習 実験又は実習

専　

門　

基　

礎　

分　

野

社会・環境と健康 6

10

専　

攻　

科　

目

公衆衛生学 ② 　Ⅱ
社会福祉概論 ② 　Ⅱ
健康情報管理論 ② 　Ⅱ
健康情報管理論実習 ① 　Ⅱ

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち 14

解剖生理学Ⅰ ② Ⅰ
解剖生理学Ⅱ ② Ⅰ
解剖生理学Ⅲ ② Ⅰ
解剖生理学実験Ⅰ ① 　Ⅱ
解剖生理学実験Ⅱ ① 　Ⅱ
生化学Ⅰ ② Ⅰ
生化学Ⅱ ② Ⅰ
生化学実験 ① 　Ⅱ
病理学 ② 　Ⅱ
臨床医学Ⅰ ② 　Ⅱ
臨床医学Ⅱ ② 　　Ⅲ
臨床情報管理実習 ① 　Ⅱ
微生物学 ② 　Ⅱ
生体防御論 ② 　　Ⅲ
生体防御論実験 ① 　　Ⅲ

食べ物と健康 8

食品学Ⅰ ② Ⅰ
食品学Ⅱ ② Ⅰ
食品学実験 ① Ⅰ
食品衛生学Ⅰ ② 　Ⅱ
食品衛生学Ⅱ ② 　Ⅱ
食品衛生学実験 ① 　Ⅱ
調理学 ② Ⅰ
調理学実習Ⅰ ① Ⅰ
調理学実習Ⅱ ① Ⅰ

専　

門　

分　

野

基礎栄養学 2

8

基礎栄養学 ② Ⅰ
基礎栄養学実習 ① 　Ⅱ

応用栄養学 6

応用栄養学Ⅰ ② 　Ⅱ
応用栄養学Ⅱ ② 　Ⅱ
応用栄養学Ⅲ ② 　　Ⅲ
応用栄養学実習 ① 　　Ⅲ

栄養教育論 6

栄養教育論Ⅰ ② 　Ⅱ
栄養教育論Ⅱ ② 　　Ⅲ
栄養教育論Ⅲ ② 　　　Ⅳ
栄養教育論実習 ① 　　Ⅲ

臨床栄養学 8

臨床栄養学Ⅰ ② 　　Ⅲ
臨床栄養学Ⅱ ② 　　Ⅲ
臨床栄養学Ⅲ ② 　　　Ⅳ
臨床栄養学Ⅳ ② 　　　Ⅳ
臨床栄養学実習Ⅰ ① 　　Ⅲ
臨床栄養学実習Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨床栄養学実習Ⅲ ① 　　　Ⅳ

公衆栄養学 4
公衆栄養学Ⅰ ② 　Ⅱ
公衆栄養学Ⅱ ② 　　Ⅲ
公衆栄養学実習 ① 　　　Ⅳ

給食経営管理論 4

給食経営管理論Ⅰ ② 　Ⅱ
給食経営管理論Ⅱ ② 　Ⅱ
給食経営管理論実習Ⅰ ① 　Ⅱ
給食経営管理論実習Ⅱ ① 　　Ⅲ

総合演習 2

栄養学総合演習 ① 　　　Ⅳ
臨地実習事前事後指導Ⅰ ① 　　Ⅲ～Ⅳ
臨地実習事前事後指導Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨地実習事前事後指導Ⅲ 1 　　ⅢⅣ
臨地実習事前事後指導Ⅳ 1 　　ⅢⅣ

臨地実習 － 4

臨地実習Ⅰ ② 　　Ⅲ～Ⅳ
臨地実習Ⅱ ① 　　Ⅲ
臨地実習Ⅲ 1 　　ⅢⅣ
臨地実習Ⅳ 1 　　ⅢⅣ
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Ｍ　食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格取得の手引

１　食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得について
食品衛生管理者は，食品衛生法で定められている乳製品，化学的合成品である添加物，その他の製造または加

工の過程において衛生上の考慮を必要とする食品や添加物の製造または加工を行う営業者が，その製造または加

工を衛生的に管理させるため，それぞれの施設に配置している専門知識をもった専任の管理者です。食品衛生監

視員は，食品衛生法などに定められている食品衛生に関する監視，検査，指導などの職務を行う者で，国または

都道府県，保健所を設置する市もしくは特別区の官吏または吏員のうちから，厚生労働大臣または都道府県知事，

保健所を設置する市の市長もしくは特別区の区長により任ぜられた技術公務員です。

食品栄養学科は，食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設として厚生労働省に登録されていますので，食

品栄養学科の規定科目を履修し卒業することにより食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格が取得できま

す。

２ 　開講科目
食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格取得に関する開講科目及び所定の単位数は，食品栄養学科の開講科目

及び単位数によります。
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学生生活の手引





学生生活の手引
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学　務　部　学　生　係

　大学においては，高い教養を身につけ，学問研究に励むことが第一ですが，課外活動や交友関係，その他の日常

生活を通じて人格形成をはかることも，それに劣らず重視されます。

　そのために，本学では学務部学生係を設け，学生生活を支援しています。

１ 　授業時間帯

２　学務部窓口取扱時間帯
　　　平　日　 ８：30～16：30（11：25～12：25を除く）

　　　土曜日　 ８：30～12：30

　　※休業日は学内暦を参照。

３ 　大学から学生への伝達について
大学から学生への連絡や通知は，Ｎサポ及び学内の掲示板で行います。連絡・通知には期限のある重要事項な

どが多くあります。Ｎサポは必ずリマインダメール登録をしてください。また，大学に来たときは，必ず掲示板

も確認してください。

Ｎサポ・掲示を見なかった場合，不利益が生じても大学は一切責任を負いません。

４ 　学生証
「学生証」はノートルダム清心女子大学の学生であることを証明する大切なものです。常に携帯し，他人に貸与・

譲渡してはいけません。紛失した場合は，証明書自動発行機で申し込み，発行される申請書を学務部学生係に提

出してください。（再交付手数料1,000円が必要）

次のような場合，学生証の呈示が求められます。

①証明書自動発行機で各種証明書の交付を受けるとき

②試験を受けるとき

試験を受けるためには，学生証が必要です。万一，忘れた場合は証明書自動発行機で仮学生証を発行して

ください。（発行手数料200円が必要）

③図書館を利用するとき

④本学教職員から求められたとき

 〈注〉ユネスコ承認国際学生証（ISICカード）が必要な場合は，https://www.isic.org/japan/にアクセスするこ

とで申請方法を把握することができます。

時　限 開始時刻 終了時刻

１時限 ９：00 10：30

２ 時限 10：45 12：15

３ 時限 13：00 14：30

４ 時限 14：45 16：15

５ 時限 16：30 18：00
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５ 　学籍異動（休学・復学・退学等）
　⑴　休学

ア　病気その他の理由により ２ヶ月以上修学できない場合は，学期または年度を単位として休学することがで

きます。その場合，所定の用紙に保護者（保証人）連署のうえ理由を明らかにして，アドバイザー等を経て

学務部学生係に願い出てください。理由が病気である場合は，医師の診断書を添付する必要があります。

イ　病気その他の事由のため，修学困難と認められた場合には，学長は休学を勧告することがあります。

ウ　休学の期間は在学期間には算入されません。したがって，少なくともその期間だけ卒業延期になります。

　　なお，休学は通算して ２年を超えることはできません。

エ　休学期間は，在籍料として，授業料の ２分の １を納めなければなりません。

オ　休学期間が満了する原則として １ヶ月前までに次の異動の手続をする必要があります。

　⑵　復学

休学期間中であっても，休学の理由が消滅した場合は，復学をすることができます。その場合，所定の用紙

に保護者（保証人）連署のうえアドバイザー等を経て学務部学生係に願い出てください。休学の理由が病気で

あった場合は，医師の証明書を添付する必要があります。

　⑶　転学

本学から他の大学へ転学を希望する者は，所属学科長の承認を経て ２月末日までに学長の許可を得なければ

なりません。

　⑷　転学部・転学科

本学在学生で次年度から他学部・他学科へ転学部・転学科を希望する者は，第 ２年次以降の特別入学試験の

出願期間（ 9月頃）に願書を提出すれば，選考の上，認められることがあります。

　⑸　退学

ア　病気その他やむを得ない事情により退学しようとする場合は，所定の用紙に保護者（保証人）連署のうえ，

アドバイザー等を経て学務部学生係に願い出てください。

イ　退学願を提出する場合は，学生証，ロッカーの鍵を学務部学生係に返還してください。

ウ　学年中途で退学する場合は，その在籍した学期の納入金を全額支払わねばなりません。

エ　願いによりいったん退学した者が， ２年以内に再び入学を希望し申し出た場合は，選考の上，学長の許可

を得て，退学時の相当年次に再入学を許可されることがあります。

　⑹　除籍

次のいずれかに該当する者は本人の意思に関係なく除籍になります。

　　ア　死亡した者

　　イ　学費を滞納した者

　　ウ　学則第12条第 ２項に定める在学年限を超えた者

　　エ　休学の期間が ２年を超えた者

６ 　アドバイザー制度
　本学での学生生活を豊かで安心したものにするために学部生を対象にアドバイザー制度が設けられています。

在学生の一人ひとりに対して，所属学科の専任教員が １名，アドバイザーとして対応します。学生は，勉学や学

生生活の全般に関係する種々の問題について，アドバイザーに相談することができます。

　⑴　アドバイザーの決定

アドバイザーは，年度当初の学内オリエンテーション時に，各学生に対して通知されます。またその際，緊

急時などの連絡先も伝達されます。
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　⑵　アドバイザーへの相談内容

アドバイザーには次のようなことを相談することができます。

　　　　ア　履修や学習など，勉学に関すること

　　　　イ　休学，復学，転学，転学部，転学科，退学など，学籍に関すること

　　　　ウ　進路など，将来の方向性に関すること

　　　　エ　その他，学生生活全般のこと

　⑶　推薦状などの作成

奨学金の申請，留学，進学，就職，その他のための推薦状は，それぞれの事務担当窓口を通して申し込みま

すが，原則としてアドバイザーが面接などを通して作成することになります。

７ 　障害等のある学生への支援について
　視覚，聴覚，肢体不自由のある学生や，その他日常の学習において支援を必要とする学生は，申請に基づき特

別な支援（ノートテイキング等の学習補助者の配置，学内での移動への配慮，講義受講時の配慮等）を受けるこ

とができます。各アドバイザー教員，学科長等と相談のうえ，「特別配慮」の申請を行ってください。申請後，

インクルーシブ教育研究センター「学生支援・相談部門」との相談・協議を踏まえて特別な支援の内容を決定し

ます。

　　　障害等のある学生への特別な支援の流れ

協議

学務部長 インクルーシブ教育研究センター
「学生支援・相談部門」

障害学生支援委員会
支援内容の決定・見直し

相談 申請

支援の実施

申請者

相談
窓口

アドバイザー
学科長

学科長，アドバイザー，学務部保健センター，
学生相談室，学務部学生係

学
務
部

学
生
係

− 234 −− 234 −



８ 　奨学金
本学には，日本学生支援機構奨学金のみならず，本学特有の奨学制度があります。それは本学の建学の精神及
び教育理念にもとづいて設けられ，それらの意を体した有為な学生に奨学金としておくられるものです。奨学制
度は次のようになっています。

⑴　家庭の経済事情などから奨学金交付を望む者には，学務部学生係でできる限りその相談に応じます。
⑵　奨学生として選ばれた者は，その主旨を十分理解し，それにふさわしい責任を果たすように心がける必要が
あります。特に，次の点に留意してください。
ア　奨学生は，学業成績が著しく低下したり，態度・行動が奨学生としてふさわしくない場合には，その資格
を失うことがあります。
イ　奨学生に採用された者は，特に掲示に注意し，定められた期間内に必要な手続きをする必要があります。

名称 区分 金　額　等 募集人数 募集（推薦）
時期 対象学年 給付（減免）

貸与時期 応　募　資　格 備　　考

本
　
　
　
学
　
　
　
特
　
　
　
有
　
　
　
の
　
　
　
奨
　
　
　
学
　
　
　
金

新入生支援奨学金 給付 授業料年額の 4分の 1を給
付 − 6月 学部 1年生 9月

人物・学業ともに優れ，本学が設定する家計基準を満
たす者
※「高等教育の修学支援新制度」の採択者は除く

クビリー奨学金 給付 授業料年額の 4分の 1また
は 2分の 1を給付 60名 6 月 学部

2〜 4年生 9月 本学が設定する家計基準及び学力基準を満たす者
※「高等教育の修学支援新制度」の採択者も対象

優秀奨励奨学金 給付 10万円を給付 約30名程度
（個人・団体）

（推薦）
6月

学部
2〜 4年生
大学院生

7月
〇成績優秀者
〇課外活動及び社会・地域活動優秀者
〇優れた研究成果を収めた者

通学応援奨学金 給付 2万円を給付 − 6月 2020年度
以降入学生 10月

〇学力基準：学習意欲の高い者
〇�算定基準： 6月 1日時点で公共交通機関の定期券代
が 1か月15,000円以上の者に，交通費の一部として
給付（JR代+バス代の合算可）

〇家計基準：本学が設定する家計基準を満たす者

アドバイザー推薦
通学応援奨学金 給付 2万円を給付 − 6月 2020年度

以降入学生 10月

〇学力基準：学習意欲の高い者
〇�算定基準： 6月 1日時点で公共交通機関の定期券代
が 1か月15,000円未満であるが，アドバイザーの推
薦を受けた者に，交通費の一部として給付

〇家計基準：本学が設定する家計基準を満たす者

一人暮らし応援奨学金 給付 10万円を給付 − 6月 学部 1年生 10月
〇学力基準：学習意欲の高い者
〇�算定基準： 6月 1日時点で賃貸借物件等を借り，自
宅外から通学している者に家賃の一部として給付

〇家計基準：本学が設定する家計基準を満たす者

大学院クビリー奨学金 給付 授業料年額の
2分の 1を給付

1学年
15名程度 6月 大学院生 9月 本学が設定する家計基準※2を満たす者

大学院学生に対する
学会等発表奨励金 給付

参加費・旅費として
国内… 5万円上限
海外…20万円上限

− 随時 大学院生 − 大学院生で，学会及び
国際会議等において発表する者

災害支援奨学金 減免 授業料及び諸納付金の全額
または 2分の 1を減免 − 随時 学部生

大学院生 − 災害で被災した者で，本学が設定する家計基準を満た
す者

緊急・応急奨学金 給付 授業料及び諸納付金の全額
または 2分の 1を給付 − 随時 学部生

大学院生 −
災害以外の理由により，学業継続が極めて困難と認め
られる者。また本学が設定する家計基準を満たす者
但し，在学中 1回に限る

海外留学生奨学金 給付 100万円（上限）：当該派遣
先大学と本学授業料の差額 10名程度 年 １回

協定大学への留
学を認められた
学生　　　　　

渡航前まで 1．人物・学業ともに優れた者
2．原則としてTOEFL-iBT61点以上

海外活動支援奨学金 給付 旅費・宿泊費
一人 1回 5万円上限 − 随時

学部
2〜 4年生
大学院生

渡航前まで

〇活動対象：
⑴カトリック系大学間学生交流事業への参加
⑵�ナミュール・ノートルダム修道女会が主催する事業
への参加

⑶�国際的な教育プログラムと認められる事業への参加
⑷その他,学長が認めた海外における活動への参加
〇学力基準：次のいずれかの資格を有すること
⑴TOEIC600点以上
⑵前年度のGPAが上位 3分の 1以上（学部 2〜 4年生）

私費外国人留学生
授業料減免 減免 授業料年額の

2分の 1を減免 − 年 1回 − −
本学に在籍する私費外国人留学生で､ 在留資格が「留
学」である者及び所定の期日までに「留学」に変更が
可能な者

清心ブルー&ゴールド
奨学金 減免

授業料年額を 4年間に亘っ
て全額減免
（毎年度継続審査あり）

各学科
入学定員の
5 %程度

− 学部 1年生 − 一般入学試験【前期日程】の第 1日目及び第 2日目の
合格者のうち，成績上位者

ノートルダム奨学賞 減免 授業料年額の 4分の 1を 4
年間に亘って減免 3名以内 − 学部 1年生 − 姉妹校・カトリック校推薦選抜入試合格者

ノートルダム清心女子大学
同窓会奨学金	 給付 年額28万円を給付 10名

以内

給付前
年度の
9月〜
10月

学部
2〜 4年生

4月中旬
9月中旬

人物・学業ともに優れ，経済的に困難な学生及び大学
院生で，終身会費を納めているもの

他の奨学金と
併受給可

一般財団法人渡辺和子記念
ノートルダム育英財団奨学
金

給付 学部生月額　3.5万円
大学院生月額  4 万円

学部生
� 13名程度
大学院生
� 5 名程度

4月初旬
〜中旬

学部 2年生以上
大学院 1年生以
上（博士後期課
程を除く）

初回は 6月
に 3ヶ月分,
それ以降は
毎月

県内の大学,大学院または短大に在学する学生。人物・
学業ともに優れ,将来の社会貢献を期待できる者

他奨学金との
併受給不可

日本学生支援機構奨学金第
一種 貸与

指定の貸与月額から選択
自宅通学者最高月額
� 5.4万円
自宅外通学者/最高月額
� 6.4万円※

日本学生支援
機構の指定す
る人数

4月上旬 学部生 募集時から卒
業年度まで

1年生/高校の最終 2ヵ年の成績の平均値が3.5以上の
者,又は,家計支持者が住民税非課税であり特に優れた
学習成績を修める見込みがある者
2年生以上/所属学科の成績が上位 1 / 3 以内の者

修業年限を越
えての貸与は
不可

日本学生支援機構奨学金第
二種 貸与 指定の貸与月額から選択

最高月額12万円※
1年生/高校の成績が平均水準以上と認められる者
2年生以上/所属学科の成績が平均水準以上と認めら
れる者

日本学生支援機構奨学金給
付 給付

支援区分により決定する
自宅通学者最高月額
3.83万円
自宅外通学者最高月額
7.53万円

日本学生支援
機構の定める
学力・家計基
準に該当する
人数

4月上旬 学部生 募集時から卒
業年度まで

日本学生支援機構が定める学業成績等に係る基準及び
家計に係る基準を満たしていること

適格認定等で
金額が変更又
は廃止となる
場合がある

※申込時の家計状況によっては最高月額を選択できない場合があります。　�2 021.11現在
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９ 　各種証明書
　証明書等

本学で扱っている主な証明書は下表のとおりです。

各種証明書の発行や届出事項は，その種類によって手続きする場所が異なります。

各種証明書は主に学務部（112ND）に設置の証明書自動発行機で手続きを行います。

授業期間中　平　日　 8：30〜18：00

　　　　　　土曜日　 8：30〜12：30

授業期間外　平　日　 8：30〜16：30

　　　　　　土曜日　 8：30〜12：30（ 8 月・ 9月を除く）

　主な証明書と手続き方法

〈証明書自動発行機から即時発行される主な証明書〉

〈証明書自動発行機から申請書が発行され，窓口で手続きをする主な証明書〉
※申請書発行後，下表の取扱部署に提出してください。
※発行手数料：300円（英語表記の証明書500円）

証　明　書　種　類 備　　　　　考 手数料
卒業見込証明書 ４年生のみ 300円
在学証明書 遠隔地被保険者証の交付に添付書類として必要 〃
成績証明書 〃

健康診断証明書 健康診断を受けていない場合や問診・指導が必要
な場合は，発行できません。 〃

学割証 無料
仮学生証（試験用） 200円

証　明　書　種　類 備　　　　　考 作成日数 取扱部署

単位修得見込証明書 既修得単位と履修中の授業科目が併
せて記載されます ３日以上 教務係

教育職員免許状取得見込証明書

３日以上 教務係

司書資格取得見込証明書
学芸員資格取得見込証明書
ノートルダム清心女子大学日本語教員養成
課程修了見込証明書
社会調査士資格取得見込証明書
卒業（見込）証明書・
社会福祉士指定科目履修（見込）証明書
指定保育士養成施設卒業見込証明書
ノートルダム清心女子大学モンテッソーリ
教育免許取得見込証明書
栄養士免許取得見込証明書
食品衛生管理者資格取得見込証明書
食品衛生監視員資格取得見込証明書

推薦書・人物証明書

奨学金関係 ７日以上 学生係

就職関係 ７日以上

キャリアサポート
センター
教職支援
センター

　※　電話・メール等による申請は一切受け付けません。
　※　即日発行された証明書等については，原則として返金できません。
　　　ただし，誤って申請書を出力してしまった場合は，上表の取扱部署に申請書を持参してください。
　　　原則として発行日中の申し出のみ返金が可能です。
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10　大学行事（オリエンテーション・大学祭・スポーツデー等）
学生は大学行事に参加しなければなりません。大学行事に関しては，学内暦を参照してください。

　⑴　オリエンテーション

学生一人ひとりが本学の教育理念を体して真剣に学業に励み，学生と学生，学生と教職員との人間的触れ合

いを深めながら，調和のとれた学生生活を行うことができるように，新学年を迎えるにあたって，オリエンテー

ションを実施します。

　　ア　新入生オリエンテーション

新入生が，上記の目的を達成して一日も早く本学の学風になじみ，学生生活を円滑に始めることができる

ように，入学直後に実施しています。

　　イ　在学生オリエンテーション

上記の目的に沿って，いっそう充実した学生生活を送ることができるように，学科別の学内オリエンテー

ションを実施しています。

　⑵　大学祭

ア　毎年11月上旬頃を，大学祭にあてることになっています。

イ　大学祭の内容は，さまざまな研究発表やクラブ活動を通じて，学内・外の交流を深め，同時に地域社会の

本学に対する理解を増すよう考慮して，計画されることが望まれます。

ウ　大学祭の企画と運営は，大学祭実行委員会が，顧問，学務部学生係の指導助言を得て行います。

エ　大学祭実行委員は，第 １学年から第 ３学年の各学科から選出された学生で構成され，学務部長と教員 １名

の顧問がつきます。

　⑶　スポーツデー

ア　毎年， ２期の １日をスポーツデーにあてることになっています。

イ　スポーツデーは，学生相互の理解と親睦を深め，かつ健康の増進と体力の向上を目的とするもので，種々

の競技種目が計画されます。

ウ　スポーツデーの企画と運営は，体育祭実行委員会が，顧問，学務部学生係の指導助言を得て行います。

エ　体育祭実行委員は，第 １学年及び第 ２学年の各学科から選出された学生で構成され，学務部長と学生担当

教員の顧問がつきます。

※このほかにも大学行事はありますので，詳細な日程については学内暦等を参照してください。

11　学生生活
　⑴　現住所・保護者（保証人）等学籍情報の変更

現住所，帰省先住所などの変更は，Ｎサポから届け出可能です。ただし，氏名訂正，改姓，保護者（保証人）

の変更については，学籍情報変更届（用紙）での提出が必要です。詳細は学務部学生係で確認してください。

　⑵　生活相談

長い学生生活を送っていくうちに，自分一人ではどうしても解決できないさまざまな問題が起こってくるこ

とがあります。学生生活上の諸問題や経済上の悩みは，学務部学生係に申し出てください。

　⑶　アッセンブリー

ア　本学の教育理念にもとづく勉学及び学生生活をより実り豊かなものにするために，対話などを通じて学生

相互及び教員との相互理解の場としてアッセンブリーの制度を設けています。

イ　アッセンブリーは，各学科の特色を活かすために，各学科によって自主的，主体的に運営されるものです。

アッセンブリーの届け出は，前日までに学科長の許可を得て学務部学生係に提出してください。

ウ　全学アッセンブリーは，クラス委員と学務部長との協議のうえで招集されます。
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　⑷　服装

ア　大学章は，式典の際にはよく見えるところにつけなければなりません。

イ　制服は規定されていませんが，学内儀式・行事に参列するときなどは，式典にふさわしい服装（黒もしく

は紺のスーツに白いブラウス，又は黒もしくは紺のワンピースなど）を着用する必要があります。

ウ　服装，髪形は学生らしい簡素で品位のあるものとするよう心がけてください。

エ　各学年ごとにクラスカラーとクラスフラワーが定められています。新入生のクラスは，先に卒業したクラ

スカラーとクラスフラワーを受け継ぐことになっています。

　　　　　　菊 の ク ラ ス……琥
こはく

珀色　　　藤のクラス……ラベンダー色

　　　　　　バラのクラス……バラ色　　　松のクラス……緑色

　⑸　自動車通学の禁止

本学では，通学途上における交通事故防止を図るために，授業に出席するときだけではなく，課外活動など

の場合でも，自動車及び大型自動二輪車による通学を禁止しています。

また，周辺地域に駐車して，通学することも禁止しています。

　⑹　自転車・バイク（250㏄以下のみ許可）通学の登録について

自転車・バイク（250㏄以下のみ許可）通学は，授業日に乗ってきて，その日のうちに乗って帰ることを前

提に許可されます（防犯登録，任意保険に加入すること）。希望する者は，証明書自動発行機で申請書発行後，

学生証を添えて学務部学生係でステッカーの交付を受けてください。（登録料500円，再登録料200円）ステッカー

は，必ず車両後部の目立つ位置に貼り付けてください。また，譲渡・転売等で，自分自身が当該車両を使用し

なくなる場合は，必ずステッカーを剥がしてください。

ただし，現住所から大学校地の中心部までの距離が ２㎞未満の自動二輪車（250㏄以下）通学は，原則とし

て禁止しています。

なお，大学付近の道路や私有地（空地・マンションの駐車場等）に無許可で駐車や駐輪をすると，所有者に

迷惑をかけ，また遺棄物として処分されることもあります。絶対にしないでください。

　⑺　下宿

本学では，女性専用物件であること，敷地内または近隣に管理人が居住していることを条件に大学近辺の賃

貸マンション・アパートを紹介しています。個別物件の詳細は，閲覧用ファイルがありますので，学務部学生

係に申し出てください。

　⑻　アルバイト

学生の本分はあくまでも学業に努めることです。アルバイトは，大学としては必ずしも奨励するものではあ

りません。しかし，やむなくアルバイトをする場合は，学務部学生係が，大学生として適当と判断した求人を

紹介していますので，参考にして自分の条件に適した仕事を選んでください。

　⑼　ロッカー

学生全員に個人用ロッカーが備えてあります。ロッカーは必ず施錠し，各自が責任を持って管理してくださ

い。貴重品は保管しないようにしてください。ロッカー内の物品が紛失した場合，大学は補償しません。

なお，ロッカー室は午後 ７時に閉まります。ただし，土曜日には午後 ６時に閉まります。

12　保険制度
　Ａ　学生教育研究災害傷害保険〔学研災〕（全員加入）

　Ｂ　学研災付帯賠償責任保険〔学研賠〕（全員加入）

　Ｃ　学研災付帯学生生活総合保険（希望者のみ加入）

本学学生が必ず加入することとしている保険（学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険）に

加え，ここではさらに任意で追加することのできる保険（学研災付帯学生生活総合保険）も紹介しています。
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ＡとＢは入学と同時に全員加入しますが，Ｃは任意加入なので各自で検討してください。

　　　◦学生教育研究災害傷害保険〔学研災〕（全員加入）

学生教育研究災害傷害保険〔学研災〕は，大学の教育研究活動中，通学途上及び学校施設間の移動中に被っ

た不慮の災害に対する救済措置となるもので，次のような場合に発生した事故が保険金支払いの対象となり

ます。保険金の支払いには，障害の程度，治療日数などがかかわってきます。

①　正課中

②　学校行事中

③　①②④以外で学校施設内にいる間

④　課外活動中（クラブ活動中）

⑤　通学中

⑥　学校施設等相互間の移動中

　　＊　支払保険金の金額（学研災医療保険金の場合）

注 １）「治療日数」とは，傷害を被り治療を開始した日から，「平常の生活に従事することができる程度に

治った日まで」の間の実治療日数（実際に入院または通院した日数）です。

　　　◦学研災付帯賠償責任保険〔学研賠〕（全員加入）

学研災付帯賠償責任保険〔学研賠〕は，上記の学研災に加入している学生が，国内外における正課，学校

行事及びその往復途中で，他人に怪我をさせたり，他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償

を補償するものです。

　　　◦学研災付帯学生生活総合保険〔付帯学総〕（任意）

学研災付帯学生生活総合保険〔付帯学総〕（任意）は，病気，個人的なアルバイトや旅行など，学生生活

をより広くカバーし補償する保険であり，損害賠償も保険適用対象です。入学時に全学生に資料を提供し，

紹介していますが加入は任意です。

13　課外活動
　課外活動は，学生の主体性・自主性に基づいて行われる活動です。ここでは様々な文化，芸術，スポーツ，社

会的活動などに触れると同時に，学生相互及び学生と教員との交流を通じ，創造性や指導力などを養い，連帯感

や責任感などを経験する貴重な機会となります。また，学生生活全体の中で，本分である学業と調和的に位置づ

けられることも大切です。

担　保　範　囲 医療保険金 入院加算金

「正課中」
「学校行事中」

注１）

治療日数 １日以上が対象
３千円～30万円

１日につき ４千円
「課外活動以外で学校施設内に
いる間」
「通学中」
「学校施設等相互間の移動中」

治療日数 ４日以上が対象
６千円～30万円

「学校施設内外での課外活動中」 治療日数14日以上が対象
３万円～30万円
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　⑴　クラブ，同好会，ボランティアグループについて

　　①　2021年12月現在の公認団体

　　　　〈文化系クラブ〉

E.L.A.S.，茶道部，児童文化部，ユースホステルクラブ，日本語演劇部，英語演劇部，グリークラブ，オー

ケストラクラブ，箏曲部，音楽鑑賞クラブ，写真部，美術部，書道部，I.S.A.，軽音楽部パピルス，放

送研究部，天文部，ハンドベル部，文芸研究部，路上観察倶楽部，漫画研究部，ビリペル，和の心探求

会，歴史広報部ヒストリアーノ，岡山東国際レオクラブ，競技かるた部

　　　　〈体育系クラブ〉

フィギュアスケートクラブ，バレーボール部，バスケットボール部，バドミントン部，弓道部，硬式庭

球部，合気道部，陸上競技部，剣道部，チアリーディング部，卓球部，水泳部

　　　　〈ボランティアグループ〉

カトリック研究会イクトゥス，シグマソサエティ，手話クラブ，ひとつぶ会

　　　　〈同好会〉

Sweets  Farm，清心女子大学BVC，吹奏楽団，BLACK  HAWK，clover，環境部ECOLO，horNet，

犯罪被害者支援サークルまつぼっくり，軟庭愛好会，Glanz，テコンドークラブ

　　②　結成について

ア　クラブの結成は，それに先立って，同好会として ２年間の活動が前提となります。

イ　同好会を結成するには，10名以上の発起人と顧問が必要であり，同好会創設願を学務部学生係に提出し，

学長の許可を受けることが必要です。ただし，同好会の設立趣旨及び活動内容が本学に相応しく，且つ安

全に活動できると判断されることが前提条件となります。目安として，学研災が適用される範囲の活動と

します。

ウ　クラブの結成にあたっては，同好会創設の日からまる ２年経過した月以降に，同好会の責任者及び顧問

が，クラブ昇格願を学務部学生係に提出してください。その後，直近の学生委員会及び学務部長の承認に

より，クラブの結成が認められることになっています。

ただし，活動内容が既設クラブと重複すると見なされる場合は認められません。

　　③　代表者会議について

ア　各団体の部長又は部長に相当する部員が，クラブ代表者会議のメンバーとなります。

イ　クラブ代表者会議で議長を選出し，議長を中心にクラブ代表者会議が運営されるものとします。

ウ　クラブ代表者会議での決定事項は，議長及びクラブ代表者会議のメンバーが，各団体をとりまとめて実

行することとします。

　　④　活動について

ア　クラブ及び同好会の責任者は，毎学年末に，団体継続届を学務部学生係に提出しなければなりません。

団体継続届には，当該クラブ，又は同好会の目的，年間活動計画及び顧問名が記載されていなければなり

ません。団体継続届の提出がない団体は，解散したものとみなされます。

イ　クラブ予算は，クラブ代表者会議と学務部長の協議のうえ，決定されることになっています。

ウ　各クラブは，決算書を学年末，学務部学生係に提出しなければなりません。

エ　クラブ活動の活動時間は次の通りとします。

場　所 時　間 時間帯 備考（試合直前等特別の事情がある場合）

学　　内 ４月～ ３月 ～20：00 ～20：30

一宮校舎・
体　育　館

４月～ ９月 ～19：00 ～19：30

10月～ ３月 ～18：00 ～18：30
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オ　学外で催される対外試合，学外活動（演奏会，発表会，催物等）へ参加する場合は，「学外活動参加届」

にその目的，参考者名，場所，日時等を明記し，７日前までに学務部学生係に届け出なければなりません。

カ　学内外で自ら種々の催し（演奏会，演劇発表会，講演，講習会，その他集会等）を実施する場合は，計

画ができあがり次第（ただし ７日前まで）「催物願」に，その目的，内容，場所を明記して，学務部学生

係に届け出なければなりません。

キ　合宿届，学外活動結果報告書，配布物許可願など，その他の書類も随時適切に提出してください。

　　⑤　活動中の保険について

　クラブ活動中の事故に備えるものとして，「学生教育研究災害傷害保険」及び「学研災付帯賠償責任保険」

があります。補償内容は，入学時に配付している関係資料で確認してください。この保険に関する手続きは，

学務部学生係に問い合わせてください。

　　⑥　顧問について

　本学の学生団体（クラブ，同好会）には，専任教員の顧問をおくことが必要です。学生が最も適任と思わ

れる教員に顧問を依頼して，承諾を得た上で学務部学生係に届け出てください。

　もとより，学生団体の活動・運営は，学生の自主性・主体性にまかされなければなりません。しかし，本

学の名を冠してなされる以上，大学は社会的責任があり，学生のみでは解決できない問題も起こることと思

われます。顧問の先生とよく連絡をとって，種々の活動の成果があがるように努めてください。

　　⑦　他大学のクラブ・サークルについて

　大学間の申し合わせにより，学生が他大学が公認しているサークルに加入することはできないことになっ

ています。したがって，他大学のサークル等で活動をしようとする場合には，本学内でそれに相当する正式

な団体（クラブ・ボランティアグループ・同好会）を結成し，団体同士での合同による活動と位置づけて行

わなくてはなりません。そのためには，本学の公認団体として許可されていることを証明する通知書を合同

で活動している大学へ提出することが必要です。

　本学で加入している学研災・学研賠保険も，このような形にしておいて，はじめて適用されます。万一，

個人として参加するなどし，事故に遭遇した場合は，個人的被害にとどまらず，大きな賠償責任が発生し，

著しい不利益を被る可能性が生じます。十分に留意してください。

　⑵　クラス委員及びクラス委員会について

　クラス委員は，学年学科の学生の代表として，学内の集団活動が円滑に運ばれるように努めます。また，ク

ラス委員には，それぞれのクラスとクラス委員会との緊密な連絡を保つ任務があります。

ア　各学年の各学科から， ２名ずつクラス委員を選出します。

イ　次年度のクラス委員は，学年末に選出します。ただし，一年生のクラス委員は， ４月に選出します。

ウ　上記の委員により，クラス委員会を構成します。クラス委員会の決定は，全学年の意志を代表するものと

します。

エ　クラス委員会には数名からなる役員をおき，役員は学務部長の指導助言を得て委員会決定事項の執行にあ

たります。

14　学内施設等の利用
　⑴　学内の諸施設・設備・備品の使用

　学内の諸施設・設備・備品は計画表によって使用されています。課外活動などで学内の諸施設・設備・備品

を使用する場合には，次の点に留意してください。

ア　施設・設備・備品を使用したい場合には， ２週間前までに学務部学生係に願い出て許可を得る必要があり

ます。

イ　教室等の施設（中庭なども含む）を使用する際には，周囲の授業，研究に支障のないように注意し，使用
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後は盗難及び火災予防の観点から後片付け，整頓，窓の戸締まり，消灯，特に火気には十分気をつけてくだ

さい。

なお，学生の学内での喫煙は禁じられています。

ウ　机，椅子，その他の備品を教室から持ち出す際には，あらかじめ学務部学生係に願い出て許可を得てくだ

さい。

エ　大学の施設・設備・備品を汚損，紛失した場合は，ただちに学務部学生係に届け出て指示を受けてくださ

い。事由によっては弁償しなければならないことがあります。

オ　昼休憩時間以外に，教室で飲食することは禁止です。昼休憩時間に教室で昼食をとる場合は，教室内の美

化に充分気をつけて使用マナーを守ってください。

　⑵　学生用掲示板及びその掲示板使用

　学生相互間のコミュニケーションを深めるために，学生用掲示板があります。掲示内容について事実に誤り

があるものや，明らかに他人に迷惑となるものは，誤解や混乱をまねくもととなるので注意をしてください。

なるべく多くの人が学生用掲示板を利用できるように，次の規定を設けます。

ア　学生用掲示板は次の場所に設置します。

　学生通用口，ジュリーホールラウンジ

　171ND前

イ　学生用掲示板を使用する場合には，掲示しようとする紙面に掲示責任者名を必ず明記して，学務部学生係

に届け出て認印を受けてください。

ウ　掲示物は原則としてＡ 3サイズまでの大きさのものとします。

エ　掲示期間は原則として ２ヶ月とします。期間終了後，掲示責任者はただちに取り除いてください。

オ　クラブ内連絡のためには，120ND前及びノートルダムホール廊下にクラブ用掲示板を別に設置します。ク

ラブ用掲示板の使用については，上記の手続きを必要としません。

カ　学生用掲示板以外の所に学生が掲示する場合には，学務部学生係に願い出てください。

15　その他
　⑴　学内における印刷物の配布について

　学生が学内で印刷物を配布するときは，原則として ３日前までに配布願に印刷物を添えて学務部学生係に願

い出て許可を受けてください。印刷物の配布にあたっては，指定された場所及び時間を守ってください。

　　　なお，配布物のロッカーへの差し込みは禁止されています。

　⑵　学内での募金，署名運動について

　学内で募金，署名運動をするときは，学務部学生係に願い出て許可を得る必要があります。

　⑶　郵便の取り扱いについて

　個人の郵便物は，大学あてとしないでください。

　なお，クラブあての郵便物は，学務部学生係内のレター・ボックスに入れてあります。一週間に一回以上は

確認に来てください。

　⑷　電話による呼び出しについて

　緊急の場合を除いて，電話による学生の呼び出しには応じられません。

　⑸　拾得物の取り扱いについて

　学内で物品を遺失したり，拾得したときは，学務部学生係に届け出てください。拾得物は拾得日から ３ヶ月

間学務部学生係で保管（展示）し，その後受取人の出ない場合は処分します。

　⑹　所持品の取り扱い

　授業には教室の移動が多いので，席を立つときには必ず身の回りの物に気をつけ，特に貴重品については注
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意してください。

　⑺　広報及び取材などの対応について

　クラブなどの団体又は個人が，メディア等から取材を受ける場合は，顧問（又はアドバイザー），学務部学

生係に速やかに届け出てください。

　⑻　勧誘活動に関する制限

　本学の学内では，勧誘活動は禁止されています。

　但し，本学で許可されているクラブ，同好会等が行う勧誘活動はこの限りではありません。

　⑼　政治活動

　学生は一社会人として，変動する社会情勢に対して，絶えず主体的に対応する姿勢をもつことが望まれます。

しかし，学内において特定の政党あるいは政治的結社の支持，反対，宣伝等の活動は，個人，団体を問わず禁

じられています。

16　学務部学生係で扱う諸手続
　⑴　学籍異動・学費に関するもの　　　　　　　　　　　　※書類の提出先はすべて学務部学生係です。

　⑵　通学・学割に関するもの

項目 提出書類 添付書類 期日 注意事項

本人の住所，
電話番号，帰
省先住所等の
変更

随時
Ｎサポを利用して，速
やかに修正してくださ
い。

本人の氏名訂
正，改姓

学籍情報変更届

住民票等の確認で
きる書類

随時
保護者（保証
人）の変更

休学する場合 休学願 病気の場合は医師
の診断書

第１期は９月末日，
第２期は３月末日
までに提出

事務手続上，期日の １ 	
ヵ月前までに提出する
のが望ましい

復学する場合 復学願 病気の場合は医師
の診断書

退学する場合 退学願

転学部・転学
科する場合 転学部・転学科願

２年次以降の特別
入学試験の出願期
間（ ９月頃）に提
出

学費の支払い
が困難な場合

授業料分納願
授業料延納願

第１期は４月末日，
第２期は10月末日
までに提出

授業料に限る

種　　別 注　　意　　事　　項 備　　考

通 学 証 明 書 所定の用紙により申し込みをしてください。 手数料不要

通学用自転車
・バイク通学
申 請 書

証明書自動発行機で申請書発行後，学生証を添えて学生係でス
テッカーの交付を受けてください。

登 録 料 500円
再登録料 200円

学 割 証 証明書自動発行機で発行してください。 手数料不要
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　通学証明書

　電車等の公共交通機関を利用して通学する学生は，通学定期乗車券を購入することができます。購入に際し

て「通学証明書」が必要な場合がありますので，各交通機関に確認してください。

　実習用通学定期購入証明書

　教育実習を行う学生のために，学校所在地と異なる場所にある実習校（高等学校・中学校・小学校・幼稚園

等）に通うとき，自宅（帰省先）から実習校までの区間の実習用定期購入証明書を発行しています。

　実習用通学定期券購入証明書を希望する者は，実習開始 １ヶ月前までに，学務部学生係に申し出てください。

　学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）

　学割は，旅客鉄道会社（ＪＲ各社）の営業キロで片道100キロメートルを超える区間を乗車する際に，運賃

が割引になる制度です。

　学割証の使用目的は，⑴休暇，所用による帰省，⑵正課の教育活動，⑶正課外の教育活動，⑷就職または進

学のための受験等，⑸修学上認められる見学または行事への参加，⑹傷病の治療，⑺保護者の旅行への随行，

に限られています。

　学割証裏面の「使用上の注意」を必ず確認してから使用するようにしてください。

　⑶　その他
　　　学生証再交付

　　　ロッカー鍵再交付

　　　クラスフラワー再交付

　　　大学章再交付

証明書自動発行機で申請書発行後，学務部学生係で手続をしてください。
（再交付手数料が必要）
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　⑷　課外活動及びその他に関するもの

　　　　

種　　別 期　　日 注　　　意　　　事　　　項

学内外催物願 ７日 前 ま で

クラブ（同好会）が演奏会，演劇発表会など行う場合は，所定の
用紙により願い出てください。
パンフレット等がある場合は，添付してください。
学外での催物の場合には，学長の許可を必要とします。

学 外 活 動
参 加 届 ７日 前 ま で クラブ（同好会）が対外試合，公演会，催物等へ参加する場合は，

所定の用紙により届け出てください。

活 動 結 果
報 告 書

参加後，
１週間以内 学外活動参加届に対する結果報告が必要です。

合 宿 届 ７日 前 ま で クラブ（同好会）が合宿をする場合は，計画書及び参加学生名簿
を添えて所定の用紙により届け出てください。

施設設備使用願
備 品 使 用 願 ２週間前まで 学生が，学内の施設・設備・備品を使用する場合は，所定の用紙

に必要事項を記入して願い出てください。

団体（クラブ・
同好会）継続届 指定日まで 毎学年末，団体の目的，年間活動計画，顧問名，責任者等を所定

の用紙に記入して届け出てください。

クラブ・同好会
解 散 届 指定日まで 新年度からの活動を取り止める場合は，所定の用紙により届け出

てください。

クラブ・同好会
顧問変更許可願 随 時 顧問を変更する場合は，所定の用紙により届け出てください。

学 内 配 布 物
許 可 願 ３日 前 ま で 印刷物を添えて，所定の用紙に必要事項を記入して願い出てくだ

さい。

取 材 届 随 時 本学の学生として，メディアの取材を受けるときは，所定の用紙
により届け出てください。

学 外 者 来 学
許 可 願 随 時 クラブ活動等の必要から，学外者の来訪がある場合は，所定の用

紙により願い出てください。

海外私事渡航届 随 時
休業等を利用して海外に旅行（観光，語学研修，ボランティア活
動，インターンシップ等）する場合は，海外私事渡航届を提出し
てください。

一宮施設設備
使 用 願 宿泊を伴う	

場合，２週間
以上前

通常の施設設備使用願とは別になります。
一宮校舎使用
申 込 書

この他，課外活動についての諸手続書類については，学務部学生係で確認してください。
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学 務 部 保 健 セ ン タ ー

１ 　保健センターでは，学生の心身の健康の保持増進のために，健康診断，健康相談，応急処置等を行っています。

２ �　 １ 年間の保健行事は次の通りです。詳しくは掲示板，大学のホームページ（大学→学生生活→健康に関するサ

ポート→保健センター）に掲載します。また，その都度Ｎサポ等でお知らせします。

　　　 3・ ４月…………�定期健康診断（全学年）

　　　　　　　　　　　ウイルス抗体検査（ １年生）

　　　 ５月………………献血・骨髄バンクドナー登録，抗体検査指導

　　　 ９月………………救命救急講習会（隔年）

　　　10月・11月………献血・骨髄バンクドナー登録，学校医健康教室

３　健康診断について

⑴　学校保健安全法の規定により，毎年 １回健康診断を実施していますので必ず受けてください。

大学での健康診断が受けられなかった場合には医療機関で受診し，結果を保健センターに提出してください。

健診項目については，保健センターにご確認ください。

⑵　健康診断の詳しい日程等については，掲示板，Ｎサポ，オリエンテーション等でお知らせしますのでその指

示に従ってください。

⑶　健康診断の結果は，全員に郵送にて個別返却します。

４　ウイルス抗体検査について

⑴　感染症予防対策として，ウイルス抗体検査を行います。

⑵　原則として １年生は全員対象であり，健康診断時に採血します。麻しん，風しん，流行性耳下腺炎，水痘，

および，食品栄養学科のみＢ型肝炎の抗体検査を行います。

⑶　各種実習，海外研修に際しては，ウイルス抗体価の確認が必要となる場合があります。

★�ウイルス抗体検査は，その感染症の抗体があるかどうかを血液検査でみるものです。

５　健康診断証明書の発行について

⑴　就職活動，各種学外実習（介護等体験も含む）やアルバイト等で健康診断証明書を必要とする場合は，学務

部内に設置している証明書自動発行機より発行できます。

但し，未受診項目などがある場合は，発行できません。発行機の画面の指示に従い，保健センターに問合せ

をしてください。この場合，発行には時間を要します（問合せ当日の発行はできない場合もあります）。

⑵　料金は １通300円です。発行は，本人によるもののみとします。

6　応急処置について

けがをした時，体調が悪い時など，簡単な処置を受けたり一時的に休養することもできます。

7　健康相談について

心身の健康に関して相談に応じます。必要に応じて学内関係部署との連携も行います。

８　感染症による出席停止について

インフルエンザ等の「学校において予防すべき感染症」（p.247参照）と診断された場合は，出席停止の扱いに

なりますので次のように対応してください。
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★インフルエンザ等の「学校において予防すべき感染症」と診断されたら，

① 速やかに保健センター（086-252-5722）へ電話で届け出てください。

★症状が回復したら，

② 再受診して治癒証明書を受け取り，再登校の際に治癒証明書（＊）を保健センターへ提出してくだ
さい。

（＊）治癒証明書は，大学HPからダウンロードできます。医療機関の用紙でもかまいません。
　  （大学HP→学生生活→健康に関するサポート→感染症対策）

★「出席扱い制度」の適用を希望する場合は，

③ 保健センターにて治癒証明書の写しを渡しますので，それを教務係に提出し手続きをしてくだ	
さい。

学校保健安全法施行規則に定める学校において予防すべき感染症（第 ２種・第 ３種）の出席停止期間

第 ２種

飛沫感染する感染症で，児童生徒等の罹患が多く，学校において流行を広げる可能性が高い疾患。
疾患によって出席停止期間が定められている。

インフルエンザ
（特定鳥インフルエンザを除く）

発症した後 ５日を経過し，かつ，解熱した後 ２日（幼児は ３日）を
経過するまで

百日咳 特有の咳が消失するまで，又は ５日間の適正な抗生物質製剤による
治療が終了するまで

麻しん（はしか） 解熱した後 ３日を経過するまで

風しん 発疹が消失するまで

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

耳下腺，顎下腺，又は舌下腺の腫脹が発現した後 ５日を経過し，か
つ全身状態が良好になるまで

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮（かさぶた）となるまで

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状消退後 ２日を経過するまで

結核 病状により感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により感染のおそれがないと認めるまで

第 ３種

飛沫感染はしないが，学校において流行を広げる可能性がある感染症。
感染のおそれがないと認めるまで出席停止。

コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染症，腸チフス，パラチフス，流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎，その他の感染症※

� 2015年 ４ 月 １ 日より改正施行

※�その他の感染症の，溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・感染性胃腸炎（ノロウイルス，おう吐下痢症等）は，
本学では出席停止の扱いはしていません。

学生相談室
心身の健康や学業，進路，性格，対人関係などについて公認心理師・臨床心理士が相談を行っています。相
談内容については秘密を厳守します。
週 ４日，公認心理師・臨床心理士が在室しています。開室曜日・時間は掲示等でご確認ください。利用は，
①保健センター廊下の壁に設置してある申込用紙に記入して申込箱に入れる，②保健センターに来室もしくは
電話で申し込む，③メール（gakusou@post.ndsu.ac.jp）で申し込むなどの方法で予約をとってください。
当日でも，予約が入っていなければすぐに利用できる場合もあります。
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インクルーシブ教育研究センター

　インクルーシブ教育研究センターでは，学生の皆さん一人一人が学びやすく，生活しやすくなるための支援を行

うと共に，特別支援教育に関連する教職・保育職についての学習機会の提供や教員採用試験対策を行っています。

場所は中央棟 ５階です。

１．「学生支援・相談部門」

　インクルーシブ教育研究センター内に「学生支援・相談部門」が設置されています。ここでは，学修や生活等に

不安がある学生が各アドバイザーや科目の担当教員，各部署の担当者に相談した後に，その相談内容に応じて関連

する部署等の連携を図りながら更に支援内容を検討し，学生支援を充実させるための活動を行っていきます。

２．学生相談室

　インクルーシブ教育研究センター内に「学生相談室」を設置しています（学生相談室の場所は保健センターの隣

です）。心身の健康や学業，進路，性格，対人関係などについて公認心理師・臨床心理士が相談に応じています。

相談の申し込みはp.247を参照してください。

３．特別支援教育に関連する学習機会の提供や教員採用試験対策

　様々な研修機会や，教職支援センターと連携した「卒業生支援の会」への参加機会の提供を行っています。また，

特別支援学校教員や小・中学校の「特別支援教育推進枠」を受験する人への模擬授業や口頭試問・面接等に関する

教員採用試験対策会を実施しています。

　また，専門図書やＤＶＤの貸し出しも行っています。
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キャリアサポートセンター

１　キャリアサポートについて
キャリアサポートセンターは，職業安定法第33条の ２に規定されている「学校等の行う無料職業紹介事業」を，

厚生労働大臣に届け出て行っています。

当センターは大学卒業後の進路について，全ての在学生はもとより，卒業生からの相談にも応じています。希望

者からの相談には，職員 ３名と相談員 ３名の ６名で対応しており，ここ数年の年間相談数は，延べ約3,000件を超

えています。一人当たりの相談時間は平均30分をあて，対面またはオンライン（Zoom等）により，学生の希望や

内容，状況に合わせてきめ細かく対応しています。

当センターが企業等から受付した「求人申込書」については，就職データシステム「Ｎサポ」のデータベースへ

登録し，パソコン，スマートフォンにより閲覧・検索できます。

キャリア・就職支援に関連する各種行事等を計画，実施しています。主に次のようなものがあります。

　　⑴　キャリアガイダンスの実施（ ３年次の 4月から ４年次の10月の間に適宜）
　　⑵　進路希望調査の実施及び進路実績報告の作成
　　⑶　進路相談（在学中に限らず卒業後の相談にも対応しています）
　　⑷　自己分析や業界研究等，選考試験の内容に対応した講座の実施
　　⑸　就職適性診断テスト及び診断結果解説会の開催
　　⑹　 ４年生による就職活動報告会，卒業生による業界・企業研究会，面接対策セミナーの実施
　　⑺　学内業界研究フォーラムの開催
　　⑻　就職に関する閲覧用資料や学生貸出用図書の充実
　　⑼　求人の開拓（特に他府県者に対して配慮）や内定・採用に対するお礼訪問
　　⑽　求人紹介・斡旋
　　⑾　卒業後の求職や悩みに対する相談，アフターケアの実施
　　⑿　「学生相談室」との連携
　　⒀　企業・公務員インターンシップの募集・斡旋（ ３年生以下を対象）

２　就職についての基本的な考え方
本学においては卒業生のうち大学院進学者を除いて，就職希望者の割合は約90％を占めています。各年度の就職

希望者のうち，ここ数年は98％以上の高い就職率を誇っており，教育・学習支援業，卸売・小売業，医療・福祉，

金融・保険業等さまざまな分野に進出しています。

就職は進学や結婚などとともに人生における大きな転機と言えます。さまざまな分野で自己の能力を発揮できる

よう自分に合った進路の選択が重要です。進路を決めるにあたっては，自己分析（自分自身の特性等をよく知るこ

と），業界・企業研究（進みたい業界・企業等の理解）を行うことにより，自分にとって最もふさわしい進路を切

り開くことを期待しています。

社会のニーズや働き方の変遷はめまぐるしいものがあり，従来型の年功序列，終身雇用といった日本的雇用慣行

が崩れています。今後ますます社会に通用する個人の力量が要求される時代となりつつあります。

学生の皆さんは，将来のキャリアデザイン（自分自身が進路・職業に対して，主体性を持って自立的に計画し実

行すること）を描くとともに，自己の適性と能力を的確に理解して一歩を踏み出してください。また，進路決定に

あたっては，家族や教員等，周囲の信頼できる人の意見にも謙虚に耳を傾け，慎重に決断する必要があります。

当部署は，学生の皆さん一人ひとりに対する親身なサポートを目指して取り組んでいます。気軽にお越しください。
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３ 　就職活動の流れとキャリアサポートスケジュール

就職活動の一般的な流れ（登録から内定まで）
　以下の  　　の内容は就職活動を進める際の目安としてください。
　必要に応じて，　　　内の順序を入れ替えることや，複数の○印の項目を同時に行う場合も
あります。

○卒業後の進路について考える
○就職活動の進め方や働き方等を理解
○進路・就職登録票を受け取る

○進路・就職登録票を提出する

○キャリアサポートブック配付

○自分の長所・特性を把握する
○能力・興味・性格を分析し，適性を考える
○適性検査（模擬試験）を受検する
○自己PRをまとめる

○就職情報サイト等でエントリー
○企業ホームページやキャリアサポートセンターからのメール等で情報収集

○各自のスケジュールを確認した上で参加

○先輩に話を聞く（OG訪問）
○セミナー，説明会の予定をチェック
○家族とよく相談する

○エントリーシート（採用側の様式による。提出が不要な場合もある）
○履歴書・自己紹介書（大学所定の履歴書を同窓会館で購入）
○各種証明書（成績証明書，卒業見込証明書等必要書類は早めに準備）

○積極的に参加（日程の確認とスケジュール調整，事前に訪問先を研究
　して参加）
○応募カードの記入

○適性検査（SPI 3，玉手箱 他）
○筆記試験（試験対策は万全に）
○グループディスカッション・グループワーク
○面接試験（Web面接，グループ面接，個人面接）

○進路決定（内定）届の提出（企業・公務員・教員・進学・その他）
○就職試験報告書・就職活動アンケートの提出

○キャリアサポートセンターの利用
　（企業別ファイル，就職試験報告書，卒業生アンケート等）
○新聞・就職雑誌の活用
○インターネットの活用
○業種・企業研究は幅広く（インターンシップ・学内業界研究フォーラム等に参加）
○４年生による就職活動報告会，卒業生による業界・企業研究会に参加

第1回キャリアガイダンス

第2回キャリアガイダンス

第3回キャリアガイダンス

自 己 分 析

エ ン ト リ ー

合同企業説明会参加

企 業 選 択

応 募 書 類 準 備

会社訪問・説明会

就 職 試 験

採 用 内 定

企 業 研 究
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4 　キャリアサポートセンターの利用方法
⑴　利用可能時間　月〜金曜日　 ８：30〜16：30（昼休み11：25〜12：25）

　　　　　　　　　土　曜　日　 ８：30〜12：30（ ８ 月・ ９月は閉室します）

　　　　　　　　　閲覧コーナーは，昼休み中も利用できます。

⑵　個別相談

　　キャリアサポートセンターでは，就職に関するさまざまな相談に個別に対応しています。

　　＜予約方法＞直接キャリアサポートセンターに来室，もしくは電話086-252-6655でも受け付けています。

⑶　各種資料 −キャリアサポートセンター内でのみ閲覧できるもの（貸し出し，持ち出し不可）−

　①　企業別ファイル

　　　各種資料をファイルしたものを，アイウエオ順に配架しています。

　　　個別ファイルがない会社については，別にまとめてファイルしています。

　　＜資料内容＞

　　・求人申込書，募集要項

　　　　書類提出先，採用条件，勤務条件，採用試験日，締切日，業種，職種等が記載されています。

　　・会社案内パンフレット

　　　　�会社の設立，資本金，代表者名，経営理念，従業員数，事業内容，売上高，主要取引銀行，会社の沿革，

教育研修制度，福利厚生等，会社概要が記載されています。

　　・会社説明会案内

　　　　合同・個別でのセミナー，説明会の開催日時・場所・申込方法等が記載されています。

　　・在職ＯＧ名簿

　　　　　�企業からの返信，企業訪問，追跡調査等からキャリアサポートセンターで把握できる範囲の情報を記載

しています。

　　　・就職試験報告書

　　　　　�資料請求，ＯＧ訪問，会社訪問，説明会，応募方法，試験方法，試験内容，志望動機，受験しての感想，

後輩へのアドバイス等，先輩が実際に活動した記録です。就職活動を始めるにあたり，何から手をつけ

てよいか分からないと思う人には，まずこの報告書を読むことをお勧めします。

　　　・卒業生アンケート

　　　　　�卒業生から寄せられた，それぞれの職場での仕事内容，勤務条件等の現状報告書です。会社のプラス面

だけでなく，マイナス面も知ることができます。

　　　・その他，新聞の切り抜き等

　　②　公務員ファイル

　　　　各種資料をファイルしたものを国家公務員，地方公務員（都道府県市町）別に配架しています。

　　　＜資料内容＞

　　　・募集要項，願書

　　　・業務案内パンフレット

　　　・在職ＯＧ名簿

　　　・就職試験報告書

　　　・卒業生アンケート

　　　・その他，新聞の切り抜き等

　　③　資格・専門学校ファイル

　　　　各種資料をファイルし配架しています｡

　　　＜資料内容＞
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　　　・募集要項，願書

　　　・学校案内パンフレット

　　　・その他

　　④　情報誌

　　　・日経ビジネス

　　　・新聞ダイジェスト

　　　・Vision岡山

　　　・各地区，県別企業ガイド

　　　・各種業界別企業ガイド

　　　・その他

　　⑤　図書（貸し出し可能）

　　　・業界研究に関する書籍

　　　・一般常識に関する書籍

　　　・適性検査に関する書籍

　　　・時事，小論文に関する書籍

　　　・電話のかけ方，手紙の書き方に関する書籍

　　　・自己分析，自己ＰＲに関する書籍

　　　・履歴書，エントリーシートに関する書籍

　　　・面接に関する書籍

　　　・公務員に関する書籍

　　　・各種資格に関する書籍

　　　・その他就職活動に関する書籍

　　⑥　その他

　　　・就職試験報告書ファイル（業種別）

　　　・卒業生アンケート（業種別）

　　　・福祉関係求人情報

　　　・都道府県職業安定所求人情報

　⑷　資料等の利用

　　　�キャリアサポートセンター内の各種資料は，皆さんで利用するものです。また，企業情報・個人情報等，取

扱いに注意を要するものも多くあります。ルールを守って，有効に利用してください。

　　　・書籍の貸し出しを希望する人は，所定の「図書貸出記録簿」に記入してください。

　　　・各種ファイル（企業・公務員等）内の資料は，持ち出し・コピーを禁止しています。

　⑸　パンフレットスタンド

　　　 室内外のパンフレットスタンドに，持ち帰り自由な資料を設置しています。

　　　・情報誌

　　　・セミナー，説明会チラシ

　　　・公務員願書余部

　　　・専門学校案内パンフレット

　　　・その他
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学 務 部 教 職 支 援 セ ン タ ー

１　教職相談室
教職相談室では，教職・保育職についての相談や採用試験対策を行っています。

相談時間は原則として １回30分で，場所は図書館 ３階です。保育士・幼稚園教諭・保育教諭は307L，小学校

教諭・特別支援学校教諭は302L，中学校教諭・高等学校教諭・栄養教諭は301Lに分かれて実施していますので，

自分の進路に合わせた教職相談員に相談することができます。

申込用紙が各相談室の前にありますので，記入し備え付けの箱に投函してください。

⑴　教職・保育職についての相談

・教育実習に関連した不安や悩み

・教職・保育職への適性や悩み等についての相談

・講師採用等についての相談

・その他（教職・保育職全般に関わる相談）

⑵　採用試験対策

・採用試験の勉強の進め方についてのアドバイス

・個人面接や集団面接・集団討論の対策・練習

・模擬保育や模擬授業・集団活動などの対策・練習

・小論文の対策・練習・添削指導

・提出書類・志願書・自己推薦書についての相談

・その他（採用試験対策に必要なこと）

２ 　教職学生閲覧室
教職学生閲覧室（図書館 ３階）には，教職・保育職に関する参考書・問題集・教科書・図書などを配架してい

ます。コインコピー機が300Ｌ前にありますので，必要に応じて複写することも可能です。

⑴　教職・保育職関係の問題集・教科書・図書の閲覧

・採用試験筆記試験問題集（一般教養・教職教養・教科専門など）

・採用試験復元問題（面接試験・実技試験等の先輩の受験記録）

・教職・保育職に関する図書・教科書・雑誌等

⑵　学生同士の情報交換としての場の提供

⑶　教職・保育職関係の求人票の閲覧

⑷　大判プリンタの活用

・模擬授業等に使用できます。（有料）白黒120円/m，カラー360円/m

3 　教職・保育職採用試験対策講座
教職支援センター主催で教職・保育職採用試験に向けた対策講座を開催しています。 1年生から 4年生まで教

職課程・保育士課程履修者を対象に，採用試験に向けて段階を踏みながら対策ができるようになっています。具

体的には，受験願書の書き方・筆記試験対策・実技試験対策・小論文対策・面接対策など実際の試験内容に合わ

せて実施しています。また，学科と連携して講演や本学ＯＧ講師（学校園で教職・保育職に就いている卒業生）

によるアドバイス，実技指導など教職・保育職採用試験に向けてサポートを行っています。
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4 　教育委員会による教員採用試験等の説明会開催
岡山県・岡山市教育委員会をはじめ，近隣他県・市の教育委員会が実施する教員採用試験や講師登録の説明会

を，学内を会場として開催します。岡山県と岡山市の講師登録は，学内に面接会場を設定することがあります。

5 　学校園でのボランティア・インターンシップ
• 学校園でのボランティア活動を通して「先生になること」の意味を体験的に学ぶ学生を支援しています。教育

者・保育者の養成にあたり，地域の現場と大学とが今まで以上に有機的につながることをめざしています。

•ボランティア活動を通して体験したこと，感じたこと，考えたことなどをポートフォリオに書き，それをもと

に教職相談員の先生方や大学の教員とのカンファレンスでアドバイスを受けることができます。

6 　卒業生支援「情報交換＆学習会」
• 卒業生が大学の教員に相談したり，学びを深めたりする窓口として年間数回実施しています。

7 　教職支援センター掲示板
教職・保育職に関する求人，講座，その他連絡事項など教職支援センターからお知らせすべき事柄は，すべて

教職支援センターの掲示板（図書館 ３階）に掲示します。
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国 際 交 流 セ ン タ ー

　本学では，海外に留学することにより，異文化を知り，自己及び自国を再認識するとともに，国際的視野を持つ

ことのできる人材を育成することを目的とし，協定大学等との協定に基づき，海外で学ぶ機会を与えています。そ

のため，国際交流センターでは，海外留学および海外研修プログラムに参加する学生のサポートをおこなっています。

１ ．協定大学への留学
　　p.108参照

２ ．外国人留学生の受け入れ
　　�本学では海外の大学からも外国人留学生を受入れています。そのため，国際交流センターでは，外国人留学生

のサポート，外国人留学生との交流会等もおこなっています。

３ ．夏季海外英語研修
　　p.108参照
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財 務 部

　財務部では，学費の納入手続きを取り扱っています。学費の納入は大学在籍の必要条件です。納入期間・方法等

について，次の事項を厳守してください。

１ 　学費（授業料等）の年額

２　納入期間
　　学費（授業料等）の納入期間は次のとおりです。

　　⑴　第 １期　 ４月 １日から ４月30日まで

　　⑵　第 ２期　10月 １ 日から10月31日まで

　　　�　ただし，新入学生，学士入学生，編入学生，並びに研究生，聴講生，科目等履修生などの学費及び納入期

限は別に定めます。

３ 　納入方法
　�　原則として，所定の納付書による金融機関での振込みとします。やむを得ない場合には，大学財務部に納付書

を持参して，納入してください。

４ 　分納・延納
　　⑴�　特別の事情があると認められる場合には，授業料に限って，分納や延納が許可されます。この場合，納入

期限までに学務部学生係に申し出て，所定の手続きをしてください。

　　⑵�　分納の場合，分割回数は各学期につき ３分割までとし，分納額は各学期に徴収する金額の概ね ３分の １以

上に相当する額とします。

　　⑶　分納や延納の最終期限は，第 １期は ７月15日まで，第 ２期は １月15日までです。

●文学部� （単位：円）

学年
区分

1年
（2022年度入学）

2年
（2021年度入学）

3年
（2020年度入学）

4年
（2019年度入学）

授 業 料 710,000 710,000 710,000 560,000
施 設 · 設 備 費 200,000 200,000 200,000 150,000
衛 生 冷 暖 房 費 50,000
教 育 充 実 費 115,000 115,000 115,000 74,000
実 験 実 習 演 習 費 31,000

計 1,025,000 1,025,000 1,025,000 865,000

●人間生活学部� （単位：円）

学年
区分

1年
（2022年度入学）

2年
（2021年度入学）

3年
（2020年度入学）

4年
（2019年度入学）

授 業 料 710,000 710,000 710,000 560,000
施 設 · 設 備 費 200,000 200,000 200,000 150,000
衛 生 冷 暖 房 費 50,000
教 育 充 実 費 118,000 118,000 118,000 44,000
実 験 実 習 演 習 費 64,000

計 1,028,000 1,028,000 1,028,000 868,000

（注）教育職員免許状，学校図書館司書教諭資格，社会教育主事任用資格，司書資格，学芸員資格，日本語教員資格，社
会福祉士試験受験資格，保育士資格，モンテッソーリ教育免許，栄養士免許及び管理栄養士国家試験受験資格など
の免許・資格取得に必要な授業科目を履修する場合は，別に定める履修費等が必要となります。
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５ 　休学期間中の学費
　�　学年又は学期を通して休学する場合は，在籍料として当該期間に支払うべき授業料の ２分の１を納めてください。

６ 　卒業延期の場合
　　卒業延期の場合は，その在籍する学期の学費を全額支払わなければなりません。

７ 　学年中途の場合
　　学年中途で卒業又は退学する場合は，その在籍した学期の学費を全額支払わなければなりません。

８ 　督促
　　学費の滞納者に対しては，掲示又は文書により督促します。

９ 　除籍
　　学費納入期限が守られない場合は，除籍となります。

10　注意事項
　　⑴　いったん納入した学費は，理由のいかんを問わず返還されません。

　　⑵�　分納や延納を許可された方で，当該期間の中途においてその事由が消滅したときは，直ちにその旨を学務

部長に届け出なければなりません。
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英 語 教 育 セ ン タ ー
EECーEnglish Education Center

近年，グローバル化の進展とともに，より実践的な英語の運用能力が求められるようになっています。こうした

社会の求めに対応すべく，本学では英語教育センターを設け，英語を実践的な道具として使いこなし専門分野で活

躍できる人材の育成を行っています。

全学生を対象として英語教育をサポートし，「聞く」「話す」「読む」「書く」という 4技能からなる総合的な英語

力の向上を目指しています。英語によるコミュニケーション能力を高めると同時に，英語圏の文化や習慣について

の知識も深めます。また，英語を通じての情報収集や伝達方法を学び，それを専門分野の研究に生かすことを目標

としています。

世界の多様性を理解し，受容精神を養い，学生の自学自修の促進のために，英語学習環境の整備も行っています。

以下のような施設・設備が附属図書館 3階とジュリーホールラウンジ，ノートルダムホール東棟 3階にあります

ので，英語力の向上につなげてください。

セルフスタディ・ルーム（附属図書館 3階・303L）

学科を問わず全ての学生が利用できる自習室です。英語をはじめとする外国語関連書物，雑誌，英字新聞，コ

ンピュータ，CDプレーヤーなどを備え，本やDVDの貸し出しも行っています。

大型スクリーンでの映画も，日本語字幕付き・英語字幕付きで同じ映画を ２週に渡り上映しますので，見に来

てください。

英語学習相談室（附属図書館 3階・304L）

英語担当教員が平日の 7・ 8・ 9・10時限目等に予約制で以下のような相談に応じます。空いていれば，当日

の相談も可能です。

・英語学習上の悩み

・英語発音クリニック

・英検・TOEIC等の対策（英検 2次試験模擬面接を含む）

・その他英語学習に関すること

英語ラウンジ（ジュリーホール 1階ラウンジ内）

英字新聞や海外雑誌等が置いてあり，自由に読むことができます。パソコンも利用できます。

CALL ER Reading Room（ノートルダムホール東棟 3階・371ND）

英語の多読（Extensive Reading）のためのGraded Readersがレベル別に置いてあります。備え付けのタブレッ

トには，電子書籍がインストールされており，ソファーに座って読むことができます。パソコンも利用できます。
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多目的ルーム　（ノートルダムホール東棟 3階・374ND）

各学科の模擬授業や，グループ学習，プレゼンテーション練習など，さまざまな用途で利用することができま

す。マルチメディア設備が整っており，グループ学習に適した台形テーブルやホワイトボード，パソコンなど

も自由に使用できます。予約制ですが，当日利用も可能です。

300L

309L308L

302L301L

307L306L

305L

304L 303L

手洗所 手洗所

教職相談室（初等Ⅱ）

教職相談室（初等Ⅰ）

英語教育センター英語教育センター

附属図書館３階

ノートルダムホール
　東棟２階

ノートルダムホール
　東棟３階

教職相談室（中等）

学務部教職支援センター

教職学生閲覧室

英語学習相談室

手洗所

手洗所

手洗所 372ND 373ND

2-5
セミナー

360
セミナー

2-6
セミナー

手洗所手洗所

準備室博物館学
ホール

聖　堂

広報室

教具教材室

博物館学準備室
271ND

（第 1CALL 教室）
370ND

（第 2CALL 教室）
371ND

（CALL ER Reading Room）
374ND

（多目的ルーム）

セルフスタディ・ルーム
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情 報 セ ン タ ー

学生のコンピュータ利用について（インターネット利用を含む）

　�　学生に開放されているパソコンの利用に関する事項は，情報センターが担当します。本学の学生は，インター

ネット利用・文書作成・Nサポ1・manaba folio 2など，学修・研究目的のために学内の共用パソコンを利用でき

ます。ただし，それには利用申請をすることが必要です。本学に入学した学生は，下に述べる手順に従って全員

が必ず利用申請をしてください。また，利用する際は，以下に掲載する「ノートルダム清心女子大学学内ネット

ワーク利用のガイドライン」及び「ノートルダム清心女子大学manaba folio利用のためのガイドライン」を守って，

正しく利用してください。

　�　また，教室やラウンジではWi-Fiが利用できます。個人のパソコンやスマートフォンを学内のWi-Fiに接続し，

インターネットを利用できます。

【利用までに必要な手続き】

�　学内の共用パソコンやWi-Fiを利用するための手続きは，以下のようになります。これをよく理解

して，間違いのないようにしてください。なお，一度利用申請すると，卒業まで有効です。

　　①�「ノートルダム清心女子大学学内ネットワーク及びmanaba folio利用申請書・誓約書」に必要

事項を記入する。

　　　＊この利用申請書・誓約書は，新入生へ配布した資料の中にあります。

　　②　パソコン利用講習会を受講する。

　　　◦開催日程：学科毎に指定された日時・場所。オリエンテーション時に説明があります。

　　　◦持参するもの：�記入済みの「利用申請書・誓約書」，入学時に配付したＩＤ・パスワード票。

【共用パソコンが利用できる場所】

　◦第 １ OPIT教室　　　　　　　　　　　　　Windows10　　　　　　　　　　　　　56台

　◦第 ２ OPIT教室　　　　　　　　　　　　　Windows10　　　　　　　　　　　　　51台

　◦第 ３ OPIT教室　　　　　　　　　　　　　Windows10　　　　　　　　　　　　　39台

　◦附属図書館　　　　　　　　　　　　　　 Windows10　　　　　　　　　　　　　 3台

　◦ １− ４セミナー（学生専用多目的室）　　　Windows10　　　　　　　　　　　　　 6台

　◦ジュリーホールラウンジ　　　　　　　　 Windows10　　　　　　　　　　　　　 5台

【情報センターからの連絡方法】

　情報センターからの連絡は，Nサポやmanaba folioを通して行います。

１　学生が履修登録や成績照会などを行うシステムです。
２　学生の学修履歴の蓄積や大学との連絡などに利用するシステムです。

情
報
セ
ン
タ
ー

− 260 −− 260 −



ノートルダム清心女子大学学内ネットワーク利用のガイドライン

� 平成12年10月10日　評議会制定

　�　このガイドラインは本学教職員・学生等が学内ネットワークを構成する施設及び機器を利用するにあたり必要

な事項及び遵守すべき事項をまとめたものである。

　　 １．本学ネットワークの範囲

　　　�　このガイドラインにおける本学ネットワークの範囲は，JPNIC 1に登録されているNSNET2に属するコン

ピュータ及び周辺機器からなるネットワークシステムとする。

　　 ２．利用の目的

　　　　NSNETの利用の目的は，教育，研究，事務等に関係する情報の収集，交換，連絡等とする。

　　 ３．利用資格

　　　�　NSNETを利用できる者は次の各号に該当し，情報センター（以下「センター」という）が主催する講習

を受講した者とする。

　　　　 １）本学教職員

　　　　 ２）本学学生（大学院生を含む）

　　　　 ３）その他情報センター長（以下「センター長」という）が認めた者

　　 ４．利用の手続き

　　　　 １）NSNETを利用しようとする者は，大学に所定の利用申請書・誓約書を提出するものとする。

　　　　 ２）センター長は，利用資格と利用要件を確認の上，利用を承認するものとする。

　　　　 ３ �）本学学生が本学大学院への進学，卒業延期による留年などで本学に引続き在籍する場合，継続して利

用するためにはセンター長に継続申請書を提出するものとする。

　　 ５．利用期限

　　　�　利用期限は，教職員の場合は転出や辞職などで本学を退職した時点とし，学生の場合は卒業や退学などで

学籍がなくなった時点とする。

　　 ６．利用上の注意

　　　　利用者は次のことに注意するものとする。

　　　　 １）講習会で受講した内容を厳守し正しい利用をすること。

　　　　 ２ �）問題が発生した場合は，ネットワーク管理者であるセンター長に速やかに届け出ること。

　　　　 ３）ネットワーク利用上のエチケットを守ること。

　　　　 ４）他の利用者の迷惑になることはしないこと。

　　　　 ５）緊急を要する事態が発生した場合は，センター長の指示に速やかに従うこと。

　　 ７．禁止事項

　　　　 １）本学の名誉を傷つける行為をしないこと。

　　　　 ２ �）与えられたユーザー ID及びパスワードは個人で厳重に管理することとし，第三者への開示，譲渡及

び貸与は行わないこと。

　　　　 ３）情報関連の法令等を守り，違法な行為をしないこと。

　　　　 ４）公序良俗に反する行為はしないこと。

　　　　 ５）本人及び他人のプライバシーを公にしないこと。

　　　　 ６）他人の著作権を侵さないこと。

　　　　 ７� ）NSNETの利用は，既設の端末装置を利用することとし，センター長の許可なしに端末装置を接続し

ないこと。

１　Japan Network Information Center 日本ネットワークインフォメーションセンター。ドメイン名などを管理する機関
２　Notre Dame Seishin University Network に由来する本学ネットワークの公式名称
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　　　　 ８� ）端末装置に既にインストールしてあるソフトをコピーしたり，アンインストールしたり，センター長

の許可なく新たにソフトをインストールしないこと。

　　　　 ９� ）出所不明のメディア，データ等を使用しないこと。また，得体の知れないソフトウェアのダウンロー

ドはしないこと。

　　　　10�）学生は，本学が提供する文献データベース検索以外の有料サービスは利用しないこと。ただし，大学

院生については，別途定める。

　　　　11）その他センターが禁止する事項

　　 ８．違反行為に対する措置

　　　�　センター長は，不正行為を行ったり禁止行為を侵した利用者については本人に通知することなくユーザー

IDを削除し，利用許可を取り消すものとする。また，利用者の不正行為・禁止行為侵害のために本学に各

種損害が生じた場合，本学は，教職員の場合は就務規則第37条の規程により，学生の場合は同規程を準用し

て，賠償請求を含め厳重な措置をとるものとする。

　　 ９．システムの停止

　　　�　ネットワークの保守作業及びシステムの運営上，止むを得ない場合は，予告無しにネットワークサービス

を停止することがある。

　　10．免責

　　　�　NSNETの利用は，基本的に自己の責任に基づくものとし，天災，テロなどの不慮の事故，システム管理

上の予測のつかない事故によるネットワークの停止・データの損失については，大学はいかなる責任も負わ

ないものとする。また，ネットワークの利用によって利用者に発生する当事者間の紛糾等いかなる不測の事

態に対しても大学は責任を負わないものとする。

　　11．利用日及び利用時間

　　　　NSNETの利用日及び利用時間は，センター長が別に定める。

　　12．その他

　　　�　本ガイドラインに定めるものの他，緊急に対応すべき事態が生じた場合は，学長とセンター長が協議決定

し，事後，評議会に報告し，承認を得るものとする。

　　　　附則

　　このガイドラインは，2000年10月10日より施行する。

　　このガイドラインは，2002年10月 １ 日より施行する。

　　このガイドラインは，2018年 4 月 １ 日より施行する。
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スマホ用QRコード

manaba folio（マナバフォリオ）

manaba folioの利用方法について

manaba folioの使い方
①インターネットで下記アドレスのmanaba folioサイトにアクセスし，ログイン画面を表示します。

②ユーザー IDとパスワードを入力して，「ログイン」をクリックします。

③ログインに成功すると，マイページが表示されます。

※学外からでも同じURLで
接続できます。

https://ndsu.manaba.jp/ct/
https://ndsu.manaba.jp/s/home/

（パソコン用）

（スマホ用）
※以下の説明はパソコン用の画面で説明しています。　
※スマホ用はパソコン用と画面が若干異なります。リマインダ
設定，掲示板閲覧・書き込み等の機能が利用できます。
※大学の開放パソコンにはブックマーク又はお気に入りに登録
されています。

ユーザー ID：学籍番号（半角数字）
パスワード：生年月日（半角数字8桁）

※パスワードは画面上では
　●で表示されます。
※初回ログイン後，必ずパスワードを
　変更してください。

マイページタブ
オレンジ色の［マイページ］をクリックすると，
どの画面からもこのページに戻ります。

メモ一覧
あなたが書いたメモの一覧画面が表示され
ます。

マイポートフォリオ
あなたのポートフォリオを開きます。

マイコース
あなたが所属しているコースが一覧表示
されます。

マイコミュニティ
あなたが参加しているコミュニティが一覧
表示されます。

スレッド（更新順）
あなたが参加しているコースやコミュニティで
更新された掲示板のスレッドタイトルです。

書き込み履歴
あなたがコレクションや掲示板にコメントを記入
した履歴です。

プライベートメッセージ
あなたのコレクションやコミュニティについて，
閲覧のお願いが届きます。

お知らせ
教員からの連絡事項です。

マイアイコン
好きなアイコンを貼り付けることができます。
マイアイコンの変更は［設定］から行います。
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manaba folioの初期設定
manaba folioにログインできたら，まず以下の設定をしましょう。

①パスワード変更
　仮パスワードをオリジナルのパスワードに変更しましょう。
　※初回ログイン後，必ずオリジナルのパスワードに変更してください。

②リマインダ設定
　教員からのお知らせやレポート開催告知などをメールで受け取ることができます。
　※携帯電話やパソコンのアドレスなど，好きなアドレスを登録できます。但し，本学では本学
　　のメールアドレスを携帯メールアドレスに登録することを推奨しています。
　※初回ログイン後，必ずメールアドレスを登録してください。

③プロフィール編集
　あなたの自己紹介をすることができます。

④アイコン編集
　プロフィール編集内の「マイアイコンの設定」により
　名前の左横に表示されているアイコンを自分の好きな
　画像に変更できます。

リマインダ設定をすると，
先生からの大事なお知らせが
届いたり，レポートが出た時
もメールで確認できるから
とっても便利！
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ノートルダム清心女子大学 manaba folio 利用のためのガイドライン

　�　このガイドラインは，ノートルダム清心女子大学（以下「本学」という。）が株式会社 朝日ネット（以下「外

部業者」という。）の「manaba folio（学習支援システム（学習ポートフォリオ））」（以下「本システム」という。）

の運用に関して必要な事項を掲げたものである。

　（目的）

　 １ �．学生の教育をより効果的・継続的に行うため，また，学生・教職員・大学間の円滑かつ迅速な情報交換を行

うため，本システムを利用する。

　（管理）

　 ２．本システムは，外部業者が管理するサーバ及び作成したプログラムを利用する。

　 ３．本システムの利用に関する事項は，教学システム運用委員会（以下「委員会」という。）が所管する。

　 ４．（削除）

　（事務業務）

　 ５� ．本システムの利用に関する事務業務は，委員会の定める方針に基づいて，情報センター及び学務部教務係が

行う。

　（利用者）

　 ６．本システムの利用者は次の者とする。

　　一　本学の学生

　　二　本学の教員（非常勤講師を含む）

　　三　本学の職員

　　四　その他委員会が認めた者

　 ７� ．利用者は manaba folio 利用申請書を情報センターに提出し，ユーザー ID とパスワードの交付を受けなけれ

ばならない。

　（利用期限）

　 ８� ．利用者は，次の時点まで本システムを利用する権利を有するものとする。

　　一　本学の学生：卒業や退学などで学籍がなくなる時点まで

　　二�　本学の教員：本学を退職する時点まで。ただし，非常勤講師については，本学の授 業を担当する年度の

末日まで

　　三　本学の職員：本学を退職する時点まで

　　四　その他委員会が認めた者：委員会が定める期限まで

　（遵守事項）

９．利用者は，次の事項を遵守しなければならない。

　　一　本学の名誉を傷つける行為をしないこと。

　　二�　ユーザー ID 及びパスワードは個人で厳重に管理することとし，第三者への開示，譲渡及び貸与は行わな

いこと。

　　三　個人情報保護法，著作権法等の法令を守り，遊法な行為はしないこと

　　四　公序良俗に反する行為はしないこと。
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　　五　登録する情報やデータの公開・非公開は利用者が責任を以って決めること。

　　六　利用者本人及び他人のプライバシーを公にしないこと。

　　七　コースやコミュニティの管理者として知り得た個人情報を漏洩しないこと。

　　八　有害プログラムを含んだ情報やデータを登録，提供する行為をしないこと。

　　九�　本システムに含まれる通信機能を利用して大量に情報を送付する行為，又は，無差別に不特定の者に対し

てその意思に反し電子メール等を送信する行為，若しくは事前に承認していない送信先に対してメールを配

信する等の行為をしないこと。

　　十　 １つのユーザー ID を複数のユーザーにより使用しないこと。

　　十一�　本システムに関連するドキュメントやプログラムの修正，翻訳，変更，改造，解析，派生サービスの作

成，配付行為を行わないこと。

　　十二�　外部業者または第三者の権利侵害，または不利益もしくは損害を与える行為，またはそのおそれのある

行為を行わないこと。

　　十三�　本システム及び外邪業者の提供する他のサービスの運営を妨げる行為，またはそのおそれのある行為を

しないこと。

　　十四�　本システム及び外部業者の提供する他のサービスの信用を低下させる行為，またはそのおそれのある行

為をしないこと。

　　十五�　その他，別に定める遵守事項を守ること。

　（違反行為に対する対処）

　１０�．利用者の行為が前条に掲げる事項に遊反すると思われる場合には，委員会は速やかに調査を行い，事実を確

認するものとする。

　１１�．前条にいう調査によって違反行為が判明した場合には，委員会は次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずる。

　　一　当該行為者に対する当該行為の中止命令

　　二　当該行為者のアカウント停止又は削除

　　三　本学学則及び就業規則に定める処罰

　　四　その他法令等に基づく措置

　１２�．利用者が本ガイドライン「 ９」に違反した行為を行うことによって本学が損害を被った場合には，本学は当

該利用者に賠償請求することがある。

　（改廃）

　１３．本ガイドラインの改廃は，委員会の議を経て，評議会で行う。

　附 則

　 １．このガイドラインは，２０１３年 １ 月 ９  日から施行する。

　 ２ �．本ガイドライン施行時にすでに本システムを利用している者については，本ガイドライン「 ７」は適用しな

いものとする。

　附 則

　 １．このガイドラインの改正は，２０２１年 ７ 月２９日から施行する。
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附　　属　　図　　書　　館

図書館では，学習や教育研究に必要な図書，雑誌，新聞，視聴覚資料及び電子ジャーナルや電子ブック，データ

ベースを多数揃えています。

その他，気軽に読める図書や雑誌，映画のDVDなどもあります。また，新たに24時間いつでもどこでも利用で

きるNDSU電子図書館（LibrariE）の利用も可能になりました。自宅のPC・スマートフォン・タブレットなどで，

閲覧・貸出・返却・予約ができ，気軽に利用できます。詳しくは，図書館ホームページ又は図書館利用案内をご覧

ください。

なお，入館には必ず学生証が必要になります。

１ 　開館・休館

２　貸出・返却

曜　日 授業日 授業がない日＊

月～金 ８：３０～２０：００ ８ ：３０～１６：３０

土 ８ ：３０～１６：００ ８ ：３０～１２：３０

＊P. 1 学内暦の休講日参照

休　館　日

・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日
・大学の行事日，記念日
・学内施設閉鎖期間

（注）臨時休館・開館時間の変更等は，図書館ホームページ等で随時お知らせします。

冊 数
学部生：一般貸出　　　 ５冊まで
　　　　卒論貸出　　　 ５冊まで（ ３・ ４年生）
院　生：２０冊まで

期 間
一般貸出　　 ２週間
卒論貸出　　 ４週間

貸 出 手 続
カウンター又は自動貸出返却機で貸出・延長ができます。いずれの場合も学生証が必要
です。返却期間内に利用が終わらない場合は，一般貸出に限り， １回のみ貸出期間を １
週間延長することができます。

返 却 手 続
カウンター又は自動貸出返却機で返却ができます。学生証は不要です。
＊返却期限日までに必ず返却してください。
＊閉館時は返却ポストが利用できます。

延滞と弁償
返却期限を過ぎて返却した場合，返却した日と翌日は貸出ができません。
汚損，破損，紛失した場合は，弁償してもらうことがあります。

予 　 約
貸出中の図書に対して予約をすることができます。OPAC（蔵書検索）から貸出予約がで
きます。
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３ 　図書館で利用できるサービス・施設

⑴　レファレンスサービス

　図書館の利用方法や資料の探し方・使い方など，いろいろな質問に応じています。サービスカウンターでお問

い合わせください。

⑵　相互利用サービス

　本学で所蔵していない資料については，他大学，諸研究機関との相互利用により，図書の借受けや文献複写の

依頼を行い，入手することができます（実費負担）。また，学外の図書館を利用するための紹介状も発行してい

ます。

⑶　図書館資料のコピー

　図書館内では，個人の調査・研究のため，図書館所蔵資料を，一人一部に限り，「著作権法第31条」の範囲内

で複写することができます。コピー機横の文献複写申込書に記入してからご利用ください。

⑷　ラーニング・コモンズ

　主体的・能動的・自発的な学習をサポートする学びの空間です。

　グループワーク，プレゼンテーション，パーソナルのエリアに別れており，可動式の机・椅子・ホワイトボー

ドが配置されています。話し合いをしながらの学習が可能であり，遠隔授業の利用も可能です。

４ 　附属図書館ホームページ
　図書館のホームページでは，最新情報を掲載しておりますので，活用してください。
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キ リ ス ト 教 文 化 研 究 所

「キリスト教文化研究所」は，キリスト教を中心に，ひろく諸宗教やキリスト教文化全般について研究しています。

本研究所の研究領域が幅広いのは，それぞれの地域の文化や文明と結び付いて宗教や信仰が存在すると考えるため

です。

本研究所では，本学独自の教育理念を広く知ってもらうために，クリスマスミサなどの伝統的な学内行事の企画・

運営を行っています。また，学生に本学の理念を深く理解してもらうために，黙想会やキリスト教文化研究会，聖

書勉強会などを開催しています。このほかフェリーチェ聖書・文化講座などに協力しています。当研究所の研究成

果は『年報』に掲載して刊行し，キリスト教の理解を深める機会を広く提供しています。

キリスト教センター

学生の主体性を生かす場として，「キリスト教センター」があります。

その主な活動は，次のようなものです。

　　⑴　カトリック研究会−カトリックの教えについて考え，また現代の諸問題を研究しています。

　　⑵　ひとつぶ会−ボランティア活動及び助け合い運動

　　⑶　手話クラブ

　　⑷　点字講習会

　　⑸　聖書勉強会

ノートルダムホール中央棟 ６階には，当研究所並びに図書館があって，自由に利用できます。

学内聖堂では大学祭のオープニングミサや追悼ミサ等が行われており，どなたでも参加できます。また，祈り，

内省などのために随時使うこともできます。

ノートルダムホール中央棟の小聖堂（オラトリー）でも，随時，ミサが行われます。

なお，研究所の活動内容は，「NDSUライフ」に詳しく記されています。
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蒜
ひる

山
ぜん

セ ミ ナ ー ハ ウ ス

１　所在地
　　岡山県真庭市蒜山下福田字中蒜山27（〒717-0504）

　　　Tel（0867）66-3950

　　交通機関：中鉄北部バスで　岡山駅→中国勝山駅，真庭市コミュニティバス「まにわくん」に乗りかえ

　　　　　　　　　　　　　　　　中国勝山駅→蒜山振興局前で下車。

２ 　設置の目的
　�　大山隠岐国立公園に連なる蒜山高原の美しい自然と環境の中で，起居を共にしながら，心身を陶冶し，研修の

効果を一層高めるために，この施設を設けています。

３ 　使用できる人
　⑴�　本学在学生，教職員及び同窓生。ただし施設に余裕があり本学の行事に差し支えない場合は，附属校・姉妹

校・修道会・教会関係者，その他学長が許可した者。

　⑵　在学生の使用基準は，原則として次のとおりです。

　　�　セミナー，スキー教室，登山キャンプ，課外活動の合宿など。ただし，政治的意図のある会合などには使用

できません。

４ 　使用の期間
　⑴　原則として年間使用できますが，年末・年始等本学の指定する閉鎖日を除きます。

　⑵�　宿泊は原則として １回 ３泊 ４日以内としますが，学生の教育活動の場合は， ７泊 ８日までとすることができ

ます。ただし，使用申込者が多数の時は，宿泊日，又は宿泊日数などの制限，冬季暖房使用中の宿泊棟の指定

をすることがあります。

　⑶　使用時間については，入室は原則として到着日の12時からとし，退室は出発日の15時までとします。

５ 　使用の手続
　⑴　申し込みは，学務部学生係が受け付けます。

　⑵�　使用希望者は，使用開始の ２週間前までに所定の用紙に必要事項を記入のうえ，許可書の交付を受けてくだ

さい。

　⑶　使用の許可を受けた者は，セミナーハウス到着時に管理人にその許可書を提出してください。

　⑷　使用後請求書を発行しますので，定められた方法で使用料金を納入してください。

６ 　使用期間の延長手続
　⑴�　使用者は，天候の急変，病気その他やむを得ない理由により使用期間を延長するときは，管理人に申し出て，

所長の承認を得てください。

　⑵　前項の場合は，帰学後，すみやかに使用料を納めてください。
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７ 　収容人員，使用料金
　⑴　Ａ棟（本館）約80名　　　Ｂ棟（別館）約120名　　　Ｃ棟（ルルドの家）約20名

　⑵

８ 　使用の心得
　⑴�　この施設は，本学の教育方針に則った教育活動に資するためのもので，その目的にそって使用することになっ

ています。したがって，ここでの生活にあたっては，設置の目的及びこの心得を十分に理解して，良識ある行

動をとることが望まれます。

　　　日課表

　　　　 １）起床　 ７：00　　　　　　　 ２）朝食　 ７：30〜８  ：30　　　 ３）昼食　12：00〜13：00

　　　　 ４）夕食　17：30〜19：00　　　 ５）入浴　17：30〜20：00　　　 ６）就寝　22：00

　　　　 ７）消灯　22：30

　⑵　注意事項

　　ア　ハウスから外出する際は管理人に申し出てください。

　　イ　外出の門限は21時（ただし冬季は20時）までとします。

　　ウ　日課表によって，各自責任をもち，常に他人に迷惑をかけないよう気をつけてください。

　　エ　衛生管理に注意して，洗面用具，寝衣は各自持参し，ハウス内の清掃，整頓は全員協力して行ってください。

　　オ　食器，寝具の準備，後始末などは，各自で行ってください。

　　カ�　建物，備品などは，常に自分たちのものとして大切に取り扱ってください。万一，損傷した時は，本学の

指示に従って弁償をしていただきます。

　　キ　火気の取り扱いに注意し，火災防止に努めてください。（自炊の場合など）

　　　　なお，学生のハウス内での喫煙は禁じています。

　　ク　疾病，異常のあるときは，ただちに管理人に申し出て適切な処置を行ってください。

　⑶　事故の責任

　　　使用者は使用期間中に生じた事故について，一切の責任を負うものとします。

　⑷　使用後の心得

　　�　使用者は使用を終わった際，使用前の状態に復し，ただちに管理人に届け出て，その確認を受けてから退出

してください。

棟 在　学　生
教　職　員

附属校・姉妹校
関　　係　　者 卒　業　生 そ　の　他

宿　泊　料
１　泊
１名分

Ａ・Ｂ 1,000円 1,500円 1,500円 2,500円
Ｃ 洋 室 大
１名で使用 1,500円 2,000円 1,500円 3,300円

Ｃ 洋 室 大
２名で使用 1,200円 1,700円 1,200円 2,800円

Ｃ 洋 室 小
１　　名 1,400円 1,900円 1,400円 3,100円

Ｃ　和　室 1,000円 1,500円 1,000円 2,500円

食　
　

事

朝　食 Ａ・Ｂ・Ｃ １食　　　400円
昼　食 Ａ・Ｂ・Ｃ １食　　　500円
夕　食 Ａ・Ｂ・Ｃ １食　　　800円
自　炊 Ｃの厨房のみ可 １日 １名　100円

暖房費
（10月〜 ４月） Ａ・Ｂ・Ｃ

宿泊を伴う場合　 １泊　500円
日帰りの場合　 １日　200円

備考　 １）教職員の家族（一親等以内）は，教職員と同じ料金とします。
　　　 ２）当日キャンセルの場合は， １泊の宿泊料を徴収します。
　　　　　なお，施設の都合により使用不能の時は，この限りではありません。
　　　 ３）物価の変動に伴い料金が変わることがあります。
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一 宮 校 舎

１　所在地
　　岡山市北区尾上2129（〒701-1212）　Tel（086）284-7207（体育館）

　　交通機関　⑴　岡電バス

　　　　　　　　　　済生会病院前―神
しんとうざん

道山行

　　　　　　　　　　　尾上下車徒歩約20分

　　　　　　　⑵　中鉄バス

　　　　　　　　　　済生会病院前―総社，大井，稲荷山行

　　　　　　　　　　　中川橋下車徒歩約30分

　　　　　　　⑶　ＪＲ桃太郎線（吉備線）

　　　　　　　　　　　備前一宮駅下車徒歩約25分

２ 　設置の目的
　　美しい自然に囲まれた静かな環境のなかで，本学園の教育及び諸研究をするために設置された施設です。

３ 　使用できる人
　⑴　本学園関係者及び学長が許可した者

　⑵　施設使用の優先順位は，原則として以下のとおりとします。

　　　ア　大学の正課授業

　　　イ　大学の学校行事

　　　ウ　附属小学校，附属幼稚園の正課授業等

　　　エ　大学のゼミナール

　　　オ　大学の課外活動

　　　カ　卒業生，姉妹校，その他関係者

　　　キ　学外（一般）

　⑶�　学外（一般）からの申し込みは， ２ヶ月前から受け付け，許可されたものについては，その後に学内からの

利用申し込みがあっても，学外（一般）の申し込みが優先されます。

　⑷　同順位で，使用日が重複した場合は，両者の協議により決定していただきます。

　⑸　宿泊については，原則として学内関係者のみ利用を許可します。

４ 　使用の期間
　⑴　学内関係者は大学の閉鎖日を除き，年間を通じて利用可能です。

　⑵　学外（一般）利用者は，原則として平日の管理人勤務時間帯が利用可能です。

　⑶　宿泊は原則として １回 ２泊 ３日以内としますが，合宿など諸活動の時は，６泊 ７日までとすることができます。

　　　また，使用申込者が多数のときは，宿泊日又は宿泊日数を制限することがあります。

　　　ただし，学長が認めた場合は，この限りではありません。

　⑷�　学務部学生係は大学等の行事等，特別な事情がある場合には，申込者に対し使用期間等の変更を求めること

があります。
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５ 　使用の手続
　⑴　申し込みは学務部学生係で受け付けます。

　⑵　使用の申し込みは，使用開始の ２ヶ月前から受け付けます。

　⑶�　使用希望者は，前もって学務部学生係で申し込み状況を確認し，使用開始日の ７日前までに，所定の申込書

に必要事項を記入のうえ提出し，許可を受けてください。但し，宿泊を伴う場合は ２週間以上前までに申し込

んでください。

　⑷�　使用申し込みが許可された者は，学務部学生係で別紙様式に定める使用許可書を受け取り，使用開始時に管

理人に渡してください。

　⑸　使用後請求書を発行しますので，使用料金を定められた方法で納入してください。

６ 　収容人員・使用料金
　⑴　収容人員　約50名

　⑵　使用料金

７ 　使用の心得
　�　使用者は，次の注意事項を十分に理解し，自主的に良識をもって実行して，設置の目的を達成するようにお願

いします。また，別に管理人の指示に従ってください。

　⑴　注意事項

　　ア　校舎では，互いに礼儀を正し，他人に迷惑をかけないよう気をつけてください。

　　イ　校舎では，禁酒，禁煙とします。

　　ウ　洗面用具，寝衣，及び食糧などは，各自持参し，自炊することになっています。

　　エ�　電源，ガスなど火気の取り扱いには特に注意し，火災防止に努めるとともに，戸締まりは厳重にし，盗難

などに万全の注意をしてください。貴重品の管理には各自で責任をもってください。

　　オ　部屋，食堂，廊下，洗面所，便所の清掃整頓は使用者全員が協力して行ってください。

　　カ　寝具類は各自持参，もしくは貸布団を利用してください。

　　キ　健康管理には各自で十分注意してください。

利用内容 利用単位 
大学（教職員・学生）
附属校（幼稚園・小学校）

卒業生・
姉妹校他
関 係 者

一　般 備　　考
正課ゼミ 課外活動

校　
　
　
　
　

舎

宿 

泊
宿泊費 １名につき 0 100 300 500

暖房費 １名につき 0 200 400 400 11月〜 ３月のみ

日　

帰　

り

利用費 １室
４時間超過 0 0 500 1,000

４ 時間以下 0 0 250 500

暖房費 １名につき 0 100 200 200 11月〜 ３月のみ

自炊費 １名につき 0 50 50 50

体　育　館 1団体
４時間超過 0 0 1,500 2,500

光熱水費
４時間以下 0 0 750 1,250

運　動　場 1団体
４時間超過 0 0 500 1,000 校舎 １Ｆトイレ

利用可　　　　４時間以下 0 0 250 500
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　　ク�　施設，備品などの取り扱いには十分注意し，万一，故意又は過失により破損もしくは紛失した場合は，た

だちに学務部学生係に報告し，その指示に従って弁償していただきます。

　　ケ　宿泊の場合，外出の門限は20時までとします。

　　　　日帰りの場合，使用期間は，原則として ８時30分から16時30分までとします。

　⑵　事故の責任

　　　大学は使用の故意又は過失により，使用期間中に生じた事故等について，一切の責任を負いません。

　⑶　使用後の心得

　　ア　使用者は，管理人の指示に従い，使用を終わった際，使用前の状態に復してから退出してください。

　　イ�　また，私物は放置せず，必ず持ち帰ってください。万が一，施設使用後に私物が残っている場合には処分

してよいものと判断いたします。

　⑷　使用の禁止

　　　次のいずれかに該当する者，または団体には使用を許可しないことがあります。

　　ア　使用許可書を所持しない者または使用申込書に記載した者以外の者

　　イ　一宮校舎の秩序を乱し，他人に迷惑になる行為をした者または団体

　　ウ　使用の心得を遵守しない者または団体

８ 　緊急時の連絡
　　万一，緊急事態が発生した場合は，直ちに管理人及び学務部学生係等に連絡してください。
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キ ャ ン パ ス 紹 介

建 物 の 名 称 落 成 年 月 と 内 容 名　称　の　由　来

ノートルダムホール
Notre Dame Hall
（略号−ND）

1929年12月
（アントニン・レーモンド
の設計）大学本館
国の登録有形文化財（建造
物）（2007年 7 月）

ノートルダム……聖母マリアの意
聖母に捧げられたナミュール・ノートルダム修道女会によっ
て創立された本大学最初の建物

ノートルダムホール
東　棟

（略号−ND）

1929年12月
（アントニン・レーモンド
の設計）聖堂，研究室，講
義室
国の登録有形文化財（建造
物）（2007年 7 月）

記 念 館

1959年12月
体育館，多目的室
1988年11月改修
2012年 ２ 月改築

ナミュール・ノートルダム修道女会渡日35周年記念
大学創立10周年記念

附 属 図 書 館
（略号−L）

1968年10月
１ ・ ２ 階…図書館
３階………講義室
2016年 １ 月書庫棟増設
2016年 ６ 月図書館 １階に
ラーニング・コモンズ設置

ジ ュ リ ー ホ ー ル
Julie Hall
（略号−J）

1969年12月
中央研究室館

ジュリー……ナミュール・ノートルダム修道女会の創立者聖
ジュリー・ビリアート（1751−1816）の列聖記念

ク ビ リ ー ホ ー ル
Cuvilly Hall
（略号−C）

1973年 ５ 月
１ 階………幼稚園
１〜 ３階…大学
４階………クビリー修道院

クビリー……聖ジュリー・ビリアートが生まれた北フランス
の村

ル ル ド 館
Lourdes Hall

1975年11月
１ ・ ２ 階…同窓会館
2016年12月警備員室改修

ルルド……フランスにある巡礼地−聖母が出現した洞窟があ
る。毎年世界中から多くの巡礼者が集まる恵みと祈りの場

テ レ ジ ア 館
Theresia Hall

1978年 ３ 月
クラブ部室
2016年 １ 月改築

リジュの聖テレジア……宣教師の保護の聖人（1873−1897）

ノートルダムホール
西　棟

（略号−ND）

1978年 ６ 月
地下…実験室
１階…研究室，実験室
２階…教室

カ リ タ ス ホ ー ル
Caritas Hall

1984年 ５ 月
１ 階………ラウンジ
２・ ３階…大講義室

カリタス−チャリティ（Charity）のラテン語であり，愛のホー
ルを意味する

一 宮 校 舎 1979年11月
ミーティングルーム，教室

一 宮 記 念 体 育 館

1985年 ４ 月
１ 階…教室，多目的ホール
２階…アリーナ
３階…ミーティング室

学園創立100周年
大学創立35周年記念

ザ ビ エ ル 館
Xavier Hall

1992年11月
研修室
クラブ部室

聖フランシスコ・ザビエル（1506〜1552）……1549年に日本
にキリスト教をもたらしたイエズス会の神父で，聖テレジア
と共に日本の保護者となっている
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セ ミ ナ ー ハ ウ ス

建 物 の 名 称 落 成 年 月 と 内 容 名　称　の　由　来

ノートルダムホール
中　央　棟

1995年 ４ 月
12階建
教室，研究所，特殊文庫，
会議室，事務室，オラトリー

家 庭 管 理 実 習 棟 1997年10月
平屋　茶室

ロ ゴ ス ホ ー ル
Logos Hall

1998年 ９ 月
（旧セント・ヨゼフ・ホー
ル新館）　 ３階建
研究室，教室

動 物 実 験 棟 2000年 ３ 月
２ 階建実験室

マ リ ア ン ホ ー ル
Marian Hall

2007年 ２ 月
小学校 マリアン……聖母マリアの意

セント・ヨゼフホール
St.Joseph Hall

2013年 ５ 月
ラウンジ・講義室

ヨゼフ……イエズス・キリストの養父ナザレトの町で大工と
して聖家族を保護した義人（マテオ １：18〜25）

立 体 駐 輪 場 2016年 １ 月　新設

建 物 の 名 称 落　成　年　月　と　内　容

蒜山セミナーハウス

1976年 ７ 月　本館
1981年 ３ 月　�別館，同窓会山荘ルルドの家集会室，宿泊室，

食堂，厨房
　　　　　　収容人員　220名
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学内連絡先の登録について
　次の学内の主要なメールアドレス，電話番号を登録しておいてください。
　特に，教務係と学生係は必ず登録してください。

電話番号

◦学務部

　学生係 086-252-5039
086-252-5308

　教務係 086-255-5583
　教職支援センター 086-252-4002
　保健センター 086-252-5722
◦インクルーシブ教育研究センター

　学生相談室 086-252-5365
◦キャリアサポートセンター 086-252-6655
◦財務部 086-252-5094
◦国際交流センター 086-252-5319
◦附属図書館 086-252-5261
◦文学部合同研究室

　英語英文学科 086-252-7247
　日本語日本文学科 086-252-2539
　現代社会学科 086-252-2187
◦人間生活学部合同研究室

　人間生活学科 086-252-2183
　児童学科 086-252-2294
　食品栄養学科 086-252-2297
◦警備員室 086-252-5405
◦一宮体育館 086-284-7207
◦ノートルダム清心女子大学同窓会 086-253-8496

●ＮサポＱ＆Ａ機能を利用してください（緊急以外）
　Ｎサポには以下の質問項目を担当部署に振り分けて，回答する相談システムがあります。緊急時以外に利用
してください。緊急の場合は上記学内連絡先にお願いします。
・履修や学修について　　・奨学金について　　　　・授業時の特別配慮について　　・課外活動について
・免許・資格について　　・進路変更について　　　・教職について　　　　　　　　・学生生活について
・就職について　　　　　・心身の健康について　　・留学について　　　　　　　　・学費について



学 生 便 覧

2022年3月24日　印刷
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編集　ノートルダム清心女子大学 学務部教務係
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2022 年度　時　間　割
学部 学科 年 学籍番号 氏名

授業科目

月

１期
授業担当者

授業科目
２期

授業担当者

授業科目

火

１期
授業担当者

授業科目
２期

授業担当者

授業科目

水

１期
授業担当者

授業科目
２期

授業担当者

授業科目

木

１期
授業担当者

授業科目
２期

授業担当者

授業科目

金

１期
授業担当者

授業科目
２期

授業担当者

授業科目

土

集中講義等
※集中講義は，Nサポで履修登録後，時間割が重複していても
　エラーメッセージが出ません。各自で確認してください。

※上限対象は，修得した単位ではなく履修登録した
　単位です。修得できなかった科目などの単位も含
　まれます。

【日 程】

１期
授業担当者

授業科目
２期

授業担当者
1時限9 : OO～10 : 30　　2時限10 : 45～12 : 15　　3時限13 : 00～14 : 30　　4時限14 : 45～16 : 15　　5時限16 : 30～18 : 00

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限

開講日程

月　日 月　日～

月　日 月　日～

月　日 月　日～

月　日 月　日～

月　日 月　日～

月　日 月　日～

月　日 月　日～

授業科目名

2022年度登録単位※

単位１　期 単位

単位２　期 単位

単位通　年 単位

単位集中等 単位

単位合　計 単位

左記のうち上限に
含まれない単位

担当教員
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